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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１１月２８日 

自  午前１１時３９分 

至  午前１１時４３分 

於  第1別館第3会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委 員 長 宅島 寿一 君

副 委 員 長 坂本  浩 君

委 員  橋村松太郎 君

 〃   渡辺 敏勝 君

 〃   外間 雅広 君

 〃   堀江ひとみ 君

 〃   松島  完 君

 〃   山本 啓介 君

 〃   ごうまなみ 君

 〃    近藤 智昭 君 
 

３、欠席委員の氏名 

委 員 宮内 雪夫 君

 

４、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１１時３９分 開会 ― 
 

【宅島委員長】 ただいまから、文教厚生委員会
を開会いたします。 
 これより、議事に入ります。 
 まず、会議録署名委員を慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 
 会議録署名委員は、渡辺委員、外間委員のご

両人にお願いいたします。 
本日の委員会は、平成28年11月定例会におけ
る当委員会の審査内容を決定するための委員間

協議であります。 

 それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。 
 審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】ご異議なしと認めます。 
 それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 
しばらく休憩します。 

 
― 午前１１時３９分 休憩 ― 

〔協議会〕 

― 午前１１時４３分 再開 ― 
 

【宅島委員長】委員会を再開いたします。 
 それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。 
 ほかにご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】これをもって本日の文教厚生委

員会を終了いたします。 
お疲れさまでした。 

 
― 午前１１時４３分 散会 ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月８日 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１２月８日 

自  午後 １時３０分 

至  午後 ３時２８分 

於  第 1別館第 3会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

分 科 会 長 宅島 寿一 君 

副 会 長 坂本  浩 君 

委 員 宮内 雪夫 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   渡辺 敏勝 君 

 〃   外間 雅広 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   松島  完 君 

 〃   山本 啓介 君 

 〃   ごうまなみ 君 

 〃   近藤 智昭 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

教 育 長 池松 誠二 君 

教 育 次 長 渡川 正人 君 

総 務 課 長 田渕 和也 君 

教育環境整備課長 野口 充徳 君 
 

福 祉 保 健 部 長 沢水 清明 君 

福祉保健部次長  園田 俊輔 君 

福 祉 保 健 課 長 上田 彰二 君 

医 療 政 策 課 長 村田  誠 君 

障 害 福 祉 課 長 柴田 昌造 君 
 

こども政策局長 永松 和人 君 

こども未来課長 中野 嘉仁 君 

こども家庭課長 吉田 弘毅 君 
 
 
６、付議事件の件名 
第135号議案 
平成28年度長崎県一般会計補正予算（第5号）
 
 
７、審査の経過次のとおり 
 

― 午後 １時３０分 開会 ― 
 
【宅島分科会長】 皆様、こんにちは。 
 ただいまから、予算決算委員会文教厚生分科

会を開会いたします。 
 これより、議事に入ります。 
 本日、本分科会として審査いたします案件は、

第135号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第5号）」のうち関係部分であります。 
 審査方法について、お諮りいたします。 
 補正予算の審査は、早期事業着手等のため、

早急に審議する必要がありますので、第135号
議案のうち関係部分に限って審査を行うことと

したいと存じますが、ご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島分科会長】 ご異議ないようですので、そ
のように進めることにいたします。 
 なお、理事者の出席については、第135号議
案に関係する範囲で、お手元に配付しておりま

す配席表のとおり決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。 
 それでは、これより審査に入ります。 
 予算議案を議題といたします。 
 教育長より、議案の説明を求めます。 
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【池松教育委員会教育長】 予算決算委員会文教
厚生分科会関係議案説明資料、平成28年度11月
補正予算（第5号）の教育委員会をお開きくだ
さい。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第135号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第5号）」のうち関係部分であります。 
 今回の補正予算は、未来への投資を実現する

経済対策等に伴う国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。 
 教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。 
 この結果、平成28年度の教育委員会所管の歳
出予算総額は、1,397億2,486万円となります。 
 補正予算の内容につきましては、ろう学校移

転建替等、県立特別支援学校の新増築・大規模

改修に要する経費として、特別支援学校施設整

備費14億5,990万8,000円の増を計上しており
ます。 
 次に、繰越明許費についてご説明いたします。 
 今回、補正予算に計上しております事業等、

国の補正予算に対処するための事業については、

年度内に適正な工期が確保できないことから、

校舎等整備費8,177万7,000円、特別支援学校施
設整備費14億5,990万8,000円、合計15億4,168
万5,000円について繰越明許費を設定しようと
するものであります。 
 なお、詳細につきましては、この後、担当課

からご説明申し上げます。 
 以上で、教育委員会関係の説明を終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 次に、福祉保健部長より、議案の説明を求め

ます。 
【沢水福祉保健部長】 福祉保健部関係の議案に
ついて、ご説明いたします。 
 同じく予算決算委員会文教厚生分科会関係議

案説明資料の福祉保健部をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第135号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第5号）」のうち関係部分であります。 
 今回の補正予算は、未来への投資を実現する

経済対策等に伴う国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。 
 歳入予算は、福祉保健部合計で5,756万7,000
円の増、歳出予算は、福祉保健部合計で9,577
万3,000円の増となっております。 
 各科目については、記載のとおりであります。 
 補正予算の内容につきましては、障害福祉施

設整備費について、障害者入所施設等の防犯対

策を強化するため、防犯カメラや非常通報装置

等の設置への助成に要する経費として、5,808
万3,000円の増を計上いたしております。 
 また、医務行政費について、地域で安心して

子どもを産み育てることができる医療の確保を

図るため、周産期医療施設の医療機器等の整備

への助成に要する経費として、3,769万円の増を
計上いたしております。 
 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 次に、こども政策局長より、議案の説明を求

めます。 
【永松福祉保健部こども政策局長】 引き続きま
して、こども政策局関係の議案についてご説明



平成２８年１１月定例会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月８日） 

- 4 - 

いたします。 
 同じく予算決算委員会文教厚生分科会関係議

案説明資料のこども政策局をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第135号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第5号）」のうち関係部分であります。 
 今回の補正予算は、未来への投資を実現する

経済対策等に伴う国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。 
 歳入予算は、こども政策局合計で6,080万円の
増、歳出予算は、こども政策局合計で7,083万
8,000円の増となっております。 
 補正予算の内容につきましては、保育人材確

保のため、未就学児のいる保育士の割合が多い

施設において、短時間勤務の保育補助者を追加

配置するための貸し付けに要する経費として、

5,980万5,000円、児童養護施設等の防犯対策を
強化するため、非常通報装置、防犯カメラや外

構等の設置・修繕など必要な安全対策の実施及

びそれらに要する経費の助成として、1,103万
3,000円を計上いたしております。 
 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 次に、教育環境整備課長より補足説明を求め

ます。 
【野口教育環境整備課長】 それでは、教育委員
会分の補正予算につきまして、補足してご説明

を申し上げます。 
 お手元にお配りしております資料でございま

すが、「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第
5号）補足説明資料（特別支援学校校舎等整備

費について）」をご覧ください。Ａ4の1枚もの
でございます。表のついた補足説明資料でござ

います。 
 事業内容についてでございますが、本事業に

つきましては、先ほどの教育長説明にございま

した、国の経済対策の一部としまして、学校施

設等の耐震化・老朽化対策等のための補正予算

が成立したことを受けまして、平成29年度に実
施を予定しておりました国庫補助事業のうち、

このたびの補正予算の対象とされております、

今年度から引き続く継続事業や老朽化対策事業

など、県立特別支援学校4校、7件の新築・改築・
大規模改修事業について前倒しをして実施をし

ようとするものであります。 
 事業の内訳は、表に記載のとおり、盲学校の

新実習棟新築、ろう学校の移転改築に係る建築

及び造成等、大村特別支援学校の体育館等の老

朽化に伴う改築及び改修、虹の原特別支援学校

壱岐分校の学習環境整備のための改修でありま

す。 
 これらの事業につきましては、経済対策の趣

旨に鑑み、国からの内示後、速やかな事業着手

に努めてまいりますが、年度内には適正な事業

期間が確保できないことから、予算計上とあわ

せまして、繰越明許費の設定についてもお諮り

をいたしております。 
 今年度当初予算で計上しておりました、県立

諫早農業高等学校の草花管理室・収納室の改築

につきまして、国の当初予算では未採択でござ

いましたが、このたびの補正予算で採択される

こととなり、現在、事業着手に向け準備をして

おりますが、この事業につきましても、年度内

の適正な工事期間が確保できないため、あわせ

て繰越明許費の設定をお諮りするものでござい

ます。 
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 補足説明は以上でございます。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
 【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 次に、医療政策課長より補足説明を求めます。 
【村田医療政策課長】 補正予算（第5号）のう
ち、医療政策課分についてご説明いたします。 
 Ａ4横長の資料でございます。補足資料の1ペ
ージ目、表のほうでございます。医務行政費に

つきましてです。 
 医務行政費につきましては、少子化対策等の

観点から、地域で安心して産み育てることがで

きる医療の確保を図るため、医療提供体制推進

事業費補助金を活用いたしまして、小児・周産

期施設の設備整備事業を実施するものでござい

ます。 
 国の経済対策補正におきましては、安心して

子どもを産み育てられる環境の整備に位置づけ

られております。 
 本県の周産期母子医療センターであります長

崎医療センターの新生児集中治療管理室、また

母体胎児集中治療管理室、それと、長崎大学病

院の新生児集中治療管理室におきまして、資料

に記載しておりますような人工呼吸器、あるい

は超音波診断装置などの設備の整備に要する経

費に対します助成といたしまして、3,769万円を
計上いたしております。 
 以上をもちまして、補足説明を終わります。 
 よろしくお願いいたします。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 次に、障害福祉課長より補足説明を求めます。 
【柴田障害福祉課長】 同じく第135号議案「平
成28年度長崎県一般会計補正予算（第5号）」
のうち障害福祉課分について、お配りしており

くます補足説明資料に基づいてご説明いたしま

す。 
 先ほどの医療政策課の補足説明資料の次のペ

ージ、2ページ目でございます。 
 障害福祉施設整備費につきましては、平成28
年7月に、神奈川県相模原市の障害者入所施設
において発生した殺傷事件を受けて、県では、

県内の各入所施設における防犯対策マニュアル

の作成を推進しており、そのための指針として、

去る11月25日に県で作成いたしました防犯対
策マニュアル指針をお示しし、本年度中のマニ

ュアル作成をお願いしたところであります。 
 今回、国の経済対策補正にかかる補助制度を

活用し、障害者入所施設等の防犯対策をさらに

強化するため、事業者が実施する防犯カメラや

非常通報装置等の設置に要する経費への助成と

して、1事業所当たり180万1,000円を基本とす
る43施設分、5,808万3,000円を計上いたしてお
ります。 
 なお、整備内容等につきましては、お手元に

配付しております資料のとおりでございます。 
 以上をもちまして、補足説明を終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 次に、こども未来課長より補足説明を求めま

す。 
【中野こども未来課長】 私のほうからも、補正
予算（第5号）のこども未来課にかかわる保育
士修学資金貸付等事業について、補足説明させ

ていただきます。 
 資料は、本日机の上に置かせていただきまし

たＡ4横長の「保育人材確保のための取組の推
進」という資料でございます。これを用いてご

説明させていただきます。 
 今の予算で実施しております保育士修学資金
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貸付等事業につきましては、いわゆる保育士養

成校に通う学生に対する修学資金とか、再就職

する潜在保育士に対する就職準備金貸付の4つ
のメニューでなっております。 
 今回、制度拡充として補正予算を計上してお

りますのは、この資料でいきますと、2の保育
補助者雇上費貸付でございます。資料の中で下

線を引いている分でございます。 
 この保育補助者雇上費貸付は、保育所が、保

育士の資格を持たない保育補助者を雇う際の人

件費を貸し付け、今働いていらっしゃいます保

育士の負担を軽減することによりまして、保育

士の離職防止、就業継続を図ることで保育士確

保をするということを主目的とした、保育事業

者向けの貸付事業でございます。 
 現制度では、フルタイムの勤務の保育補助者

1名を雇い上げるための費用として、年額で295
万3,000円を上限として貸し付けを行われてお
ります。 
 今回の制度拡充で、このフルタイム勤務の貸

し付けを受けている保育所施設のうち、いわゆ

る未就学児を持つ保育士の割合が20％を超え
るような施設につきまして、さらに短時間勤務

の保育補助者の1名を追加して雇い上げるため
の費用として、年額221万5,000円を上限として
貸し付けを行おうとするものでございます。 
 貸付期間は、フルタイムの勤務分と同様に、

最長3年となっており、保育補助者が、貸付期
間の最大3年間のうちに保育士資格を取得した
場合とか、これに準じた場合、例えますと、保

育士試験というのは筆記試験が8科目ぐらいご
ざいますので、あと、例えば1科目だけ残して
その年度に資格が取れなかった場合は、その後

1年以内に資格取得ができる見込みがあると、
そういったものにつきましては、準ずる者とし

て、貸付金の返還を免除するということになっ

ているところでございます。 
 今回の補正額でございますが、短時間勤務の

保育補助者の追加雇上額について、いわゆる事

業期間の3年間で9施設への貸し付けを見込ん
でおりまして、この貸付金の原資となる5,980
万5,000円を、この貸付事業を実際に行っており
ます県社会福祉協議会に対する補助金の増分と

いう形で計上させていただいているところでご

ざいます。 
 説明は以上でございます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 次に、こども家庭課長より補足説明を求めま

す。 
【吉田こども家庭課長】 私のほうから、今回の
補正予算（第5号）のうち、こども家庭課分に
ついてご説明をいたします。 
 横長の資料の「児童養護施設等に係る防犯対

策について」をご覧ください。 
 まず、事業の概要につきましては、1に記載
のとおりでございまして、今回の経済対策補正

予算を活用し、防犯対策を強化するために、非

常通報装置などの整備を行う施設に対する補助

を行うもので、補助対象につきましては、記載

のとおり、フェンスや非常通報装置などでござ

います。 
 負担割合につきましては、記載のとおりで、

設置者負担は4分の1ということになっており
ます。 
 対象施設は、表にございますけれども、児童

が入所する施設として、表の種別にありますよ

うに、児童養護施設、乳児院など7種別、20施
設で、県が所管する19施設が今回の対象になっ
ております。 
 全数と県所管の数字が異なります、下から3
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つ目の母子生活支援施設につきましては、中核

市であります長崎市の所管の施設でございます。 
 今回、19施設のうち整備予定が、今回整備の
事業所ということで18施設ございます。一番上
にあります児童養護施設において、県所管11の
うち10が、今回補正予算計上となっております
が、施設のほうに確認しましたところ、補助メ

ニューとして示されている施設のうち、既に複

数を設置しているということから、今回は要望

しないという説明であったことから、今回計上

いたしておりません。 
 今回計上した補正予算により設置する施設種

別ごとの整備内容は、右端の備考欄にあります

ように、児童養護施設であれば、フェンスの設

置が3カ所、非常通報装置が7カ所ということで
ございまして、既設の設備なども踏まえて、施

設の要望に基づいて整備するものでございます。 
 本日ご審議いただき、今後国から示される詳

細な実施要綱等の内容を確認し、その交付決定

を待って、できるだけ早い事業実施に努めてま

いります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【堀江委員】 今回の各課の補足説明資料が出て
おりまして、内容がよくわかる資料の出し方だ

と思っています。 
 その中で、教育環境整備課が出された資料の

中で、特別支援学校校舎等整備費ということで

14億5,990万円の計上額が出て、その内容は、
この資料でよくわかります。しかし、予算の資

料というからには、各計上額、ここまで出さな

いと、これは予算の資料としては不備ではない

かというふうに思っています。 
 福祉保健部が出した各課の資料のように、事

業ごと、内容ごとにどれぐらいの予算の概算が

あって、次にこれくらいの補正ということにな

るわけですから、一つは、教育環境整備課の資

料で、計上額はわかるけれども予算の内訳がな

いと、この書かなかったことについてどうなの

かというのと、あわせて、工事実施校でもいい

ので、各内訳の計上額も教えてください。2つ
です。 
【野口教育環境整備課長】 今回、4校、7件の
工事の概要がありまして、その合計額のみの記

載としておりますのは、今後これは入札にかけ

てまいりまして、そういった手続がありますの

で、私どもとして、個別の予算の額について、

ここで明らかにするということについてはなか

なか難しい面もございましたので、そういうと

ころをご理解いただければというふうに考えて

いる次第でございます。 
 また、こういった資料の出し方につきまして

は、年度当初の予算の計上にかかわりますとこ

ろでの2月の議会の折にも、このような出し方
をさせていただいているところでございます。 
 ご理解を賜りますようにお願いをいたします。 
【堀江委員】 そうしたら、福祉保健部に聞きま
すけれども、それぞれ、今回、資料が出ていま

すよね。例えば、福祉保健部の医務行政費の医

療センターとか、長崎大学病院とかの、これは

一つひとつの装置だから、内容的には、事業費

はぽんと出したということでも、それは全く関

係ないわけですか。 
【村田医療政策課長】 医務行政費につきまして
は、2つの医療機関から必要な設備、機器につ
きまして、機器ごとに要望をいただいた額であ
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りまして、実際の調達の場合には、また、最終

的には精算ということもあろうかと思っていま

す。 
【堀江委員】 もう一つ教えてください。 
 こども政策局の中の養護施設とか、乳児院と

かいろんな、防犯カメラをつけますよ、センサ

ーをつけますよと、これも個々の事業なので、

入札と関係なく金額が明らかになれるというこ

とですか。 
【吉田こども家庭課長】 今回の計上額につきま
しては、国のほうから、まず予算立てをするに

当たって、参考として設備ごとの基準額みたい

なものが示されておりまして、まずは、施設か

らの要望の設備内容に対して、その基準額で、

今回予算を計上させていただいておりますので、

今後、入札等かけた場合に、その額が上下する

ということは考えられると思っています。 
【堀江委員】 そうしますと、要するに、福祉保
健部の分も入札にかけるわけです、大小の違い

はあってもかけるんですよ。入札にかけるから

といって、一定の基準額なり、示せる範囲内で

出した上で、実際どうなるかというのは別の問

題だけれども、一応事業ごとに、要するに積算

根拠が出るわけですよね。でも、教育の場合は、

そういう見解では出ないわけです。要するに、

入札があるからということで、ぽんと14億円は
出すけれども、事業内容としての状況としては、

要は、私が言いたいのは、補正予算の予算審議

なので、いわゆる積算根拠があると思うんです

けど、そこはやっぱり示すべきではないか。 
 それが入札にかかって、実際どうなったかと

いうのは、それは別の問題でもあるんだけれど

も、14億円をぽんと認めてくださいと、内容は
こうこうこうですと。それはわかるけれども、

その事業ごとでおおよそ幾らの事業内容なのか

ということは、これは示してもいいのではない

かというふうに私自身は思うんですけど、そこ

ら辺は私の勉強不足でしょうか。もう一度、見

解を教えてください。 
【宅島分科会長】 休憩します。 
 

― 午後 １時５５分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ４分 再開 ― 
 

【宅島分科会長】 分科会を再開いたします。 
【野口教育環境整備課長】 先ほどの繰り返しに
なりまして、大変申しわけございませんが、今

後入札にかけていく案件でもございまして、入

札の厳正というものを担保するためにも、1件
ごとの工事費の予算の額というものについて、

私どもが今ここに出していないことについては

ご理解を賜りたいと思っております。 
【堀江委員】 理解いたしましたというふうには
なりませんけど、そういう経緯があるというこ

との説明をいただきました。 
 そこで、今回、この14億円の中で前倒しとい
うのがありますよね。つまり、これとこれはや

ろうというふうに思っていたけれども、今回の

経済対策の予算ができたので、その中から幾つ

か出しましたという理解だと思うんですけれど、

そうしますと、新築とか改修を予定していた中

で、今回の補正でどれくらいが実現したという

理解でいいのか。 
 要するに、前倒しというか、予定していたも

のが10とすれば、今回の実施校は4校があるん
ですけれども、これは、例えばほとんどやった

というふうになるのか、いやいや、まだ予定し

ていた分の半分にもなりませんというのか、そ

ういうイメージとしてはどう捉えたらいいです

か。 
【野口教育環境整備課長】 平成29年度に予定
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しておりました補助事業というものが、12を予
定しておりました。そのうちの7件について前
倒しをしているというところでございます。 
【堀江委員】 12件の工事を予定していて、今
回の経済対策で7件を実施するというふうに理
解いたしました。 
 もう一つ、福祉のほうで、障害福祉施設整備

費の問題で、今回、防犯カメラをつけますね。

障害福祉課長補足説明の横長資料で、防犯カメ

ラを38台つけるんですけど、これは一つの業者
から購入するという形になるんですか。それと

も、それぞれの施設が入札という形になるのか。

要するに、業者はどういうふうになるのかとい

うのを教えてください。 
【柴田障害福祉課長】 今回の施設の整備につき
ましては、それぞれの施設が個別に業者の方と

契約をして施工するというものでございます。 
【堀江委員】 そうしますと、答弁は障害福祉課
にとどまらないと思うんですけど、障害福祉課

で防犯カメラが38台でしょう。それから、こど
も家庭課で防犯カメラが14台ですよね。50台を
超える防犯カメラが、今回の補正でつくんです

けど、これはそれぞれの業者が対応するという

ことなんですけれども、これは県内の業者で対

応するというふうになっているのか、それとも、

それはそれぞれの業者なので、県内、県外問わ

ずというふうになっていくのか。 
 要は、経済対策なので、県内の経済対策に寄

与するという形でするべきだと思うんですけれ

ど、そこら辺まで把握をされておりますか。 
【柴田障害福祉課長】 それぞれの施設におきま
して、県内、県外、どちらの業者とお話をされ

ていくのか、契約をするのかということにつき

ましては、こちらのほうで把握はいたしており

ません。 

【堀江委員】 防犯カメラをつける予算がついた
よということで補正を組むというのは理解をす

るんですが、そのことが、一つは経済対策にど

う寄与するかという視点がもう少し欲しいなと

いうのと、それから今度、私が午前中取り上げ

ました、防犯カメラは入れたけれども、結局そ

れを見る人がいないと。要するに、人的配置が

なければ、防犯カメラは写っているだけなんで

すよというふうになってくるので、そのときに、

例えば障害福祉課の担当の施設で、施設の数と

しては、今回、これだけの施設に入れますよね。

そのときに、防犯カメラを監視する人がどれぐ

らいいるのかとか、中には警備会社と契約して

いるところもありますよね。例えば、9時以降
は警備会社と契約して、中には誰もいないけれ

ども警備会社がずっとそれに対応できると、こ

こら辺の状況というか、そこまで把握していま

すか。 
 それとも、今回の予算は防犯カメラを38台つ
けますよというだけしか把握してないんですか。 
【柴田障害福祉課長】 それぞれの施設におきま
して防犯カメラを設置して、それを常時確認す

る職員をつけるというのは、基本的には、各施

設におかれましてはあまり想定をされていない

状況であります。 
 例えば警備会社と契約をするという施設につ

きましては、今回、要望が出ませんでした87の
事業所のほうに、私どもは直接内容を、どうい

う理由でしょうかということでお尋ねをいたし

ました。87の事業所においての数でございます
けれども、警備会社と契約をする予定であると

いうようなお話でありましたのは3事業所でご
ざいまして、やはり警備会社と契約をするとい

うのは、どちらかというと、かなり少数である

というところは把握をしております。 
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【堀江委員】 障害福祉課の仕事の範囲として、
今回の経済対策の一部で防犯カメラが設置でき

るよと。その予算をとって、希望を聞いて防犯

カメラをつけましょうというここまでの仕事だ

というのは、話の内容からわかりますが、しか

し、県民が求めている時に、それだけではもち

ろん再発防止にはなりませんが、再発防止とな

った時に、今後この防犯カメラをどう使うかと

いうことがやっぱり問われてくると思うんです。

そのことで、もし長崎県で事件が起きてと、関

係する施設を呼んだ時に、いや、人は増やすこ

とはできないんだという意見が出たじゃないで

すか。私が取り上げた、「津久井やまゆり園事

件検証報告書」の中でも、事前に16台カメラを
設置していたんだと。しかし、そこの体制とし

ては、夜間は仮眠をするという警備員の体制だ

ったので、これはどうなのかという報告書も出

ているじゃないですか。 
 そうなった時に、希望を聞いてカメラをつけ

たよというだけで、障害福祉課の仕事でいいの

かと。そのカメラがどう活用されているかとい

うところまで、やっぱり把握をすべきじゃない

かというふうに私は思っているので、この点は、

福祉保健部長どうですか。そこまできちんと防

犯カメラの役割を認識しないといけない。その

ために県警察本部とも連携して訓練とかしない

といけないんですけれども、つけて終わりでは、

これはせっかくの予算の意味がないのではない

かという面もあるんですが、最後に、その見解

を教えてください。 
【沢水福祉保健部長】 確かに、防犯カメラとい
うハード部分だけで、設置したらそれでいいの

かというようなことではないと思います。 
 そのために我々は、午前中もお答えしました

けれども、防犯対策のマニュアル策定指針とい

うのをつくっておりまして、そこの中で、施設

設備面における安全確保という観点から、どう

やってハード部分を監視していくかということ

で、そういうところも運用部分で、防犯カメラ

をつけて、そこを監視する体制をどうするかと

いうところまで含めて防犯マニュアルをつくる

中で、そこに運用の部分で入れ込んでもらおう

というような考え方を持っておりますので、ハ

ードとソフト、その両面であわせて対策を講じ

ていただくような、そういうお願いをしている

ところであります。 
【堀江委員】 最後にいたしますが、ハードとソ
フトと、ソフトでマニュアルをつくる、それか

らソフトということで、県警察本部との連携で

防犯訓練をするとかというのはわかるんですが、

要は一番は、人的配置をどうするかということ

ですよ。人的配置の予算は出ないと。かといっ

て、お願いするだけでしょう。お願いするとい

っても、人は増やせないと言っているわけじゃ

ないですか。 
 そうであれば、福祉保健部としては、国に対

して、今回防犯カメラの設置が経済対策の一環

として出たけれども、国に対して人的配置を要

望してくださいと、あるいは基準を改めてくだ

さいと、人を増やすようにですよ。夜間は一人

であったりとかという状況なんだから。そうい

う意味では、人を増やすための予算を国に求め

るということも、私は検討すべきではないかと

いうふうに思っているので、このことは申し上

げておきたいと思います。 
 とりあえず終わります。 
【宅島分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 
【渡辺委員】 先ほどの続きになるんですが、や
はり予算審議をする上で、例えば年度当初予算

の時にも全部それぞれ予算を積み上げてきてか
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けるわけでしょう。今回、この14億5,990万
8,000円の中身が、入札は入札としていいと思い
ますが、こういう審議のあり方というのは、も

う一遍、教育長、入札のあり方について、入札

というか事前公表のあり方、私は明らかにして

いいと思っているんですけどね。そうしないと、

今回、トータルで14億5,900万円予算を認めて
くださいと言ったって、中身がわからないのに、

どんな審議をすればいいのですか。 
【宅島分科会長】 休憩します。 
 

― 午後 ２時１５分 休憩 ― 

― 午後 ２時３０分 再開 ― 
 

【宅島分科会長】 分科会を再開いたします。 
【野口教育環境整備課長】 今回、予定しており
ます14億円のうち、ろう学校2カ所、それと大
村特別支援学校が1校で、3件ございますが、そ
の辺、まとめたところでの概数についてご説明

をさせていただきたいと思っております。 
 ろう学校の移転改築と造成工事を合わせた事

業費でございますが、2つ合わせまして約9億
8,500万円でございます。 
 それと、大村特別支援学校につきましては、

3件合わせまして2億7,200万円という事業費で
ございます。（「それは維持経費等々も含めて

ですか」と呼ぶ者あり） 
【宅島分科会長】 ちょっと待ってください。 
 まず、渡辺委員の質問の続きなので。 
【渡辺委員】 ろう学校については、移転改築に
係る経費の一部になっているものですから、こ

れで完成ということじゃないわけですね。そこ

ら辺を確認したいんですが。 
【野口教育環境整備課長】 ろう学校の今回の工
事の概要につきましては、移転改築のうち、幼

稚部、高等部、給食施設、外構、それとグラウ

ンドについてでございます。 
 これは交付金事業でございまして、前倒しで

きるものが、今申し上げました幼稚部、高等部、

給食施設、外構ということでございます。 
 来年度の当初予算で上げようとしております

のが、小・中学部に係る負担金事業でございま

して、そういう意味で、これは一部というとこ

ろでございます。 
【渡辺委員】 今回、新幹線西九州ルートの関係
で、やむなくろう学校が移転されるわけですね。

移転先もわかっているんですか。 
【野口教育環境整備課長】 虹の原特別支援学校
の隣にあります大村城南高校の農業実習地に移

転をしてまいります。 
【渡辺委員】 あと、大村特別支援学校が3カ所
改修工事がありますが、ここは、要するにここ

に通っている生徒たちに支障がないように、工

事が一遍に入るのか、ばらばらに入るのかわか

りませんが、そこに通っている児童生徒の修学

に支障のないようにぜひ努力していただいて、

改修工事に入っていただきたいと思います。 
 それと、防犯カメラの関係で、障害福祉課と

児童養護施設の防犯カメラ1台当たりが、障害
福祉課のほうは180万円ですが、児童養護施設
は16万9,000円、この辺をちょっと、児童養護
施設等に係る防犯対策の関係で、母子生活支援

施設に「防犯カメラ1」と書いてありますけれ
ども、これが事業費が16万9,000円でしょう。
それともう一つの障害福祉課のほうは、「防犯

カメラ1」に対して事業費は180万1,000円にな
っているんですよね。これはなんでこんなに違

うんですか。 
【柴田障害福祉課長】 まず、1施設当たり、私
どもは180万1,000円というふうに考えており
ます。 
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 それはなぜそういう基準で考えたかと申し上

げますと、実はこの障害福祉施設については、

国のほうで補助基準といいますか、その中で補

助の根拠というものが障害のほうでは示されて

おりませんでした。基本的には、上限額という

のは、障害の部局では示されておりません。1
施設当たり180万1,000円というのは、実は児童
福祉施設関係の整備費の中で、国の部局のほう

から180万1,000円という数字が示されており
ます。 
 その根拠としまして、カメラつきインターホ

ンが幾らとか、防犯カメラが幾らというような

金額があるわけですけれども、障害福祉部局に

つきましてはその基準がない、上限なしという

ような形でありまして、根拠として、1施設当
たり保育所等の基準というものを用いまして、

180万1,000円掛ける施設数ということで、今回
計上させていただいているところでございます。 
【吉田こども家庭課長】 母子生活支援施設で防
犯カメラ1台、16万9,000円という数字がありま
すけれども、これにつきましては、先ほどご説

明いたしましたように、事前に国のほうから参

考ということで、カメラについては16万9,000
円を基準に考えるようにと示されておりますの

で、その額で予算自体は計上しているというこ

とでございます。 
【柴田障害福祉課長】 私のほうから説明が漏れ
ておりました。 
 防犯カメラ1ということで整備内訳を書かせ
ていただいております。これはカメラ1台幾ら
ということではなくて、当然、この施設に1カ
所ということでございますので、カメラが数台、

1台だけではなくてというようなことでありま
す。この1というのは、カメラ1台ではなくて、
1カ所ということでございます。 

【宅島分科会長】 休憩します。 
 

― 午後 ２時３７分 休憩 ― 

― 午後 ２時３８分 再開 ― 
 

【宅島分科会長】 分科会を再開いたします。 
【柴田障害福祉課長】 説明が不行き届きで申し
わけございません。 
 障害福祉施設の各防犯カメラ1と申しますの
は、防犯カメラ施設一式というものでございま

す。 
【渡辺委員】 そうしたら、一式のほうはカメラ
は何台ぐらい設置するのか、そこまではわから

ないんですか。 
【柴田障害福祉課長】 申しわけございません。
カメラの台数について、今持ち合わせておりま

せん。 
【宅島分科会長】 休憩します。 
 

― 午後 ２時３９分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 
 

【宅島分科会長】 分科会を再開いたします。 
 審議の途中でありますけれども、理事者側に

資料の準備をさせますので、30分間休憩をとら
せていただきます。 
【宅島分科会長】 休憩します。 
 

― 午後 ２時４６分 休憩 ― 

― 午後 ３時１７分 再開 ― 
 

【宅島分科会長】 分科会を再開いたします。 
 先ほどの渡辺委員の防犯カメラのことにつき

まして、障害福祉課長から答弁を再度お願いい

たします。 
【柴田障害福祉課長】 まず、こちらの備考欄に
掲げております数のご説明でございますが、私

が大変混乱しておりまして、混乱した答弁を申
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し上げました。申しわけございません。 
 障害者の施設の備考欄の各防犯カメラ1とい
うこの数字でございますが、これは施設の箇所

数ということでございます。障害児入所施設1
とございますが、これは防犯カメラ1というの
は、その1事業所でございます。 
 障害者入所施設の欄でございます。今回、整

備の施設が13施設ございます。防犯カメラが13
でございますから、この13施設、ここで申し上
げますと、13施設のすべてが整備をすると。そ
して、カメラつきインターホン、人感センサー、

非常通報装置ということは、その13施設のうち
に、防犯カメラとあわせて要望するところがあ

るということでございます。この数字につきま

しては施設数ということでございます。 
 それから、この金額といいますか、予算計上

額でございますが、180万1,000円を基本といた
しまして施設に要望を募りまして、43施設から
要望が上がったものでございます。その要望に

基づきまして予算計上をいたしております。 
 今後、国の内示を経て具体的な申請を上げる

という形になってまいります。その中身が適正

なのかどうかという判断につきましては、今後

なされるというふうに理解をいたしておるとこ

ろでございます。 
 防犯カメラの、例えばカメラ自体の台数、そ

れから人感センサーも箇所数が、当然、一式の

中にはセンサーの数がございます。これにつき

ましては、ただいま集計中でございます。今、

お配りができない状況でございます。申しわけ

ございません。 
【宅島分科会長】 堀江委員のほうから、冒頭質
問がありました、県内事業者へ発注なのか、県

外事業者へ発注なのかをお願いします。 
【柴田障害福祉課長】 この事業者の県内、県外

というものにつきましては、私のほうが先ほど

把握していない等の答弁をいたしましたけれど

も、県内の事業者を利用といいますか、県内事

業者との契約を指導するというような決議があ

るということを私が失念をしておりました。大

変申しわけございません。施設に対して、その

旨指導してまいりたいというふうに考えており

ます。 
【宅島分科会長】 堀江委員、今の答弁に対しま
して、県内発注、県外発注かという件は、今の

答弁でよろしいでしょうか。 
【堀江委員】 ということは、今の段階、県内事
業者、県外事業者、県内事業者にお願いをする

ということですから、把握をしていないという

ことですよね。 
 午前中の総括質疑の中で、今回の経済対策は

どれくらいかということで、波及効果は1.7倍あ
るというふうに言われておりましたから、そう

であれば、防犯カメラ一つとっても、受ける業

者の側にしてみれば、経済効果になっていくわ

けですから、また、それを取り付ける工事をす

る事業所もそういうふうになっていくので、そ

ういう意味では、県内に波及効果があってほし

いと思う立場から、先ほどの質問をしたんです。 
 今の段階は、県内事業者であるかどうかとい

うことは、これからお願いするということの段

階しかわからないということですね。 
【沢水福祉保健部長】 補足して、今上がってお
りますのは、各施設から要望があった見積書に

基づいて要望を上げた分でございます。今後、

それを国とも協議をいたしまして、それで内示

額を確定して、施設のほうが入札をかけてやる

と。実際に支払った額を我々に報告をいただい

て精算をしていくという形になりますので、言

ったから全部、すべてが自分たちの言ったとお
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りにもらえるかというと、そうではございませ

んで、そこはちゃんとと精査をしていきます。 
 それと、今回はハード面ということで、例え

ば監視カメラという格好でハード面の施設整備

に対しての国の補助となっていますけれども、

先ほどから、カメラだけつけても、そこを見る

人、そういう人的な部分の措置がないとだめじ

ゃないかというようなお話もございましたけれ

ども、これは、今回経済対策では、まず施設整

備について補助をして、あとは、うちのマニュ

アルでもありますけれども、これは監視性をど

う確保していくかという問題があって、そこは

人の部分、そういうところは各施設でやっぱり

工夫していただきましょうということで、マニ

ュアルのほうでも、施設で工夫するような格好

で考えていただかないといけないようなスキー

ムで、まずは、今回の経済対策は監視カメラ等

の施設整備に対して国が制度をつくったという

ことで、それを利用していきましょうという制

度でございますので、そこはご理解をいただき

たいと思います。 
【宅島分科会長】 堀江委員がおっしゃった、発
注はきちんと答えられますよね。県内業者に契

約を結びますよということをね。それはいいん

でしょう、福祉保健部長。 
【沢水福祉保健部長】 経済対策の分については、
県内発注ということを優先するという話になっ

ておりますので、そういう方向で指導していく

という話になります。 
【宅島分科会長】 渡辺委員、先ほどの訂正の答
弁でご納得いただけましたでしょうか。 
【渡辺委員】 確認で。そうしたら、この一覧表
の備考の欄は、全部施設の数ということで理解

していていいんですね。防犯カメラ以外の数と

いうのも、施設の数ということでしょう。 

【柴田障害福祉課長】 施設の数でございます。 
【吉田こども家庭課長】 こども家庭課の児童養
護施設についても、施設の数ということでござ

います。 
【渡辺委員】 そうしますと、防犯カメラの、例
えば児童養護施設の防犯カメラ1施設に16万
9,000円でしょう。この差はどう理解しているん
ですか。片や、障害福祉施設のほうは180万円
よ、1施設に。どういう違いがあるんですか。 
【吉田こども家庭課長】 障害福祉課で計上して
いる分は、あくまでも事業所でのトータルの上

限額というか、基準額だと思いますけれども、

今回、母子生活支援施設については、施設の要

望としては、防犯カメラ一式だけをお願いした

いという要望がありましたので、それでいくと、

国の参考の基準額では16万9,000円ですので、
その分を計上させていただいているということ

でございます。 
【宅島分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島分科会長】 ほかに質疑がないようですの
で、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島分科会長】 討論がないようですので、こ
れをもって討論を終了いたします。 
 予算議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。 
 第135号議案のうち関係部分について、原案
のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、原案のとおり可決すべきものと決定

されました。 
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 審査結果につきまして、整理したいと思いま

す。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時２７分 休憩 ― 

― 午後 ３時２７分 再開 ― 
 

【宅島分科会長】 分科会を再開いたします。 
 分科会長報告に関しましては、正副委員長に

一任をされましたので、そのようにさせていた

だきたいと思います。 
以上をもちまして、予算決算委員会文教厚生

分科会を閉会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時２８分 閉会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１２月１２日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ３時５２分 

於   第 1 別館第 3 会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 宅島 寿一 君 

副委員長(副会長) 坂本  浩 君 

委 員 橋村松太郎 君 

 〃   渡辺 敏勝 君 

 〃   外間 雅広 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   松島  完 君 

 〃   ごうまなみ 君 

 〃   近藤 智昭 君 
 
 
３、欠席委員の氏名 

 宮内 雪夫 君 

 山本 啓介 君 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

総 務 部 長 上田 裕司 君

総 務 部 次 長 相川 一洋 君
学 事 振 興 課 長 
( 参 事 監 ) 小坂 哲也 君 

こども未来課長 中野 嘉仁 君

教 育 長 池松 誠二 君

政 策 監 島村 秀世 君 

教 育 次 長 渡川 正人 君 

総 務 課 長 田渕 和也 君 

県立学校改革推進室長  草野 悦郎 君 

福 利 厚 生 室 長 前屋 信彦 君 

教育環境整備課長 野口 充徳 君 

教 職 員 課 長 栗原 正三 君 

義 務 教 育 課 長 木村 国広 君 
義 務 教 育 課 
人 事 管 理 監 川里 祥之 君 

児童生徒支援室長 中小路和久 君 

高 校 教 育 課 長 本田 道明 君 
高 校 教 育 課 
人 事 管 理 監 鶴田 勝也 君 

特別支援教育室長 前田 博志 君 

生 涯 学 習 課 長 宮崎  誠 君 

新県立図書館整備室長  山本 忠敬 君 

学 芸 文 化 課 長 金子 眞二 君 

体 育 保 健 課 長 森  栄二 君 

体 育 指 導 監 後藤 慶太 君 
 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（総務分科会） 

第131号議案 
平成28年度長崎県一般会計補正予算（第4号）
（関係部分） 
第137号議案 
平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6号）
（関係部分） 
第142号議案 
 職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（関係部分） 
第147号議案 
 長崎県の事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例 
第150号議案 
 県立高等学校等条例の一部を改正する条例 
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７、付託事件の件名 

○総務委員会 
（1）議 案 
第155号議案 
公の施設の指定管理者の指定について 
（2）陳 情 

・要望書（海洋再生可能エネルギーによる島づ

くりへの支援について 外） 
・平成29年度 離島・過疎地域の振興施策に対
する要望書 

・要望書（道路の整備について 外） 
・要望書（長崎県ごみ処理広域化計画等に係る

支援について 外） 
・陳情書（私立学校等に対する助成制度の充実

について） 
・壱岐市教育委員会が不正・入札・契約につい

て長崎県教育庁の監督責任として厳重な行

政指導を求める請願 
・要望書（保育施設及び幼稚園に係る施策の充

実について） 
・要望書（保育施策の要望について） 
・要望書（私立幼稚園教職員の人材確保のため

の処遇改善に係る運営費補助制度の拡充に

ついて） 
・学童保育の施策拡充に関する陳情書 
・子どもの医療費助成制度の拡充を求める陳情

書 
・長崎県立武道館への冷房機器の設置について

（お願い） 
（3）請 願 
・教育費負担の公私間格差をなくし、子どもた

ちにゆきとどいた教育を求める私学助成請

願 
・ゆきとどいた教育を求める請願 
 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開会 ― 
 

【宅島委員長】 皆様、おはようございます。 
 ただいまから、文教厚生委員会及び予算決算

委員会文教厚生分科会を開会いたします。 
 なお、宮内委員、山本(啓)委員から、欠席す
る旨の届けが出されておりますので、ご了承を

お願いいたします。 
 それでは、これより議事に入ります。 
 今回、本委員会に付託されました案件は、第

142号議案「職員の給与に関する条例等の一部
を改正する条例」のうち関係部分ほか3件であ
ります。 
 そのほか、請願2件、陳情12件の送付を受け
ております。 
 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を文

教厚生分科会におきまして審査することになっ

ておりますので、本分科会として審査いたしま

す案件は、第131号議案「平成28年度長崎県一
般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分ほ
か1件であります。 
 審査順序でございますが、委員間討議終了後、

総務部、教育委員会、福祉保健部の順に行うこ

とといたしたいと存じますが、ご異議ございま

せんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 ご異議がないようですので、そ
のように進めることといたします。 
 次に、理事者の出席範囲についてですが、お

手元に配付いたしております配席表のとおり決

定いたしたいと存じますが、ご異議ございませ

んか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 ご異議がないようですので、そ
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のように決定いたします。 
 それでは、これより審査内容等について協議

いたします。 
 各委員からの自由なご意見を賜りたく、委員

会を協議会に切り替えて行うことといたしたい

と存じますが、ご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 ご異議がないようですので、そ
のように進めることといたします。 
 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時 ２分 休憩 ― 

― 午前１０時 ３分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 以上をもちまして、審査内容に関する協議を

終了いたします。 
 審査内容につきましては、案のとおり決定す

ることといたしました。 
 ほかに、委員の方からご意見はございません

か。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 それでは、これより総務部関係
の審査を行います。 
【宅島分科会長】 まず、分科会による審査を行
います。 
 予算議案を議題といたします。 
 総務部長より議案説明をお願いいたします。 
【上田総務部長】 おはようございます。 
 総務部関係の議案についてご説明いたします。 
 予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料の総務部をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案
「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6
号）」のうち関係部分であります。 
 はじめに、第131号議案「平成28年度長崎県
一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分
について、ご説明いたします。 
 歳出予算は、大学費247万2,000円の減、私立
学校振興費215万8,000円の増、合計31万4,000
円の減であります。 
 これは、総務部職員の給与費について、関係

既定予算の過不足の調整に要する経費でありま

す。 
 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般
会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ
いて、ご説明いたします。 
 歳出予算は、大学費15万7,000円の増、私立
学校振興費30万円の増、合計45万7,000円の増
であります。 
 これは、職員の給与改定に要する経費であり

ます。 
 この結果、平成28年度の総務部所管の歳出予
算総額は、大学費17億5,310万8,000円、私立学
校振興費86億2,050万円、合計103億7,360万
8,000円となります。 
 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますよう、お願いを申

し上げます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島分科会長】 質疑がないようですので、次
に討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島分科会長】 討論がないようですので、こ
れをもって討論を終了し、採決をいたします。 
 第131号議案のうち関係部分及び第137号議
案のうち関係部分は、原案のとおりそれぞれ可

決することにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、各議案は原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定をされました。 
【宅島委員長】 次に、委員会による審査を行い
ます。 
 総務部において、今回、委員会付託議案がな

いことから、総務部長から所管事項についての

説明を受けた後、提出資料について説明を受け、

その後、陳情審査を行い、最後に議案外所管事

務一般についての質問を行うことといたします。 
 それでは、総務部長より所管事項説明をお願

いいたします。 
【上田総務部長】 総務部関係の議案外の主な所
管事項についてご説明いたします。 
 文教厚生委員会関係議案説明資料及び文教厚

生委員会関係議案説明資料（追加1）の総務部
をお開きください。 
 今回、ご報告いたしますのは、長崎県公立大

学法人中期目標の策定について、県立大学佐世

保校の建替えについて、事務事業評価の実施に

ついて、施策評価の実施について、地方創生の

推進について、平成29年度の重点施策でござい
ます。 
 文教厚生委員会関係議案説明資料の総務部、

1ページをご覧ください。 
 まず、長崎県公立大学法人中期目標の策定に

ついてでありますが、県は、6年ごとに長崎県

公立大学法人が達成すべき業務運営に関する中

期目標を策定する必要があり、第2期中期目標
期間における評価結果や国の高等教育に関する

動向などを踏まえ、このたび平成29年度から平
成34年度までの第3期中期目標の素案を取りま
とめました。 
 今回の中期目標では、「高校生や地元企業に

選ばれる、魅力ある大学」及び「地方創生に貢

献し、地域とともに発展する大学」を目指すこ

とを掲げるとともに、「実践的な教育による社

会人基礎力を有する人材の育成」、「地域を支

える人材の育成と地域創生に寄与する取組の強

化」、「教育・研究機能の着実な向上」という

基本的な目標とそれに基づく個別の目標を示す

こととしております。 
 今後は、今年度中の策定に向け、県議会や公

立大学法人評価委員会のご意見を伺いながら、

中期目標（案）を取りまとめ、来年2月の定例
県議会に議案として上程する予定としておりま

す。 
 なお、この件につきましては、後ほど担当課

長から補足説明をさせていただきたいと存じま

す。 
 次に、県立大学佐世保校の建替えについてで

ありますが、県立大学佐世保校につきましては、

主要な建物10棟のうち、5棟が築後約50年を経
過し、老朽化や教育研究機能低下の状況にある

ことから、本年4月にスタートした学部学科再
編を踏まえた新たな機能を有する施設への建替

えに着手することとし、本年度予算に設計費用

等を計上いたしております。 
 今回の建替えに当たっては、課題発見力など

の社会人基礎力を有する人材、グローバル化に

対応できる人材の育成に向けた教育機能及び地

域との積極的な交流が可能となる機能の確保と
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施設の効率化を図るという視点で、建替え後の

面積の精査を進めてまいりました。 
 県といたしましては、大学法人と一体となっ

て「高校生や地元企業に選ばれる、魅力ある県

立大学づくり」を進めてまいります。 
 この件につきましても、後ほど担当課長から

補足説明をさせていただきたいと存じます。 
 次に、2ページをご覧ください。 
 事務事業の評価についてでありますが、本年

度の事業評価において、事務事業評価及び長崎

県政策評価委員会による外部評価を実施いたし

ました。総務部関係分については、お配りして

いる資料のとおりでございます。 
 事務事業評価については、6件の事業群評価
調書により、12件の評価を実施しましたが、そ
のうち4件の事業について、平成29年度に向け
て「拡充」「改善」のいずれかの見直しを検討

いたしたいとしております。 
 今後、県議会における議論を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどに取り組んでまい

ります。 
 次に、施策評価の実施についてでありますが、

長崎県政策評価条例に基づき、施策評価を実施

いたしました。 
 総務部におきましては、総合計画に掲げる10
の政策のうち、主に「政策1 未来を託す子ど
もたちを育む」や、「政策9 安全安心で快適
な地域をつくる」に取り組んでおり、関連する

施策等について事後評価を実施いたしました。 
 このうち、私立の小・中・高等学校の耐震化

率につきましては、国の耐震化補助に加え、県

独自の補助制度を設け耐震化を推進してまいり

ましたが、設置者の工事に係る負担が大きいと

の理由から目標を達成することができませんで

した。 

 このため、本年度から有利な起債を活用し、

指定避難所である学校施設については県の補助

率を引き上げ、設置者の負担軽減を図ることに

より、耐震化を促進することとしております。

学校施設の耐震化は、児童・生徒の安全・安心

に関わることから、引き続き、設置者である学

校法人に対し、その事業着手について働きかけ

てまいります。 
 次に、3ページをご覧ください。 
 地方創生の推進についてでありますが、総務

部におきましては、総合計画に掲げる18の基本
的方向のうち、「『人材県長崎』の実現により

『ひと』と『しごと』の好循環を生み出す」に

取り組んでおり、関連する事業について評価・

検証を実施いたしました。 
 このうち、「人材県長崎」の実現につきまし

ては、県立大学においてサイバー攻撃などの対

策を行う高度専門人材（情報セキュリティ技術

者）を育成するため、平成28年4月から情報セ
キュリティ学科を開設したところですが、新学

科の入学生募集に当たって広報活動を積極的に

行った結果、志願倍率は6.4倍で、42人が入学し、
現在、学修に励んでおります。 
 今後の方向性といたしましては、教育・研究

環境の整備を図るとともに、学生に対して関連

企業での長期インターンシップなどの実践的な

教育及び専門教育を実施し、高度専門人材の育

成を図ることとしております。 
 次に、文教厚生委員会関係議案説明資料追加

1の1ページをご覧ください。 
 平成29年度の重点施策でありますが、総務部
の予算編成における基本方針としましては、少

子化の進行等、教育を取り巻く環境が厳しくな

る中で、魅力ある私立学校づくりを推進します。 
 また、県立大学の学部・学科再編により、地
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域に根差した実践的な教育等を通じて、若者の

地元定着を推進するほか、佐世保校の建替えな

どの教育環境の整備・充実を図ることで、魅力

ある選ばれる大学を目指します。 
 そのため、県立大学佐世保校において、老朽

化や教育研究機能低下の状況にある校舎を、本

年4月にスタートした学部・学科に求められる
新たな機能を有する校舎へ建て替えることとし、

その設計に係る平成29年度事業費として、「県
立大学佐世保校建設整備事業費」の予算要求を

しております。 
 これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

でさらに検討を加えてまいりたいと考えており

ます。 
 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 先ほど、私から委員会の審査順序につきまし

て説明をしたんですけれども、請願のところが

抜けておりましたので、付け加えさせていただ

きます。 
 請願につきましては、堀江委員が紹介議員と

なりまして、本日11時から審査となっておりま
すので、よろしくお願いします。 
 次に、学事振興課長より補足説明をお願いい

たします。 
【小坂学事振興課長】 まず、長崎県公立大学法
人の中期目標（第3期）の素案につきまして、
補足説明をいたします。 
 お手元にあります「長崎県公立大学法人中期

目標（第3期）の素案について」という課長補
足説明資料をご覧ください。 

 中期目標とは、地方独立行政法人法の規定に

基づき、長崎県公立大学法人の設立団体である

知事が、法人に対して指示をする目標でありま

す。その期間は6年で、第3期は平成29年4月1
日から平成35年3月31日までとなります。 
 これまで第1期、第2期を策定してきたわけで
すけれども、第1期は主に公立大学法人化と2大
学の統合が大きなテーマでございました。そし

て第2期は、しまをフィールドワークとする学
びの導入、学部・学科再編、佐世保校建替え方

針の決定というのが大きなテーマでございまし

た。これを踏まえまして第3期をつくるという
ことになります。 
 県議会との関係でございますが、2ページを
ご覧いただきたいと思います。 
 県議会との関係は、設立団体である県が、中

期目標を議案として上程をいたしまして、県議

会が議決をするという関係になっておりますの

で、先ほど総務部長からも説明を申し上げまし

たけれども、2月定例会で上程をさせていただ
きたいと考えております。 
 それでは、3ページをお開きください。 
 これが、第2期中期目標と中期計画の主な取
組内容と成果ということでございます。 
 まず、1番目でございますが、「離島等をフ
ィールドとした教育等の実施による全学教育の

質的充実」ということで、長崎の文化や歴史を

学ぶ科目として「長崎を学ぶ」を新設いたしま

して、平成25年度から開講いたしております。 
 それから、しまをフィールドワークとする「し

まなびプログラム」を新設しまして、平成27年
度から必修科目として実施をいたしているとい

うことでございます。 
 それから2番目、専門的知識及び技術を確実
に修得させる専門教育の強化でございますが、
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経済学科、流通・経営学科においては、平成26
年から、海外で行う「海外ビジネス研修」とい

うものを実施いたしております。 
 3番目、英語・中国語に重点を置いた外国語
運用能力の向上ということで、国際情報学部国

際交流学科、経済学部のインテンシブコースで

語学教育を強化しようといたしましたけれども、

これにつきましてはなかなか厳しい状況でござ

いまして、ＴＯＥＩＣ600点、中国語検定2級、
3級について、目標の人数まで達することがで
きなかったということで未達成となっておりま

す。 
 4番目の海外からの留学生の受入れ・学生の
海外への派遣でございますが、最終的な目標は

受入留学生が90名、派遣学生が20名ということ
でございますが、平成27年度の実績は、受入れ
が85名、派遣数が20名と、受入れが若干足りな
かったという状況でございます。 
 それから、入試制度の点検というのが5番目
でございます。これにつきましては、平成26年
度に離島看護師特別枠を新設いたしまして、離

島に勤務をすることを条件に推薦をしていただ

き試験を行う制度を設けて、今、2名枠で受入
れをいたしております。 
 4ページをお開きください。 
 6番目は就業力の育成ということでございま
す。これにつきましては、平成27年度から長期
インターンシップを試行いたしておりまして、

1年目は11名、今年度には30名をハウステンボ
スに受け入れていただき、1カ月間の長期イン
ターンシップをさせていただいたということで

ございます。 
 7番目、学生のキャリア支援ということでご
ざいます。これにつきましては就職率の実績を

上げるということでございまして、経済学部

96.8％、国際情報学部100％、看護栄養学部
100％ということで、就職率としては一定の成
果を上げているのではないかと認識をいたして

おりますが、現在、大きな課題になっておりま

す県内就職率の実績という点におきますと、平

成25年度は34.6％、平成26年度は34％、平成27
年度は31％ということで、就職環境がよくなる
とどうしても県外の企業の採用活動が活発にな

るということで、こういう影響が出ております。

これを踏まえながら、第3期につきましては若
者の県内定着に力を入れていこうと考えている

ところであります。 
 それから、研究に関する目標は8番目、9番目
ということで、シンクタンク機能の強化につき

ましては、長崎県・国、市及び民間との連携に

よって研究を実施するということ、連携協定を

増やしていくということでございます。下の10
番と一部ダブりますけれども、10番をご覧いた
だきたいと思います。 
 連携協定につきましては、第2期で7つの市町
と協定を結んでいます。第1期が佐世保市と新
上五島町と結んでおりますので、合計9つの市
町と連携協定を結んだということになっており

ます。 
 10番目の共同研究、受託研究ですが、平成25
年度から平成27年度の年平均で20件研究を行
っているという状況でございます。 
 11番目は、地域への積極的な教育研究成果の
還元ということでありますけれども、地域に出

向きまして、そこの地域で公開講座をやるとい

うことでございます。目標としましては年40回
程度としておりましたけれども、平成25年度は
45回、平成26年度は53回、平成27年度は74回
と概ね達成しているということでございます。 
 12番目は、大学におきまして公開講座、学術
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講演会を行うということでございます。目標は

年度で1,500名程度としておりましたけれども、
実績としては1,500名を上回る住民の方にご参
加をいただいたということでございます。 
 13番目は佐世保校の建替えについて方向性
を決めるということでございます。平成28年度
に予算化をさせていただきましたので、今後、

設計に着手し進めてまいりたいと考えておりま

す。 
 14番目は学部学科の再編ということで、これ
も第2期の大きなテーマでありましたけれども、
平成28年度から5学部9学科で新たにスタート
をしたということでございます。 
 17番目は、外部資金の獲得でありますが、外
部資金につきましては、科学研究費補助金など

約5億円を資金として獲得しているところでご
ざいます。 
 18番目の大学法人の効率的な運営につきま
しては、物件費の見直しで毎年2,000万円、合計
1億2,000万円の削減を行ったということでご
ざいます。 
 以上が第2期の検証でございます。 
 それを踏まえまして、6ページのＡ3版をご覧
いただきたいと思います。 
 まず、1番目で大学の教育研究等の質の向上
に関する目標を掲げております。その中で、実

践的な教育の着実な推進を図るということでご

ざいます。 
 1）実践的な教育の着実な推進は、学部学科
再編後の特色的な教育でありまして、地方創生

にも寄与するため、地元企業の理解に向けまし

て、地元企業と連携した教育を強化して取り組

む必要があると考えております。 
 2）学部における専門教育の着実な実施とい
うことですが、第3期につきましては、ＴＯＥ

ＩＣ、日経テスト等のスコア達成などを卒業の

要件として設定いたしますので、確実な学習を

促して結果をきちっと残して卒業するというこ

とに目標を置いて取り組んでまいりたいと考え

ております。 
 大学院につきましては、定員充足状況が思わ

しくありませんでしたので、あり方についても

改めて検討をしていくというふうに考えており

ます。 
 4）県内就職の10％向上でございます。これ
につきましては県内大学の全てが目標としてい

るところでありますが、県立大学におきまして

は34％を44％とするという目標を掲げて取り
組んでいくということです。 
 5）県内出身者を増やすための取組の強化で
すが、一つは入学者選抜方法の見直しです。現

状で見ますと、県内高校生が多い方が県内定着

率は高いという傾向がありますので、そのあた

りについてどう取り込んでいくのか。 
 それから、積極的な広報活動と高校訪問、県

内高校を訪問することで受験生を増やすという

取組が必要です。 
 地域の政策課題に関する研究の強化、産学官

連携、ここの部分は対外的な地域貢献というこ

とになりますけれども、先ほど第2期でもご説
明しました包括連携協定を締結する9市町との
連携事業に、さらに取り組んでいくということ

でございます。それから、民間企業との共同研

究や受託事業にもさらに取り組んでいくという

ことであります。 
 地域貢献の2番目といたしまして、教育研究
施設等の計画的整備・管理でございますが、地

域に開かれた大学としての佐世保校の早期建替

えにつきましては今、設計に向けて作業を進め

ているところですけれども、地域住民との交流



平成２８年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日） 

- 24 - 

機能を有する施設として整備する方向であり、

地域に開かれたという点についても進めてまい

りたいと考えております。 
 それから、教員の人事・給与システムの弾力

化ということでございます。第3期におきまし
ては、優秀な教員の採用や教育研究活動の活性

化を図るため、新たな雇用形態の導入を図って

いくということでございます。例えば、1人の
優秀な教員を2つの大学で雇用するクロスアポ
イントメント制度というものがございますが、

こういうことも新たに採用してみてはどうかと

いう提案をいたしております。 
 それから、財務内容の改善につきましては、

これまでも運営費交付金の物件費について見直

しを進めてまいったところですけれども、引き

続き、業務全般にかかる経費節減などに努めて

いくということで中期目標に掲げさせていただ

きたいと考えております。 
 骨格のお話を申し上げましたが、総じて申し

上げれば、今年度、学部・学科再編による学部・

学科生が1期生として入学をいたしております
が、これから4年間をかけてこの1期生を鍛えて、
期待どおりに育てて送り出すことが第3期の一
つの大きな目標ではなかろうかと理解をいたし

ております。 
 この後に、中期目標の素案の本体といいます

か、文章でつくっているものがございます。こ

れが、実際は中期目標として対外的に公表され

るものの素案となっております。 
 以上をもちまして、中期目標についての説明

を終わらせていただきます。 
 引き続きまして、建替えについての補足説明

をさせていただきます。これもお手元に配付さ

れているかと思いますが、「長崎県立大学佐世

保校の建替えについて」という課長補足説明資

料をご覧ください。 
 県立大学佐世保校につきましては、主要な建

物10棟のうち5棟が築後約50年を経過しており
ます。老朽化や教育研究機能の低下の問題が生

じていることから、建替えに着手するというこ

とでございます。 
 カラー刷りの資料2－2をご覧いただきたい
と思います。 
 これは俯瞰した写真でありますが、番号を赤

い丸で囲んだ部分が、築後約50年ということで
建替えをしようと考えているところでございま

す。1番が本館・管理棟、3番が講義棟、旧図書
館です。4番が大学院棟、7番が学生会館、10番
が武道館、この5棟が今回の建替えの対象とな
る校舎等でございます。 
 それでは、戻りまして資料の2－1の1ページ
目をご覧ください。 
 県立大学は、本年4月から、従来の3学部7学
科を5学部9学科とする学部学科再編をスター
トしました。 
 佐世保校では、1学部3学科が2学部4学科とな
り、新たに設置した経営学部と地域創造学部に

1年生を迎え、日々の学習に取り組んでおりま
す。 
 今回の建替えに当たっては、少子化の進展で

大学間競争が激しさを増す中、社会人基礎力を

有する人材を育成するとともに、学生確保の観

点から、快適で魅力あるキャンパス環境を整備

するため、学部学科再編を踏まえた新たな機能

を付加したいと考えております。 
 その一方、施設の効率化や、真に必要な規模

で整備するという視点で建替え面積等について

検討を進めてまいりました。その結果、新たに

設ける機能、面積、現時点での事業費などの方

向性が固まるに至ったところであります。 
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 まず、今回の建替えの考え方や設ける機能に

ついて、特徴的なものをご説明いたします。中

段の「今回の建替えの考え方や設ける機能」の

部分でございます。 
 本年度からスタートしました学部学科再編に

おきましては、主体性を持ち、課題解決力など

の社会人基礎力を有する人材を育成することを

目標としております。その実現のため、可動式

の机等を配置し、学生同士の議論や発表など課

題解決型の授業が可能な教室として、ＰＢＬ教

室を拡充することといたしております。 
 また、新たに、学生が授業以外の時間に課題

に関しグループ討論を含めて効率的に自学習を

行うことができるスペースとしてのラーニング

コモンズや、英語や中国語だけでコミュニケー

ションをとり、外国人講師と留学生との交流を

通じて外国語能力の向上を目指すスペースとし

てのグローバルエリア、実践的教育の一環とし

て、学生が実際にカフェやチャレンジショップ

などを運営し、地域との交流促進を図りながら

経営実践を行う場を設けることとしております。 
 また、キャンパス基本構想の基本理念の「地

域に開かれた魅力あるキャンパス」を実現する

ため、地域の方に気軽に大学を訪れていただき、

大学生との交流や大学の利用促進が図られるよ

う、地域との積極的な交流の中心的な役割を担

うスペースを設けることといたしております。 
 さらに、人と環境が調和するキャンパスを目

指して、バリアフリーや省エネに配慮した整備

を進めることといたしております。 
 2ページをご覧ください。 
 今回の建替え対象面積についてご説明をいた

します。 
 まず、管理部門は、大学職員が執務する事務

室、会議室、保健室などが含まれますが、現況

の2,491平方メートルから、建替え後は2,219平
方メートルを予定しております。今回の建替え

に伴って、保健室、学生相談室などの充実を図

る一方で、浄化槽室や倉庫、渡り廊下など廃止

となる施設、効率化が可能な施設があることか

ら、面積は減少をいたしております。 
 次に、講義部門でございます。ここには講義

室、演習室、ＰＢＬ教室が含まれ、現況の5,788
平方メートルから、建替え後は6,377平方メート
ルを予定しております。先ほどご説明しました

課題解決型の授業が可能なＰＢＬ教室を拡充し

たり、バリアフリーに配慮した通路を確保する

などの充実を図ることとしております。 
 次に、福利厚生部門、交流部門は、食堂、売

店、サークル活動等の演奏室、先ほどご説明し

ました学生がグループ討論を含めて効率的に自

学習を行うことができるスペースとしてのラー

ニングコモンズ、実践的教育の一環として、学

生が実際にカフェやチャレンジショップを運営

し地域との交流促進も図りながら経営実践を行

う場などが含まれております。現況の2,445平方
メートルから、建替え後は3,484平方メートルを
予定しております。 
 現在、狭いとの意見が出ている食堂につきま

しては、面積を拡充するとともに、ラーニング

コモンズ等を建設することにより、学生が一日

快適に滞在できるキャンパスを、また、地域と

積極的に交流できるスペースを設けることによ

り、地域の方に気軽に大学を訪れていただける

ようなキャンパスを実現したいと考えておりま

す。 
 武道館につきましては、柔道部、剣道部など

のサークル活動で使用しておりますけれども、

現況の624平方メートルから、建替え後は600
平方メートルを予定しております。 
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 全体では、現況の1万1,348平方メートルから
1万2,680平方メートルへ、1,332平方メートル
の増ということになります。 
 次に事業費ですけれども、現時点で、建設費

と関連経費を合わせて約57億円を見込んでお
ります。この中には、本体工事費、外溝工事費、

解体工事費、基本設計・実施設計費、備品費、

引っ越し費等が含まれております。 
 今後のスケジュールでございます。騒音、キ

ャンパスの利用制限、学生の安全確保の面に考

慮しながら、同一敷地内で順次建替えを行って

いくため、調査設計に3年弱、その後の建設工
事に6年程度を見込んでおります。 
 県立大学は、長崎県公立大学法人により設置、

運営されていることから、事業主体は大学法人

となりますが、建替えにかかる経費は県が補助

する形で財政負担を行います。本年度中に設計

業務受託者を決定する予定であり、去る11月22
日に設計業務の公募を行いました。 
 その後、平成29年度から平成30年度にかけて
基本設計、実施設計を行い、棟ごとの設計完成

を待って、平成30年度から平成36年度にかけて
建設工事を行う予定といたしております。 
 以上で補足説明を終わせていただきます。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、次に、陳情

審査を行います。 
 お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。 
 陳情書につきまして、何か質問はありません

か。 
【堀江委員】 陳情番号の48番、長崎県私立中
学高等学校協会をはじめといたしまして、私学

に関係する皆さんから、私立学校等に対する助

成制度の充実についてという陳情が出されてお

ります。 
 大きく4項目の陳情が出されているんですけ
ど、その中の1、私立中学高等学校に対する経
常費補助の充実についての中の（2）、「修学
支援金制度により保護者負担金の軽減が図られ

ておりますが、なお経済的理由から授業料の納

付が困難である世帯に対する授業料の軽減補助

については、引き続き充実をお願いいたします」

という陳情が出されおります。このことについ

ての見解をお示しください。 
【小坂学事振興課長】 国への働きかけによりま
して、私立高等学校の就学支援金につきまして

は、所得制限が導入されましたけれども、一方、

低所得者に対しては金額が手厚くされたという

ことでございます。 
 そして、授業料以外の負担軽減につきまして

も、奨学給付金制度を国につくっていただいて、

県としても、国の国庫補助金を受けながら、低

所得世帯に対して支援をしているという状況で

ございます。さらにそこに授業料軽減補助金を、

交付税措置をいただきながら県が単独で措置を

しているところでございます。 
 これにつきましては、低所得世帯が実質授業

料が無償になりますので、できる限りそれにつ

いては維持をしていきたいと考えているところ

で、少なくともこれ以上の対応は、ちょっと厳

しいというふうに理解をしております。 
【堀江委員】 この陳情内容は、現在の低所得者
に対する補助の時点から、引き続き充実をお願

いしたいと。維持だけではなく充実をお願いし

たいというふうに陳情されているんですが、今

の課長の答弁は、手厚くしているんだと、だけ

れども、これ以上は無理だというお答えですか。

それとも、引き続き充実をお願いしたいという
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ことなので、実質無償化に向けて引き続き努力

をしたいということなのか、もう少し教えてく

ださい。 
【小坂学事振興課長】 今、私どもといたしまし
ては、標準世帯で250万円以下世帯が厳しい状
況にあるという認識のもと、そこの世帯につい

ては、できる限り授業料に見合うだけのところ

まで助成をしたいと、今、そのラインまできて

おりますので、そこを維持するということにつ

いては努力をしていきたいということでありま

す。 
【堀江委員】 維持は努力したいと。 
 でも、陳情としては、私学の場合は授業料に

施設整備費が入ってきますね。授業料だけでは

なくて施設整備費も含めてということだと私は

理解するんですが、私学関係者の皆さんは、そ

この部分も充実に向けて努力をしたいというふ

うに認識をしているということでは、これは認

識しているんですか。 
 要は、私学に関わる皆さんは、今の低所得者

に対する状況については納得ということではな

くて、充実をお願いしたいと思っているという

ことの認識は課長にあると理解していいですか。 
【小坂学事振興課長】 陳情の1の（2）は、授
業料の納付が困難である世帯に対する補助と書

いてありますので、施設整備費の問題もあると

いうことは認識しておりますけれども、この陳

情につきましては、授業料の部分について頑張

っていただきたいというご趣旨で出たものと理

解をしておりまして、それには現状で頑張って

いきたいと思っております。 
【堀江委員】 この授業料をどう捉えるかという
ことについて、私の認識と課長の認識は違うん

ですが、いずれにしても陳情の内容は、授業料

の充実ですよね、維持ではなく。維持ではなく

充実を要望している陳情だと、これはそういう

内容ですよね。そこはそういうふうに理解して

いるんですか。 
【小坂学事振興課長】 授業料についてできる限
り、経済的に苦しい世帯にあっては負担がない

ように、少なくなるようにしてほしいと、それ

も維持してほしいということでございますので、

考え方としては、国の就学支援金と授業料軽減

補助金の2階建てになっており、私どもとしま
してはやはり厳しい財政状況の中ですので、国

への働きかけで就学支援金のかさ上げをしてい

ただきたいと、そこはしっかり国に対して伝え

てまいりたいと考えております。 
【外間委員】 同じく、私立学校等に対する助成
制度の充実について、4点の陳情項目において、
1番の（1）私立中学校高等学校の教育条件の維
持・向上、保護者の経済的負担軽減のための経

常費補助の一層の充実をお願いしたいと。この

件について学校運営の基本中の基本であると、

一人当たりの財源確保については、私どもも常

日頃、強く6団体からご要望をいただいている
ところであります。 
 まず、この件について、ご見解を賜りたいと

存じます。 
【小坂学事振興課長】 6団体の要望の経常費補
助の一層の充実ということにつきましては、現

在、一番負担の大きい高校で経常費補助単価を

34万9,811円と設定をいたしております。これ
は九州の中でも上位に位置しているところでご

ざいまして、厳しい財源ではありますけれども、

ここは維持するとともに、国庫補助金と交付税

が入っておりますので、国庫補助制度、交付税

制度に基づく措置の充実については引き続き要

望してまいりたいと考えております。 
【外間委員】 どうぞ、くれぐれもよろしくお願
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いをいたします。 
 6団体の陳情の中で、今回は私立幼稚園、認
定こども園の補助及び支援についてということ

で、委員長からも一般質問で、この件について

の充実化を求める質疑、答弁とをいただいてお

ります。くれぐれも（1）、（2）の2つ、特に1
番における、通常のベースアップを超える給与

改善等の拡充についてのお願いをしたいところ

でございます。 
 また、専修学校、各種学校の補助についても、

書いてあるとおり、大学を卒業したら即戦力と

してすぐに県内の雇用の創出につながる若者の

充実を図るためにも、専修学校の充実は是が非

でも必要でありますので、こういったところで

働く人たちの国家資格である介護士、看護師、

保育士、理学療法士、臨床検査士等の資格をと

るための専修学校等の充実化も併せもって、特

段のご配慮を賜りたいと存じます。 
 最後に、私立学校退職財団の補助ということ

で、マイナス金利政策の影響によりまして、引

き続き大変厳しい状況に陥っていることは言う

までもありません。この点についても現行の補

助率を確保していただきますよう、くれぐれも

お願いをしたい。 
 要望とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
 審査の途中でありますが、請願の準備のため

にしばらく休憩をいたします。再開は11時から
といたします。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時４８分 休憩 ― 

― 午前１０時５８分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより請願審査を行います。 
 関係理事者として、こども未来課長に出席を

していただいております。 
 したがいまして、理事者の出席範囲として、

お手元に配付いたしております配席表のとおり

決定したいと存じますので、ご了承をお願いい

たします。 
 第6号請願「教育費負担の公私間格差をなく
し、子どもたちに行き届いた教育を求める私学

助成請願」を議題といたします。 
 紹介議員から、説明をお願いします。 
【堀江紹介議員】 請願6号、紹介議員の堀江ひ
とみです。 
 本請願は、長崎の私学助成を進める会より、

請願提出時より359筆増えました9,902筆の署
名を添えて提出されています。 
 簡潔に趣旨説明をさせていただきます。 
 教育費にかかる公私間格差は、依然として厳

しいものがあることは私が申し上げるまでもあ

りません。先ほどの陳情審査でも、「私立学校

等に対する助成制度の充実について」と提出さ

れているように、私学に学ぶ生徒の保護者負担

軽減は切実な願いです。 
 本請願は、長崎県の授業料減免制度の補助対

象が、いわゆる授業料に限定され、私学に特有

の施設整備費は補助対象になっていないことか

ら、低所得者世帯に対する学費の実質無償化を

実現してください、ほか3項目を要望していま
す。 
 この後、請願人も趣旨説明を希望しておりま

すので、委員長、委員の皆様におかれましては、

どうぞよろしくお願いいたします。 
【宅島委員長】 この際、お諮りいたします。 
 請願人から、趣旨説明を行いたい旨の申し出

があっておりますが、これを許可することにご
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異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。 
 なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で簡潔にお願いいたします。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時 ０分 休憩 ― 

― 午前１１時 ６分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 これより、請願についての質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【外間委員】 ただいま堀江議員、それから請願
人の方から、ご紹介と趣旨についてのご説明を

いただきましたが、私から、提出されている趣

旨、それから4項目についての質問をさせてい
ただきたいと存じます。 
 先ほど陳情もございまして、堀江議員ととも

に、私学助成の充実強化は極めて大切であり必

要であると十分理解をしているところでありま

すので、この4つの項目をさらに掘り下げて質
問させていただきたいと存じます。 
 1番目の項目は、先ほどもちょっとお話があ
りましたが、特に施設整備費等を含む実質無償

化の実現をということであります。請願の趣旨

を読みますと、低所得者世帯を年収590万円未
満と定めておられるようですけれども、世帯年

収590万円未満の実質無償化を行うと、負担は
どれぐらいになるのでしょうか。 
【小坂学事振興課長】 年収590万円未満世帯を
対象として補助をした時の試算でございますが、

約16億円が新たに県の負担として必要になる
ということでございます。 
【外間委員】 それから、経常費補助金を公立学

校の2分の1に近づけるように拡充をすること
と2番目の項目に挙がっておりますが、仮に公
立の2分の1まで補助をした場合には、どの程度
の費用がかかりますか。 
【小坂学事振興課長】 現在、小・中・高で大体
52億円ぐらい補助をしておりますが、それに加
えまして、約36億円の経費がかかるということ
になります。 
【外間委員】 3番目の定員充足率70％未満の高
校に対する補助金不交付基準の撤廃をしていた

だきたいということでありますけれども、不交

付基準について決められた趣旨の説明と、不交

付の実績をお尋ねしたいと存じます。 
【小坂学事振興課長】 70％未満の高校に対す
る補助金の不交付というルールを決定した経過

でございますが、公立と私立高校の募集定員割

合は今、7対3と定めております。公立は、設置
者であります教育長の判断で減らしていくこと

ができるのですが、私立は設置者があくまで学

校法人でございますので、県の一方的な意見で

減らすということはできません。 
 そういうルールの中で、定員が70％を下回っ
ている場合には補助金を出しませんよという中

で、学校としては適正規模の人員配置、体制を

つくっていただくという趣旨で、70％を下回る
場合には補助金不交付というルールをつくって

おります。 
 ただ、これも単年度ではございませんで3年
間、要するに1学年、2学年、3学年のトータル
で70％を下回る状況の場合ということでござ
いまして、現在までに不支給となった実績はな

いということでございます。 
 そういう意味では我々としては、7対3を守る
一つの手段として、学校法人では厳しいと思わ

れるかもしれませんけれども、やはりこのルー
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ルを維持していくためには必要なものであろう

と理解をしております。 
【外間委員】 最後に4項目、私学助成国庫補助
制度の維持、私立高校生に対する私学支援金の

制度の充実を国に働きかけていただきたいとい

うことについては、議会として県と一緒になっ

て国への要望をずっと行ってきているところで

ありますが、改めて県の考え方をお聞かせくだ

さい。 
【小坂学事振興課長】 県が毎年行っております
政府施策要望におきましても、経常費補助金に

係る地方交付税の充実、経常費補助金の国庫補

助金の充実、それから就学支援金の拡充につき

ましては、県といたしましても要望いたしてい

るところでございますので、これについては趣

旨的には同じ立場であろうかと理解しておりま

す。 
【宅島委員長】 ほかに質疑はございませんか。 
【渡辺委員】 1点だけ確認をさせていただきた
いと思いますが、1点目の学費の関係が16億円
の負担増と示されましたけれども、その内訳と

して、授業料が幾らで施設整備費が幾らか、示

していただけますか。 
【小坂学事振興課長】 16億円のうち、施設整
備費に係るものが約9億円ですので、あと7億円
が授業料の増額に係る分ということになります。 
【宅島委員長】 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 ほかに質疑がございませんので、
これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
【外間委員】 それでは、自民党を代表いたしま
して、今回の請願については、やむなく反対を

させていただきます。 

 1番目、実質無償化にすると新たに16億円の
負担がかかるということ。 
 2点目の質問に対しまして、公・私立の格差
是正は必要でございますが、2分の1にもってい
きますと新たに36億円の負担がかかるという
ことで、この極めて厳しい財政の折、これだけ

50数億円の負担というものはかなり厳しいも
のがあるということ。 
 3番目の質問に対しまして学事振興課長より、
適正な定数の管理、定員の管理を行っている意

味から、一定のルールは必要でありますと。人

口減少に伴い子どもの数が減っている中で、公

立高校も学級数を減らしている現状の中、やは

り私立学校も自助努力で一定、必要なことをや

っていただくことはある程度理解をしておりま

して、これらのことから、3点について大変状
況は厳しゅうございますけれども、この請願に

ついては反対させていただきたいと思います。 
【宅島委員長】 ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 討論がないようですので、これ
をもって討論を終了いたします。 
 しばらく休憩いたします。 

 
― 午前１１時１６分 休憩 ― 

― 午前１１時１６分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 第6号請願に対する質疑・討論が終了いたし
ましたので、採決を行います。 
 しばらく休憩いたします。 

 
― 午前１１時１７分 休憩 ― 

― 午前１１時１７分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 第6号請願に対する採決を行います。 
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 起立採決によって、採決をしたいと存じます。 
 第6号請願「教育費負担の公私間格差をなく
し、子どもたちに行き届いた教育を求める私学

助成請願」を採択することに賛成の委員の起立

を願います。 
（賛成者は起立） 

【宅島委員長】 起立少数。 
 よって、第6号請願は不採択とすべきものと
決定をされました。 
 以上で請願の審査を終了いたします。 
 請願人におかれましては、大変お疲れさまで

ございました。 
 本委員会を代表いたしまして、お礼を申し上

げます。ありがとうございますした。 
 請願人にはご退出いただきたいと存じます。 
 先ほど、外間委員から陳情の部分で質問があ

ったんですけど、ほかに陳情の部分に関しまし

て質疑はございませんでしょうか。 
【宅島委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時２０分 休憩 ― 

― 午前１１時２０分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 ほかに、陳情につきまして質疑はございませ

んか。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 ほかに質問がないようですので、
陳情につきましては承っておくことといたしま

す。 
 次に、議案外所管事務一般につきまして質疑

を行います。 
 なお、委員一人当たり20分を目安に、よろし
くお願いをしたいと思います。 
 質疑はございませんか。 
【近藤委員】 先ほど、退学ということで意見が

あったんですけれども、県として、低所得の中

で子どもが授業料を払えないで退学するという

ケースを把握できていたら教えていただければ

と思うんですが。 
【小坂学事振興課長】 データとしては、平成
19年度は経済的理由による中途退学が29名と
いうことでございます。ここ3年では、平成25
年度が6名、平成26年度が3名、平成27年度が6
名ということで、平成22年度に就学支援金制度
が導入されまして、その時に大体10人強ぐらい
までに減っております。20人台が10人台に減っ
て、それからだんだん減ってきているという状

況で、やはり就学支援金制度、授業料軽減制度

というのは一定の効果があっているものと理解

をしております。 
【近藤委員】 その数は、授業料が払えないでや
めたケースですか。 
【小坂学事振興課長】 今の数字は経済的理由と
いうことでございまして、中途退学者は、進路

変更とか大きなくくりの中で申しますと、平成

19年度は377人でしたが、平成25年度が235人、
26年度が210人、27年度が217人ということで、
150人ぐらい減っている状況にあります。 
【近藤委員】 実は、ある私立学校の情報ですけ
れども、授業料が払えなくなってきた時に、退

学を宣告するんじゃなくて、その子が卒業して

から後で授業料を払えばいいという形で、学校

独自のそういうふうな配慮で、卒業してから後

で授業料を払っているケースも結構、学校によ

ってはそういうのを考えているわけですよ。 
 私立学校で、低所得で授業料が払えないとい

うケースが多分出てくると思うんですけれども、

学校独自のそういう方法を、県が協力してやっ

ていけたらいいんじゃないかと。そういう方法

をやっている学校が実際にありますから、そう
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いうのも県で指導していってもらえればと思う

んですけど。 
【小坂学事振興課長】 福祉政策で一定支援する
ことに加えて、学校での支援があるということ

でございますので、そこは学校と連携しながら、

いかなる選択肢が一番いいのかということで指

導をしてまいりたいと思います。 
【宅島委員長】 ほかに、議案外につきまして質
疑はございませんか。 
【堀江委員】 先ほど、学事振興課長が補足説明
を行いました佐世保校の建替えで、ちょっと疑

問なところで金額を確認したいんですが。 
 もちろん工事費というのはそれぞれ流動性が

あるものだと思っておりますし、必要な予算は

確保すべきだと、むげに圧縮しようという立場

ではありません。ただ、数字として根拠をお尋

ねしたいと思うんです。 
 今年の2月定例会に出された資料では、事業
費は幾らかかるかと、建設費と関連経費を合わ

せて約50億円から65億円かかりますよと、15
億円の幅を見て当初予算の時には説明されまし

たね。 
 11月定例会で約57億円という数字が出され
ているんです。しかも、今後、随時建替えを行

っていくんですが、その後の建設工事に6年か
かるということで、工事の人件費も含めて幅が

あると思うんですが、そうしますと、建替えの

事業費としては約57億円と認識をすればいい
んですか。そこが15億円の幅があるものですか
ら、確認です。 
【小坂学事振興課長】 もともとは現況面積での
建替えとした時が下限、キャンパス整備構想で

は1万5,800㎡ぐらいありましたから、そこを上
限とする中50億円から65億円という話をして
いたんですが、今回、1万2,680㎡ということで、

効率的な活用などいろんな見直しの中で、決ま

りましたので、それを試算し直したら57億円で
あったということです。 
 単価の見直しは、その時々でやらざるを得な

いというふうに理解をしております。 
【堀江委員】 あくまでも、無理に圧縮しろとか、
そういう意見ではないということを申し添えて

おきたいと思います。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
【渡辺委員】 部長説明資料の3ページ、上から
6行目、指定避難所である学校施設については
県の補助率を引き上げ、設置者の負担軽減を図

ることにしたということですけど、具体的に補

助率を幾らから幾らに上げたのか、教えてくだ

さい。 
【小坂学事振興課長】 指定避難所につきまして
は、補強といいまして、建替えしないで強化す

るというものもございます。それは、県の補助

率が、Ｉｓ値0.3未満の場合は3分の1ですが、少
しお待ちください。 
【宅島委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午前１１時２８分 休憩 ― 

― 午前１１時２９分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
【小坂学事振興課長】 県の補助率で申しますと、
建て替える場合も補強の場合も一律6分の1で
ございましたけれども、それを3分の1まで補助
することに改めましたので、その分、設置者負

担が減るということでございます。 
【渡辺委員】 指定避難所の指定は、要するに私
立学校のここは指定避難所ですよと指定をする

のは市町ですか、県ですか。 
【小坂学事振興課長】 災害対策基本法で市町村
長となっております。 
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【渡辺委員】 わかりました。こういう補助率を
上げて、ぜひ指定避難所の耐震化を図っていた

だきたいと思います。 
 それから、公立大学法人の中期目標の素案が

示されておりますけれども、今後6年間という
ことですね。少子高齢化に向けて、6年間の定
数をどのような設定でこういった計画はされて

いるんですか。定数は今のままで今後6年間維
持しますよという前提のもとでされているのか

どうなのか、その辺の考え方を示してください。 
【小坂学事振興課長】 現在の入学定員690名を
変えないことを前提での6年間の計画となって
おります。 
【渡辺委員】 定数の関係でいけば、6年間その
ままにしていいのかという疑問はちょっと感じ

るんですが、定数確保に向けて頑張っていただ

きたいと思います。 
 今度の建替えで、管理棟の面積が現況よりも

少なくなっているんですが、これは大丈夫なん

ですか。 
 それと、建替えを今後随時していくと思うん

ですけど、現況の大学の施設を見れば、高層の

ビルがないんですよね。全部3階建てぐらいの
建屋になっているんです。これを順次建て替え

ていくと思うんですけれども、もう少し高層に

して土地を有効活用したほうがいいんじゃない

かと。 
 今後の建替えの計画で明らかにわかっている

範囲で結構ですが、一番高い棟で何階建てを想

定しているんですか。高層にしたほうが、建設

費を含めて効率がいいんじゃないかなと思うも

のだから、今のように分けるんじゃなくて、ど

ういった建替えの構想を持っているのかですね。

今、11棟ぐらいに分かれているでしょう、現況
でいけばですよ。それをどれぐらいの棟に集約

する予定なのか、その辺の考え方があれば示し

てもらえませんか。 
【小坂学事振興課長】 まず、管理部門で減った
部分でございますが、これにつきましては、保

健室、学生相談室などの拡充、充実を図る一方

で、浄化槽室や倉庫、渡り廊下などを廃止する

と、その廃止する部分により全体的に面積が減

ったということであり、一定、見直すべきとこ

ろは見直すという形の中で減ったということで

ございます。 
 それから高層化についてのお話でございます。

建替え懇話会の中では、佐世保市の副市長さん

とか、市内校長会の代表とか、自治会の代表の

方とかも入っていただいて議論したんですが、

その時には高層という話も一部出ましたけれど

も、ある専門家のお話によりますと、高層にす

れば、授業が終わって一度に100人、200人の学
生が動くので、エスカレーターの大きなものが

必要だと。エレベータでは多分、足りないだろ

うということで、それ相当の維持費がかかるの

ではないかということでした。ですから、土地

の効率的な活用という意味では高層化もあるだ

ろうけれども、その辺の維持費との関連でどう

なのかという疑問が示されました。 
 今、設計の募集をしており、どういう形が出

てくるかわかりませんけれども、懇話会で話を

した時には、4～5階建てぐらいが適当ではない
かと。障害のある方はエレベータを使うとして

も、健常な方は歩いて上ったり下りたりできる

程度が、学生が同時に一斉に動く場合について

は、そっちのほうが効率的ではないのかという

ご意見もございましたので、設計でどういうも

のが出てくるかということになろうかと思って

おります。 
【渡辺委員】 じゃあ、この57億円の建設関連
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費用は、もう一度確認したいんですけど、どこ

とどこをつぶして、どこに新しいものをつくる

予定なのか、この図で示してもらえませんか。 
【小坂学事振興課長】 今、公募をしております
ので、その案がどういう形かということです。 
 一定、懇話会の中では、こんな形かなという

のは出てきたんですが、それは懇話会の意見で

あって、今回の公募を拘束するものではありま

せん。課長説明資料の2ページにありますよう
に、考え方としては管理部門が管理棟、講義部

門が講義棟、福利厚生部門と交流部門を一緒に

するかどうかというのはあろうかと思うんです

が、福利厚生棟、交流棟、武道館棟とすれば5
棟になります。もともと5棟あったものを5棟建
て替えるということになりますが、福利厚生棟

と交流棟を一緒にしましょうということになれ

ば4棟になる可能性もあるというような状況で
ございます。 
【渡辺委員】 この57億円の考え方が示されて
いるんですけど、その中で順次建て替えていく

と。駐車場に車が何台かあるでしょう。ここに

新しいものをつくっていって、それを順次集約

していくという計画で進めようとしているんで

すか。 
 ①本館・管理棟というのは、Ｌ字になってい

るところ全部でしょう。支障がないようにする

には、本館・管理棟をどこかに建ててから壊し

ていくわけでしょうから、その場所は駐車場の

あたりと思っていいんですか。それとも、左側

のグランドのほうになるんですか。 
【小坂学事振興課長】 建替え懇話会の時の想定
では、⑩の武道館を、今、弓道場があるんです

けれども、弓道場の横に持っていき、その後、

旧武道館を取り壊します。そうしたら、駐車場

と武道館のところが空きますので、そこに次の

施設をつくるということで、そういうふうに順

次空いたところに建てて旧施設を壊して、また

そこにつくるということを繰り返していくとい

う考え方でございます。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
【ごう委員】 県立大学の情報セキュリティ学科
の件でお尋ねをいたします。 
 今回、広報活動を積極的に行った結果として、

40人の定員に対して6.4倍の志願があったとい
うことでございますが、応募してきている方々

の県内と県外の比率を教えていただけますか。 
【小坂学事振興課長】データが出てきませんの

で、少しお待ちください。 
【宅島委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午前１１時３９分 休憩 ― 

― 午前１１時４０分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
【小坂学事振興課長】 情報セキュリティ学科は
42名が合格しておりますが、県内出身者が22名、
県外出身者が20名でございます。 
【ごう委員】 ほぼ半数が県内ということですね。 
 これから4年間、この方々は大学で学んで就
職をしていくわけですけれども、やはり長崎県

としては、県内で育てた学生さんを県外に出さ

ずに県内に就職していただきたいというのが多

分望みだと思うんですが、4年間学んだ学生さ
んたちの出口の整備を同時にしていく必要があ

ると思うんですが、この方々が就職する県内の

就職先がどれぐらいあるのか。数は難しいでし

ょうけれども、長崎の中で、この学科を卒業し

た学生たちが就職する先の確保をどのように考

えていらっしゃいますか。 
【小坂学事振興課長】 今、情報セキュリティ研
究会というものを立ち上げまして、民間の企業
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と大学とが一緒に情報セキュリティの国の動き

などについて学んでいくという会がございます。

そういう中で一定、地元の企業さんたちにも、

大学と交流する中で学生の良さをわかっていた

だくし、学生も企業の良さを理解する機会が得

られるかなと思っております。 
 あと、県内で申しますと、情報を扱っている

銀行、警察、こういうところがセキュリティ関

係の人材を採用していると聞いております。 
 また、今後の県の施策といたしまして、出島

の方に金融バックオフィスセンター構想という

ものがございますので、そこに企業が誘致され

ますと、情報セキュリティの人材が必要になる

であろうということで、現在の企業の需要、今

後の企業誘致による需要というものを踏まえな

がら、できる限り県内に就職していただくよう

な結果に結びつけていきたいと考えております。 
【ごう委員】 ぜひ、これから4年間かけて、こ
ういった研究会の皆様方とともに出口を整えて

いくことを、産業労働部とともにやっていかな

ければいけないと思います。 
 県内企業の皆様方の情報セキュリティに関す

る意識を上げていくということも重要かと思い

ます。限られた職種だけで必要なものではなく

て、あらゆる職種で情報管理は必要になってい

くので、その意識を上げていくことも、大学と

産業労働部と一緒になってやっていってほしい

と思います。 
 少なくとも、この22名の県内出身の学生さん
たちが、1人でも多く県内に就職していただけ
るような策を頑張っていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
【外間委員】 これから質問する趣旨は、もしか
したら所管が違ったら途中でやめなければいけ

ませんので、先に質問の趣旨をつらつら申し上

げたいと思います。 
 知事も私たちも常に、長崎県という全国に多

分に漏れず人口減少が激化する中にあって、ど

うやって若者の県外流出に歯止めをかけるか、

そのために地元に良質な雇用の場を創出して、

子どもたちが家庭をつくれるような、経済を生

み出すような良質な雇用の場をつくる。そのこ

とによって若者が地元に帰ってきたり、学校を

卒業したら地元で就職をする。そのような環境

を整えていくことによって、長崎県のこれから

の人口喪失に一定歯止めをかける政策が最重点

課題だということで、そこにあらゆる方法をも

って各総がかりで、それぞれの所管が関わって

いくということについては、皆さんと共通のテ

ーマであろうかと思います。 
 そういう中にあって、総務部の所管が私学の

振興という観点から、特に専門学校は、卒業し

たら即、就職をして、持っている専門知識や国

家資格も含めて、あらゆるそういう資格が仕事

の即戦力となる。ある意味、4年制大学や短大
と違った形で、企業には即戦力となる専門学校

も学事振興課の所管であると認識をしておりま

す。 
 そういう即戦力になる人たちを蓄えていこう

という一方で、国境離島新法によって、とにか

く人口減少に歯止めをかけるためにどうすべき

かということで、雇用の場をつくっていくとな

りますと、今の若者だけでは足らないと、もし

かしたら外国人の労働者も受け入れていかなけ

ればいけないということも一方では聞き及んで

おります。 
 そうなった時に、外国人の雇用を受け入れる

ための専門学校。外国人の留学生を専門学校で

確保して、もしかしたらその人たちが、あらゆ

る資格の試験にパスをして、外国人が資格を持
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って病院関係や食料品関係や、長崎県の良質な

雇用の場に入っていけるだけの外国人の受け入

れ態勢ができているのかとなった時に、それも

はなはだ疑問であり、総務部学事振興課の機能

は、そういう留学生には及ばないのかどうか、

まず最初にこの点をお聞きしたいと思います。 
【小坂学事振興課長】 専修学校の所管は学事振
興課でございますので、専修学校に通う生徒と

いう意味での関係性はあろうかと思っておりま

す。 
【外間委員】 その生徒さんが、就職をしていく
先までのお世話の窓口からは離れてしまうわけ

ですかね。（発言する者あり） 
 そうですか。じゃあ、視点を変えまして。 
 総務部長、学事振興課長、次長さん、イマー

ジョン教育って、聞いたことがございますか。

（発言する者あり） 
 イマージョン教育というのは、母国語以外の

第2外国語をもって教育をし、グローバルな人
材を育てる教育と称して、全国にも幾つかイマ

ージョン教育を実施している学校があるんです。 
 沖縄にあっては旺文社という民間企業が経営

をし、そこには40人の教員がいて、40人が第2
外国語、すなわち英語で国語、算数、理科、社

会を低学年、キンダーガーデンの幼稚園から義

務教育の中学校までの9年間を第2外国語で授
業を行う。体育も音楽も行うんです。そうする

ことによって、第2外国語を話せる子どもが、
アジアをはじめとするグローバルな視点に立っ

て、仕事を国内から国外へ求めていったり、あ

るいは、そういうふうな優秀な人材が生かされ

る職種に、県内にとどまって働いていくという

ふうな教育ですけれども、こういったことの所

管は学事振興課ではありませんか。 
【小坂学事振興課長】 私立学校で行うというこ

とであれば、学校の所管部局として関係性は出

てくると思いますけれども、そういう状況かと

理解しております。 
【上田総務部長】 私学も公立も、それぞれの学
校で行っていただく教育は、文部科学省の教育

指導要領が基本になって、そこにそれぞれの特

性を加えながら進めてきているのが現状でござ

います。そういった意味では、私立学校で英語

とか第2外国語をフル活用して、指導要領に沿
った形でいくというのは、当然あり得る形では

ないかと思っております。 
 ただ、教育方針全体をそうやっていくかどう

かということになりますと、先ほど申しました

学習指導要領の進め方そのものの話になってま

いりますので、そこにつきましては教育委員会

と十分協議をしていかないと、あるいは国と協

議をしていかないといけない問題ではないかと

私は考えているところでございます。 
 先ほど委員からご提案がございました、まさ

しく専修学校、専門学校は、就職をしっかり支

える学校ということでこれまでも支援を行って

きているところです。特に、専修学校、専門学

校、それから県内の私立学校の県内就職率は、

かなり高率でこれまできているところでござい

ます。 
 そういう中で大学は、県内就職率がかなり低

い状況にあるということに問題意識を私たちは

持っておりまして、特に総務部におきましては

県立大学、それと企画振興部と産業労働部と連

携しまして、長崎大学を中心にしたＣＯＣ＋事

業への県立大学の関与を政策として進めさせて

いただいているところでございます。 
 いずれにしましても、今後の将来を見据えた

人材づくりは、いろんな想定のもとに研究をし

ていかないといけない課題だと思っております
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ので、先ほど委員からご提案がございました外

国人受け入れ、その方々への英語教育の中で知

識の、あるいは資格の伝達というのは研究をし

ていく必要がある分野だと思っております。こ

れは職業との関係もございます。そういった意

味では産業労働部、あるいは教育委員会とも、

いろんな場面で意見交換をさせていただきたい

と思っているところでございます。 
【外間委員】 総務部長のご説明によりまして、
私自身、一定理解をいたしました。文部科学省

の学習指導要領に基づいて進めていかなければ

いけないところであるからということで、なる

ほど私のこれからやらなければいけない質問が

前に進まないのも、今の総務部長の答弁によっ

て理解ができたところです。 
 今、長崎県内に専門学校、専修学校がどのく

らいあるでしょうか、27～28校でしょうか。外
国人を相当抱えている専門学校が増えつつあり

ます。外国人が、例えば国家資格を取って長崎

で就職をする際に、国家試験は日本語であるか

ら、自分の母国語で挑戦できないので、日本語

をしっかりと習得をして国家試験に臨む。国家

試験に臨んで何とか、普通の国家試験に受かる

日本人以上に難しい難関を突破して資格を取っ

ても、外国人の資格が長崎で生かされないとい

うふうなこと。 
 しかし、長崎県内においては、雇用の場を創

り若者をどんどん、どんどん蓄えていこうと言

っているにも関わらず、それが受け入れられな

いということであれば、はなはだそれは本末転

倒のことであるから、県内に住む国内人も外国

人も併せもって、若者の人材を育成していくと

いう面から、教育委員会も含めて、この問題に

ついては別のところでも取り組んで掘り下げて

進めていきたいと思います。 

 一定、質問に対してご答弁をいただき、あり

がとうございました。 
【上田総務部長】 先ほど、教育指導要領を申し
上げましたのは高校までの話でございまして、

専修学校は、もう本当に職業教育になりますの

で、そこの中で外国の方であるために勉強がし

にくい、あるいは資格が取りにくい、そういっ

たお話がございました。私も今、興味深くお話

をお聞かせいただきました。 
 今後、専修学校の実情をもう少し調べさせて

いただきたいと思っております。どういうふう

な環境整備が今後あり得るのか、いろんな分野

とも相談をしながら研究していく必要があろう

重要な課題だと認識をしたところでございます。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
【坂本(浩)副委員長】 県立大学の第3期中期目
標の素案についてという資料で、3ページ目か
ら中期目標、中期計画、平成27年度までの主な
成果ということで、ずっと記載されています。

それをもとに次期、第3期目の中期目標を策定
して、次の議会に提案をするというようなスケ

ジュールのようであります。 
 3ページの1番上、一番目、離島等をフィール
ドとした教育の実施による全学教育の質的充実

ということであります。中期計画では、地域社

会に貢献できる人材を育成するため、長崎をキ

ーワードとする科目を導入。2つ目に、県内の
しまなどでの実践的な体験学習等を実施するこ

とにより、学生の云々かんぬん教育プログラム

を導入ということがあります。 
 その成果ということで、1つ目については「長
崎を学ぶ」を新設して、平成25年度から開講し
ましたと。2つ目は、「しまなびプログラム」
を新設して、平成27年度から必須科目として実
施中であるということです。 
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 この字面からすると、2つとも導入をすると
いうことでありますから、確かに開講しました、

今は必須科目で実施していますという成果にな

るというのはわかるんですけれども、今後6年
間という、中期としては少しスパンが長いかな

という感じもするんですけど、6年間に向けて、
この間のことを総括するに当たっては、ちょっ

と何か単純過ぎないか。 
 1番目の「長崎を学ぶ」だと、平成25年度か
ら開講して、例えばこういう成果、あるいは少

し改善点がありましたとかですね。2つ目の「し
まなびプログラム」にしてもそうでありますけ

れども、そこら辺が何かあればお示しいただけ

れば、今後の議論に役立つのではないかなと思

います。いかがでしょうか。 
【小坂学事振興課長】 県内定着促進ということ
で言えば、現在、県内の企業や長崎県の良さが

なかなか理解できていないというのがございま

したので、そういう意味では、長崎の文化や歴

史を学ぶための「長崎を学ぶ」というのは、今

後第3期でも引き続きやっていくべき科目だと
考えております。 
 数字につきましては、今回は概略をお示しす

るということで、細かいデータまでは上げてお

りませんでした。 
 それから、「しまなびプログラム」というの

は、しまに学ぶということで、今は4泊5日で学
生がしまに行って地域の方々と交流をしながら

課題を見つけて、それに対して、帰ってきた後、

一つの提言をまとめて提案するという形でござ

います。行く前も、ホテルをとるところから始

まって、交流する住民の方々、接触する住民の

方々とのアポイントをとるというところも含め

て、何カ月もかけて準備をし、それから4泊5日
で現場に行って、設定した課題に対しての資料

を集め、帰ってきてから、それに対する提言を

まとめて発表するということです。 
 今は「しまに学ぶ」は全学年、全学生が経験

するという形にしておりますので、学内でも、

そこはやはり課題解決型の能力をつけるという

意味でも意義があるということで、第3期にお
いてもこれを引き続き行っていきたいというふ

うに考えております。 
【坂本(浩)副委員長】 そこら辺の詳細をもう少
し、次の時にでも出してもらえればと思うんで

す。いずれにしても、幅広い知識と豊かな人間

性を備えた人材を育成すると、なおかつ地域に

貢献すると、そういう趣旨があろうかと思いま

すので、これまでの成果、やってきたこと、そ

れは経過であると思いますし、それに伴う総括

といいますか、そこを続けることは結構ですけ

れども、そこのところをきちんと示した上で次

に向けてということにしていただければと、要

望として申し上げたいと思います。 
【橋村委員】 資料の説明の中で私ははっきり確
認していなかったので、3ページ、「長崎県公
立大学法人の第2期中期目標・中期計画の主な
項目とその成果」で、看護栄養学部の国家試験

合格実績が、看護師は5カ年のうち3年達成、保
健師は4カ年のうち4年達成と書いてあるのは、
どういうことですか。 
【小坂学事振興課長】 ちょっと説明が不足して
おりますけれども、国公立大学の看護の合格率

というのが発表になりますが、それを上回ると

いうのが一つの目標でございます。看護師で申

しますと、5カ年のうちに3カ年は上回ったけど、
2カ年は下回ったということです。保健師は4カ
年のうち4カ年ですから、これは全て上回った、
管理栄養士は、5カ年のうちに2カ年ですから、
3カ年は国公立の平均より下であったという意
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味でございます。ちょっと説明不足でございま

した。 
【橋村委員】 そこはやっぱり説明してもらわな
いと、これだけではよくわからんね。それはそ

れとして結構ですけど、2点について尋ねてみ
たいと思います。 
 ＴＯＥＩＣ600点、中国語検定2・3級につい
ても未達成と書いてありますね。 
 語学、英語、それぞれ必要に応じてというこ

とで、例えば本省で外国勤務をする場合に、3
カ月間の研修期間で語学をある程度マスターし

て海外へ出向いていくというようなことで、あ

あいう教育をすれば3カ月で日常会話ができる
ようになるので、今の語学教育には問題点があ

るんじゃないかというようなことを体験者が私

に話したんですよ。 
 その前にも、ある農林省の幹部が、中国語を

3カ月でマスターしたというような話も聞いて
おって、その人は特別な才能だろうという思い

があったわけですけれども、彼らが本省から出

向する時に3カ月間である程度、現地で不自由
しないような語学力が身についたと、体験談と

して話をしていたわけです。 
 だから、そういうことで必死になれば、語学

力というのは3カ月間で身につくものだなと。
我々は何十年やっても、使わんから、向こうに

行って日常会話、買い物をするとかなんとかぐ

らいでレベルアップはできないんですけれど。 
 秋田県立の国際教養大学は、非常に全国的に

も知られているわけですけれど、県立大学は、

そういう特色を持った特化した学校ということ

じゃないと、ポピュラーな、どこも同じような

形であるならば、県立大学をわざわざつくって

公費を負担する必要性があるのかという思いが

あるんですよ。 

 長崎県立大学をシーボルト大学と県立大学と

2つ置いておったと。東京などはもう1つの大学
にまとめたり、兵庫県あたりもまとめてみたい

ということで、何も学校の数を余計にする必要

もないと。しかもその学校は特色ある、全国ネ

ットであそこに行きたいと言われるような学校

づくりをしていくべきだと思うんです。 
 だから、設置者である県は、学校に対してそ

ういう要請をやっていくべき。恐らく大学の自

治だ云々とかと言うであろうけれども、設置者

の設置目的を十分酌んで達成をしていくのが学

校現場だという思いなんです。 
 それで、ぜひとも語学力もＴＯＥＩＣ600点
なり、あるいは中国語検定2・3級ぐらいはとい
うことですけれども、実際問題として、合格率

が未達成というのはどういう状況なのか。ある

いは、数値で未達成は、0と8割と9割というの
は違うので、ここら辺も資料を提供するについ

て、ちょっと不親切なところがあるんじゃない

かという思いがあるんです。まずそれを尋ねて

おきたいと思います。 
 それともう一つは、この間、看護連盟の方々

と各地区の代表者の人たちと意見交換をした中

で、離島の看護師不足ということを指摘されて、

どうにかしてという話があった。離島の看護師

養成ということで、具体的に県立大学の看護学

部へ2名を推薦枠みたいな形と。 
 具体的な数字がわからなかったので、その時

には、確かに私もかねて聞いておりましたと。

病院企業団の米倉企業長の話でしたけれども、

離島の医師もさることながら、医療の充実のた

めには看護師不足が深刻な問題だというような

ことをお聞きしておったわけです。そういうよ

うな中で、時宜に応じた対応をやっておられる

ということです。 
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 県立大学において、ほかのセクションの中で

フィールドとして離島をと、いろんな学問の分

野でとなれば、恐らく看護師さんも実習とかい

ろんなものがあるだろうと。そういうことであ

るならば、まさに自治体とタイアップして、離

島での実習、研修も織り込んでいく。県立大学

であるがゆえに、そういうこともデューティー

としてやれるんじゃないかと思うわけです。そ

ういうことも考えられるんじゃないかと思うの

で、今後、ぜひ対応していただきたい。 
 この2点について、順を追って答弁を願いた
いと思います。 
【小坂学事振興課長】 まず、国際情報学部国際
交流学科と経済学部インテンシブコースの達成

状況でございますが、国際情報学部国際交流学

科につきましては、80名の定員で、英語選択が
70人程度、中国語選択が10人程度ですが、この
全員がＴＯＥＩＣ600点以上、中国語検定2級以
上となるという達成目標がございます。 
 経済学部につきましては、特に英語を学びた

いというインテンシブコースがございまして、

ＴＯＥＩＣを目指すのが45人、中国語の3級を
目指すのが5人ということでございます。 
 そのうち、ＴＯＥＩＣ600点以上が全体で65
名です。本来であれば、経済学部と国際情報学

部で115名達成すべきところですが、実際は65
名となっております。 
 （発言する者あり） 
【橋村委員】 あのさ、何パーセントかと。65
人なら65人のうちで。学部がどうだとか、そん
なことを私は聞いていない。600点以上をクリ
アしたいという目標を100％と設定をしている
けれども、実際はどれぐらい合格したのかとい

うこと。（発言する者あり） 
【宅島委員長】 暫時休憩します。 

 
― 午後 零時１２分 休憩 ― 

― 午後 零時１２分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 審査の途中でありますけれども、午前中の審

査はこれにとどめ、午後1時30分から再開した
いと思います。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 零時１３分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 それでは、委員会を再開いたし
ます。 
 午前中に引き続き、議案外所管事務一般につ

いての質疑を行います。 
 午前中の橋村委員の質疑に対する答弁をお願

いします。 
【小坂学事振興課長】 第2期中期目標の英語、
中国語に関する実績についてのお尋ねでござい

ますが、英語に関しましては、51.4％が達成で
ございます。中国語につきましては、47.6％の
達成率となっております。 
 それと、看護実習の件でございますが、看護

学科の定員は60名であり、総合看護ということ
で、4年生の時にしまの保健、医療、福祉が必
修科目でございますので、4年生の6月ぐらいに
しまに行って現地での実習を行うということに

なっております。 
【橋村委員】 英語学力、あるいは中国語もまだ
半分程度ということでありますので、できれば

8割ぐらいは最低限というような感じで、あの
学校はと、何か特色ある、何か具体的にわかる

ようなものをアピール、ＰＲをして、活用して

おくべきだと。あそこに行けばＴＯＥＩＣ600
点は必ず卒業までには得られるんだからという
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ような感じでそこを目指すと、あるいは学生を

募集するにつけても、グローバル教育というけ

れども、実際問題として具体的にＴＯＥＩＣに

対して8割は達成すると、それを見込んで卒業
単位としてというような感じでと、何かノルマ

というかデューティーとして、学校のシンボル

というか、そういうことを目指した学校運営を

やってほしいと思うので、設置者としては学内

に云々というより要望として、予算も措置する

んだから、そういう意味合いで、ちゃんとした

対応をしていただきたいということを申し上げ

ておきたいと思います。 
 それと、看護実習が行われているということ

を聞いて大変安堵しているわけですけれど、さ

らにどこまで。やはり離島に行ってみて離島の

よさというのはわかるので。 
 今日のテレビ番組で、斜面地の家を改良して

住み着いている若い夫婦について、斜面だから

生活するには不便だけれども、エレベータが設

置されてフラットな感じでアクセスできるとい

うことで、長崎の地形の中で住みやすさもアピ

ールしたような番組であったわけです。 
 だから、ハンディキャップだけれども、うま

く利用すれば、高いところから海の、あるいは

長崎独特の景色も見られるというような感じで、

そういうことをアピールすれば、住みついてい

ない人も、長崎の特徴ってそんなものだなと理

解されるであろうと思うので、しまの特色とい

うものも十分体験されるように、あらゆる面で

今度の県立大学では、そういう機会をつくろう

というやり方をされていることは高く評価した

いと思いますけれども、さらに看護師の皆さん

たちにも、できるだけ長崎の特色を理解し、ま

た、そちらの方に社会貢献をというような意欲

を持ってもらう機会づくりも、県立大学である

がゆえにやるべきであろうと思うので、大学を

活かしたような形で、すばらしい大学運営がで

きるようにということでバックアップをしてい

ただきたいし、我々も大いにお手伝いをさせて

いただきたいということを申し上げて、質問を

終わりたいと思います。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
【堀江委員】 私立高等学校県内就職推進事業に
ついて質問したいと思います。 
 この事業は、私が申し上げるまでもなく、こ

れまでのキャリアサポート事業が平成28年度
から新規の事業に変わったということですけれ

ど、キャリアサポート事業は、県内就職希望者

のうち県内に就職した割合が97％と非常に高
い就職達成率を示したということで、これは政

策評価委員会でも非常に重要な事業というふう

な認識が示されています。 
 そこで質問ですけれど、県内就職推進事業に

変わって、これまでやりとりの中では、中身と

いうか仕事の仕方は今までと変わりませんよと

いうふうなお話がありました。しかし、目標が、

これまでの県内就職希望者のうちの県内に就職

した割合から、全体の就職希望者のうち県内に

就職した割合に変わりますと決算審査の時も言

われましたね。そうなりますと、仕事の仕方も

変わってくるんじゃないかというふうに思って

いるんですが、その点はどう理解したらいいで

すか。 
【小坂学事振興課長】 県内就職推進員につきま
しては、学校内での企業説明会を開いてくださ

い、長期のインターンシップができるように相

手先を確保してください、生徒と保護者のため

の企業見学会を実施してくださいと、この3点
を、今までの業務とは別に重点化して取り組ん

でいただきたいとお話ししております。 
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【堀江委員】 そうしますと、事務事業の評価結
果についての中で、平成29年度の見直し方向の
中に、私立学校の県内就職の取組についてメニ

ュー化するとありますね。メニュー化して進捗

管理を行うということですけど、私立学校は、

公立とはまた違って、とりわけ特徴がそれぞれ

あるじゃないですか。就職の段取り的な意味か

と理解をするんですが、メニュー化して進捗管

理を行うということはどうなのかというか、そ

れぞれの学校に応じて違うのではないかという

思いもあるんですけれども、メニュー化して進

捗管理を行う、これを来年度の見直しの方向に

したいと掲げている改善の内容につて、もう少

し説明を求めます。 
【小坂学事振興課長】 今ご説明しました3点を、
これはメニューですので取り組んでくださいと

いうのが原則的にはあるんですけれども、学校

によっては、例えば、保護者と生徒が一緒に企

業見学会に行くのはできませんから生徒だけ行

かせてくださいとか、それぞれの対応の内容に

ついて協議して、こういう形でやりましょうと

いうメニューをつくった上での管理をしていく

ということで、一方的に全てをやってください

ということは考えておりません。 
【堀江委員】 わかりました。要は、課長も私も、
県内の就職を進めるという立場で同じだと思っ

ているので。 
 ただ、県内就職ということを、これまでの県

内希望者の割合から全体の就職者の割合という

ことになった時には、これまでに比べたらどう

しても目標の数値が減りますから、ぱっと見た

目というか、成果として判断する際に、これま

で九十数パーセントと高かっただけに誤解を受

けてはいけないし、かといって就職は進めてい

ただきたいと思うので、見直しの方向がどうい

うふうになるのかという疑問がありまして改め

て質問したところです。 
 したがいまして、基本的なメニュー化はある

けれども、それぞれの学校に応じて対応すると

いう課長の答弁と理解をいたしましたので、ぜ

ひ、その方向で進めていただきたいと思います。

何かあれば教えてください。 
【上田総務部長】 今年度から事業内容を、県内
就職促進という観点で目標を掲げて取り組むよ

うにいたしました。これは、県全体の政策の方

向性を加味しながら、私学においても取り組ん

でいただきたいという趣旨で支援制度を設けた

わけでございます。 
 ただいま担当課長が申し上げましたが、それ

以外にも保護者、あるいはこどもたち、3割程
度県外に就職されている方々もいらっしゃいま

す。そういった方々にも県内にしっかりと目を

向けていただきたい。 
 そこには、県で現在準備しております本県の

暮らしやすさの情報、あるいは、本県で暮らす

ことの意味、そういったものもキャリア教育の

中でしっかり、学校の中で取り組んでいただき

たいということも入れております。いろいろ方

法はあろうと思いますけれども、単に企業さん

の情報を提供しますというだけではなくて、本

当に故郷に残っていただくこと、残っていただ

くことの経済的な、自然的な、社会的な価値、

こういったものをしっかり学習の中で取り入れ

ていただきたいと思っております。 
 現在、Ｎなびを県で設定しております。ここ

には1,000社近くの企業情報も入っております
ので、これをぜひ各学校で生徒、あるいは保護

者の方に活用をお願いしたい。あるいは、私学

も進学をいたします。就職される方以外は進学

をされますので、進学された方々に、ぜひＮな
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びに関心を持っていただきたいという意味で、

学校のホームページあたりにもＮなびを登載し

ていただきたい。こういったことをメニュー化

しまして、その中でできることを対応していた

だきたいと思っております。 
 私学は、これまで県内就職率は7割以上を保
ってきました。昨年度はそれが68％に下がって
おりますので、これを何とかトータルとして上

げていきたいということで、今後、積極的に取

り組んでまいりたいと考えているところでござ

います。 
【宅島委員長】 ほかに、議案外で。 
【小坂学事振興課長】 1点、修正をさせていた
だきます。 
 先ほど、県内就職推進員の新たに取り組む職

務内容としまして、「長期インターンシップ」

という表現をしましたが、県内企業へのインタ

ーンシップでございまして、長期はついており

ませんので、修正させていただきます。 
【宅島委員長】 ほかにありませんか。 
【渡辺委員】 中期目標の産学官連携の推進の関
係で、地元企業との連携強化ということをうた

っていますね。 
 バイオラボを含めて、産業労働部の関係で出

資をしていたところが、なかなかうまくいって

いないんですけど、今のこの現状ですよ。地元

企業と連携をしながら、いろいろ研究開発する

んでしょうけど、現状はどれぐらいの企業とタ

イアップしているんですか。わかれば教えてい

ただければと思います。 
【小坂学事振興課長】 例えば情報メディア学科
では、日本工営株式会社とスマートフォン等モ

バイルツールを用いた交通等支援サービスの高

度活用の検討があります。 
 実績は、「第2期中期目標・中期計画の主な

項目とその成果」の「地域貢献に関する目標」

で、4ページの10番に「共同研究・受託研究実
績」がございまして、平成25年度は24件、平成
26年度は19件、平成27年度は17件となっており
ます。 
【渡辺委員】 今までの成果があれば、大いにＰ
Ｒして、県立大学のＰＲの一つにしていいと思

うんですけど、そういう成功事例か何かありま

すか。 
【小坂学事振興課長】 どこまでＰＲをしたかと
いうことにはなろうかと思いますけれども、例

えば栄養健康学科につきましては、県立大学と

長崎大学も入りまして、新上五島町、振興公社

との合同で、椿油等の安定供給と新需要開拓の

ための品質特性、強化技術の開発ということで、

企業側の製品開発のとっかかりの部分に一緒に

入ってやってきているということでございます。

商品化まで携わって結果を出したかどうかとい

うことは、はっきりはわかりませんけれども、

その基礎研究のところに入っているという話か

と理解しております。 
【渡辺委員】 日曜日の「がっちりマンデー」だ
ったかな、民間企業と大学とタイアップして、

コンクリートにアミノ酸を混ぜればそのコンク

リートブロックから藻が出てくるとか、そんな

ことを発表していた。そういうのが長崎県立大

学でも何かあれば、こういうことが実現しまし

たよということで、大いにＰＲできる格好の材

料になるとじゃなかろうかなと思ったものです

けん、聞いてみました。 
 びわの葉をどうのこうのと前に聞いたことが

あるけど、それは違うんですか。長崎県立大学

ではなくて長崎大学のことかな。 
【小坂学事振興課長】 県立大学の栄養健康学科
が関わっております事業で、びわ葉混合発酵茶
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の長期摂取が人の体脂肪及び血圧に及ぼす影響

ということで一緒に研究したということでござ

います。「ワンダーリーフ」という名前で商品

化をいたしました。 
【渡辺委員】 商品化して、それが健康によいと
いうことでしょう。ヒット商品になったんです

か。 
【小坂学事振興課長】 保健健康指定食品までな
れば結構売れるんですが、なかなかそこまでの

審査が通らなかったと、ちょっとそこは難しか

ったということでございます。 
【上田総務部長】 今の審査を通る、通らないを
抜きにしまして、現在、新たな商品展開という

ことで、いわゆる健康茶ということでの販売に

つながっております。あるいは、摘果ミカンを

活用した新たな商品開発にも関わってきており

ます。 
 そういった意味では、本県の資源を有効に活

用する趣旨で、一次産業側、あるいは工業側と

結びつきながら、健康面での、あるいは栄養面

での基礎的な研究調査の役割を担って進めてい

るところでございます。今後とも、新しい需要

にはしっかりと応えていきたいと考えていると

ころでございます。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
 なければ、委員長を交代します。 
【坂本(浩)副委員長】 委員長、発言をどうぞ。 
【宅島委員長】 議案外で1点だけ、質問じゃな
いんですけれども。 
 昨夜、テレビの報道を見ておりましたら、「ラ

ンサムウエア」という初めて聞く言葉が出てき

て、何だろうなと思って見ていたら、要は、パ

ソコンとスマートフォンにウイルスが入って、

いきなり全くパソコンのデータが固まってしま

う。スマートフォンのデータも固まってしまう。 

 「ランサム」というのは身代金という意味で

す。身代金のウイルス。これを解除するために

は、80時間以内に1万円を払いなさいと、時限
爆弾みたいなセット。日本に入ってきて、今か

ら日本じゅうに広がると言われていたんです。 
 その番組では、子どももスマートフォン等を

持っていますから、子どものスマートフォンが

いきなりそうなって、慌てふためいて、子ども

がパニックになったり、そういった事例がある

ということです。 
 今後、日本全体の問題になってくると思いま

すので、きちっとですね、総務部長が今日はい

らっしゃるので、長崎県全体の問題として、ラ

ンサムウエアの対策を、きちんと県警本部と練

り合っていただきたいと思います。 
 特に、文教厚生委員会に関係あるところでい

えば、学校関係のパソコンが狙われることもあ

りますし、県民全体の生活の中でも、みんなス

マートフォンを持っているので、注意の呼びか

けとか、そこら辺を今後、身近に起きる問題と

して、昨日、報道があっていましたので、ぜひ

このことに関しては総務部長が中心となって、

県民の生活の安心、安全のためにご努力をして

いただければと思いますので、提言だけさせて

いただきます。よろしくお願いします。 
【上田総務部長】 ただいま、非常に重要な問題
提起のご意見がございました。 
 警察本部にもサイバーセキュリティ関係の組

織的な室が設けられているところでございます。

県立大学でもサイバー関係の研究に入っている

ところでございます。今後、いろいろと情報を

収集し、しっかりとした対応ができるよう努力

してまいりたいと考えております。 
【坂本(浩)副委員長】 委員長を交代します。 
【宅島委員長】 ほかに質問はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 質問がございませんので、総務
部関係の審査結果について整理したいと思いま

す。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ２分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 以上をもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。 
 次に、教育委員会関係の審査を行います。準

備に時間がかかりますので、2時15分からとい
うことで、よろしくお願いいたします。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時 ３分 休憩 ― 

― 午後 ２時１６分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会及び分科会を再開いたし
ます。 
 これより、教育委員会関係の審査を行います。 
【宅島分科会長】 まず、分科会による審査を行
います。 
 予算議案を議題といたします。 
 教育長より議案説明をお願いいたします。 
【池松教育長】 予算決算委員会文教厚生分科会
関係議案説明資料の教育委員会をお開きくださ

い。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案
「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6
号）」のうち関係部分であります。 
 はじめに、第131号議案「平成28年度長崎県
一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分

についてご説明いたします。 
 教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。この結果、平成28年度の教育
委員会所管の歳出予算総額は、1,382億6,495万
2,000円となります。 
 補正予算の内容につきましては、職員給与費

既定予算の過不足調整に要する経費として、7
億2,096万3,000円の減、公立高等学校等就学支
援費に係る支給対象者の増加に伴う経費として、

学校運営費3,343万6,000円の増を計上いたし
ております。 
 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般
会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ
いてご説明いたします。 
 教育委員会所管の補正予算額は記載のとおり

でございます。 
 この結果、平成28年度の教育委員会所管の歳
出予算総額は、1,404億4,813万6,000円となり
ます。 
 補正予算の内容につきましては、職員の給与

改定に要する経費として、7億2,327万6,000円
の増を計上しております。 
 以上で教育委員会関係の説明を終わります。 
 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
【堀江委員】 第131号議案、横長資料の4ペー
ジ、先ほど教育長が述べられました公立高等学

校等就学支援金の増に伴う3,343万円ですけれ
ども、公立高等学校等就学支援金は、年収910
万円以上は支給対象外ですけれども、年度途中

から対象になったという理解でいいんですか。 
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【野口教育環境整備課長】 今回、増で出させて
いただいておりますけれども、当初予算で今年

度の見込みを出します時に、平成27年度中途の
実績のパーセンテージに基づいて算定をしてお

りました。 
 それが、今年度に入りまして実際に今の時点

で年間の見込みを出しましたところ、1.1％ほど
見込みよりも多かったと。人数にいたしまして

全日制で約280人分ですけれども、一人当たり1
年間で11万8,800円の授業料となりますので、
その280人分で約3,300万円という今回の補正
でございます。 
【堀江委員】 280人程度ということですが、そ
うしますと、見込みの時点から結果として280
人増えるということは、それだけ経済状況とし

て厳しいというか、これはどういうふうに見て

おられますか。そこのところも教えてください。 
【野口教育環境整備課長】 その中身について、
少し分析もしてみました。 
 平成28年度の見込みを出します折に、それぞ
れ全日制、定時制、通信制と課程がございます

が、その時、なべたパーセンテージで全ての課

程に割合を掛けて今年度の見込みとしておりま

した。 
 通信制が、平成27年度を見てみますと66％ほ
どで、全体に比べてパーセンテージを落とすよ

うな要因があるんですが、そこも含めてなべて

のところで全ての課程に掛けておったものです

から、このような結果になったものというふう

に思っております。 
 それぞれの課程別のパーセンテージで見てい

きますと、年間を通じてそう変わらないような

ところはございます。経済状況が苦しくなった

ので増えたのだというふうな分析はしておりま

せん。 

【堀江委員】 そうしますと、来年度の当初予算
の見込みは、今までどおりということになるん

ですか。 
 私は、増えたので、経済的に厳しい家庭が増

えたのかなと、そのままの理解をしたんですけ

ど、そうではないとなれば、来年度の見込みと

いう形での算定の仕方は、これまでどおりとい

う理解でいいんですか。 
【野口教育環境整備課長】 この制度ができまし
て今年で3年目、完成年度でございます。それ
で、今回私どもが検証した結果、全てのパーセ

ンテージで出すというのは、やはり現実から少

し乖離する部分があると考えておりまして、そ

れぞれの課程別の割合で次年度の見込みは出し

ているところでございます。 
【宅島分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島分科会長】 質疑がないようですので、質
疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島分科会長】 討論がないようですので、こ
れをもって討論を終了し、採決をいたします。 
 第131号議案のうち関係部分及び第137号議
案のうち関係部分は、原案のとおり、それぞれ

可決することにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、各議案は原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定をされました。 
【宅島委員長】 次に、委員会による審査を行い
ます。 
 議案を議題といたします。 
 教育長より総括説明をお願いいたします。 
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【池松教育長】 文教厚生委員会関係議案説明資
料の教育委員会の1ページをお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第142号議案「職員の給与に関する条例等の一
部を改正する条例」のうち関係部分、第150号
議案「県立高等学校等条例の一部を改正する条

例」であります。 
 第142号議案「職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例」は、10月7日に行われた
県人事委員会の職員の給与等に関する報告及び

勧告や、国家公務員の取扱いの状況等を踏まえ、

職員の給与改定等を実施するため、関係条例を

改正しようとするものであります。 
 今回の改正の主なものは、平成28年度の給与
改定において、若年層に重点を置いた給料月額

の引き上げ、勤勉手当の0.1月分の引き上げなど
となっております。 
 また、平成29年度以降において、扶養手当に
ついて、配偶者にかかる手当額を他の扶養親族

にかかる手当額と同額の6,500円まで減額する
とともに、子に係る手当額を1万円に引き上げ
ることとなっております。 
 なお、行政職9級相当の職員は、子以外の扶
養親族に係る手当は不支給、また、行政職8級
相当の職員は、3,500円まで減額することとなっ
ております。 
 なお、詳細につきましては、この後、担当課

長からご説明申し上げます。 
 第150号議案「県立高等学校等条例の一部を
改正する条例」は、高等学校等を一旦退学し、

再入学した者が対象となる学び直し支援金につ

いて、就学支援金と同様に、学び直し支援金が

支給されるまでの間、授業料等の徴収を猶予で

きるよう、徴収に係る規定を改正しようとする

ものであります。 

 次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。 
 全国学力・学習状況調査の結果について。 
 本年4月19日に小学校6年生、中学校3年生を
対象に、国語、算数・数学の全国学力・学習状

況調査が実施され、その結果が、去る9月29日
に文部科学省から公表されました。 
 本県の正答率は、小学校算数、中学校国語B
問題、中学校数学Ａ問題において、全国平均と

同程度でした。小学校国語、中学校国語A問題、
中学校数学Ｂ問題では全国平均を下回ったもの

の、その差は1ポイント程度であり、昨年度よ
りも概ね改善されています。なお、これまで課

題であった、理由や根拠を示して文章で記述す

る問題は、国語において改善傾向が見られるも

のの、今後も継続して取り組むべき課題となっ

ております。 
 一方、児童生徒の生活の様子等に関する質問

紙調査からは、他者への思いやりなどの道徳性

の高さや、学校生活を肯定的に捉えていること

がうかがえるなど、多くの項目において望まし

い結果が出ております。 
 この結果を踏まえ、現在、大学教授を含む専

門委員会において、より詳細な結果分析や県学

力調査の結果分析と併せた改善策等の検討を行

っております。 
 県教育委員会では、引き続き各学校が指導の

改善や充実等に役立てることができるような教

職員研修を実施するなど、実効性のある学力向

上対策を推進してまいります。 
 2ページをご覧ください。 
 平成29年3月高等学校卒業予定者の就職内定
状況について。 
 本県の公立高等学校における新規高等学校卒

業者の就職内定率は、高校教育課の独自調査で



平成２８年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日） 

- 48 - 

は、10月末現在で75.6％と前年同期と同率でし
た。また、就職内定者のうち県内就職割合は

55.2％と、前年同期51.4％を3.8ポイント上回っ
ております。高校生を取り巻く雇用情勢は改善

傾向にあり、また、県内就職割合も前年度同期

と比較すると増えておりますが、まだ就職未内

定者が727人おり、楽観できない状況です。 
 県教育委員会では、これまで長崎労働局等関

係機関と連携して、県内企業に対し、採用枠拡

大と早期求人を要請するとともに、キャリアサ

ポートスタッフや進路指導職員を中心に、学校

と一体となって就職支援に取り組んでまいりま

した。 
 引き続き、関係機関とのさらなる連携強化を

図り、就職を希望する高校生全てが就職できる

よう支援に努めてまいります。 
 6ページをお開きください。 
 対馬歴史民俗資料館と対馬博物館（仮称）の

整備について。 
 対馬市が計画する対馬博物館（仮称）の建設

に併せて行う対馬歴史民俗資料館の再整備につ

いては、現在、対馬市及び設計業者と具体的な

協議を進めているところであり、施設の規模や

各諸室の配置、面積などの基本的な事項につい

ての整理を終え、各諸室の詳細な仕様などを実

施設計において検討しているところです。 
 今後、平成29年3月末までに設計業務を完了
し、平成29年度には建設に着手することとして
おり、引き続き、市との連携を図りながら、平

成32年度中の開館を目指して進めてまいりま
す。 
 追加1、1ページをお開きください。 
 教職員の不祥事について。 
 本年10月、長崎市内の商業施設で、女性のス
カート内をスマートフォンで撮影したとして、

長崎県迷惑行為等防止条例違反で逮捕された県

立特別支援学校講師1名について、11月25日付
で懲戒免職処分といたしました。 
 職員の綱紀の保持につきましては、これまで

も再三にわたり周知徹底を図っている中で、職

員がこのような不祥事を起こしましたことはま

ことに遺憾であり、県議会をはじめ県民の皆様

に対して深くお詫びを申し上げます。 
 今後、県民の皆様の信頼を回復するため、職

員一人ひとりが、関係法令の順守や全体の奉仕

者としての高い倫理観をもって行動するよう、

再発防止と綱紀の保持の徹底に全力を尽くして

まいります。 
 平成29年度の重点施策。 
 平成29年度の予算編成に向けて、長崎県重点
戦略素案を策定いたしました。これは、来年度

が2年目となる長崎県総合計画チャレンジ2020
に掲げる目標の実現に向けて、平成29年度に重
点的に取り組もうとする施策について、新規事

業を中心にお示ししたものであります。 
 基本方針及び主要事業につきましては、記載

のとおりであり、これらの事業につきましては、

県議会からのご意見などを十分に踏まえながら、

予算編成の中でさらに検討を加えてまいりたい

と考えております。 
 そのほか、公立学校児童生徒の問題行動等調

査について、子ども読書活動の推進について、

子どもたちの文化活動の推進について、文化財

の指定について、スポーツの振興について、事

務事業評価の実施について、施策評価の実施に

ついての内容と所管事項の詳細については、文

教厚生委員会関係議案説明資料に記載させてい

ただいております。 
 以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。 
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 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 次に、教職員課長より補足説明をお願いいた

します。 
【栗原教職員課長】 お手元に配付しております、
横長の文教厚生委員会説明資料の1ページをお
開きください。 
 第142号議案「職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例」のうち関係部分について

ご説明いたします。 
 この条例は、本年10月に行われた人事委員会
の報告及び勧告や国の取扱い等を踏まえ、今年

度の給与改定等を行うため、関係条例を改正し

ようとするものでございます。 
 具体的な改正内容についてでございますが、

まず、1の平成28年度の給与改定からご説明い
たします。 
 （1）給料表の改定につきましては、人事委
員会勧告どおり、国家公務員の俸給表の改定に

準じ、平均0.2％引き上げたいと考えております。 
 （2）期末勤勉手当の改定については、人事
委員会勧告どおり、国に準じた改定を行いたい

と考えております。引き上げの内容につきまし

ては、1ページ目から2ページ目にかけて記載の
とおりでございますが、1ページ目の一般職員
につきましては、現行の年間支給月数4.2月を、
勤勉手当について0.1月分引き上げ4.3月とした
いと考えております。 
 2ページをお開きください。 
 3の実施時期については、平成28年4月1日か
ら適用の予定としております。ただし、平成28
年12月期の期末勤勉手当の支給月数について
は、平成28年12月1日から適用したいと考えて
おります。 

 次に、3ページの2、平成29年度以降のその他
の改正について、ご説明いたします。 
 まず、1の扶養手当の見直しについてでござ
います。 
 民間企業及び公務における配偶者に係る手当

をめぐる状況の変化等を踏まえ、人事委員会勧

告どおり、国に準じて配偶者に係る扶養手当の

手当額1万3,000円を、他の扶養親族6,500円と
同額とし、子に係る手当額6,500円を1万円に引
き上げたいと考えております。 
 なお、平成29年4月1日からの段階的措置につ
いては、受給者への影響をできるだけ少なくす

る観点から実施しようとするものでございます。

ただし、行政職9級相当の職員は、子以外の扶
養親族に係る手当は不支給、また、行政職8級
相当の職員は3,500円まで減額したいと考えて
おります。 
 次に、4ページの2の第13条関係についてでご
ざいます。 
 平成27年4月1日に実施した給与制度の総合
的見直しによる給料水準引下げに伴う経過措置

期間を平成28年度末までとしていたものを、平
成29年度末までとする改正でございます。これ
らの実施時期は、平成29年4月1日から施行した
いと考えております。 
 以上で、給与関係の議案内容について、補足

説明を終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島委員長】 以上で説明が終わりましたので、
これより議案に対する質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
【堀江委員】 第142号議案ですが、給与の改定
で先生方の給与を引き上げるということ、それ

から、扶養手当の見直しで配偶者については減
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額、子どもについては手当を引き上げというこ

とになるんですが、最終的にはプラスになるの

か、マイナスになるのか、そこはどうですか。 
【栗原教職員課長】 扶養手当の見直しで申し上
げますと、学校関係につきましては、約2億
1,000万円ぐらいの増額になる見込みでござい
ます。 
【堀江委員】 わかりました。 
 もう一つ、条例改正の第150号議案について
お尋ねします。 
 学び直し支援金ですが、こういう事例はどう

なるんですか。就学支援金の対象者であった生

徒が、高校に入学して1学期で退学というか、
やめたとします。その次の年でもいいんですけ

ど、学び直しをすると、再入学するという時に、

これは活用できる制度と理解していいんですか。 
【野口教育環境整備課長】 高等学校に入学しま
して、さまざまな理由で中退をしまして、再度、

学び直しのために入学した生徒、平成26年4月1
日以降に、学び直しのために入学した生徒につ

いては、この制度の対象となります。 
【堀江委員】 平成26年というと、高校の就学
支援金ですよね。今までは授業料免除という制

度ではなかったかと理解をしているんですけど、

高校就学支援金と同時に国の補助事業として導

入された制度であれば、この条例改正は3年前
に行うべきではなかったかという素朴な疑問が

あるんですが、その点はどう理解したらいいで

すか。 
【野口教育環境整備課長】 委員おっしゃるとお
り、今の就学支援金制度については、平成25年
12月の法改正を根拠としまして、平成25年11
月定例会に条例の改正を上程いたしまして、猶

予の制度についても定めたものでございます。 
 就学支援金制度については法が根拠となって

いるんですが、学び直しの支援金制度について

は、根拠は法ではなくて国の補助金の交付要綱

となっておりまして、平成26年4月付で都道府
県に対して通知がなされ、それを根拠として各

都道府県においても補助要綱をつくり実施をし

ているというものでございまして、平成25年11
月定例会に上程をいたしました条例の中身では、

まだその制度自体が固まっておりませんでした

ので、その際に上程をすることはできなかった

ものでございます。 
【堀江委員】 長崎県立高等学校学び直し支援金
補助金実施要綱、長崎県の教育委員会のホーム

ページを開くと、この要綱が出てきて、実施要

綱は平成26年度の予算に係る補助金から適用
するということで、もう既に要綱そのものはつ

くられていて実施をされていると理解をしたん

ですが、この間にどれぐらいの生徒がこの支援

金を活用したのかということも教えてください。 
【野口教育環境整備課長】 平成24年4月1日以
降に中退した生徒さんたちが再入学しての制度

ということで、平成26年の中途から、その適用
になる方々が出てくるわけですが、平成26年度
の実績が17名、平成27年度が66名、平成28年、
今年度が116名という状況でございます。 
【堀江委員】 理解いたしました。 
 そうすると、就学支援金制度と同時に、今回

の学び直し支援金の要綱は貴重な、いわゆる保

護者負担軽減を進めるための重要な要綱という

ことで理解をして、本来であれば3年前にすべ
きところだったんだけれども、国の法律との関

係、その後の十分な現状を見ての整備というこ

とで、今回の条例改正という理解でいいですか。 
【野口教育環境整備課長】 就学支援金について
は、制度の発足の時から条例で猶予を定めさせ

ていただいて、申請から認定されるまでの間は



平成２８年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日） 

- 51 - 

授業料として納めなくてもいいですという制度

でやってきていたところ、学び直し支援金につ

いては、先ほど申し上げましたように条例化が

できませんでしたので、これまでは申請から認

定されるまでの間、2～3カ月ですけれども、授
業料を一時的に負担をしていただいたところで

ございます。 
 一方で猶予をしておきながら、もう一方では

一時的ではあっても負担をしていただくという

不均衡は私どもも感じておりましたので、平成

28年度から実施をしたいということで、規則に
よってこれを定めたいというような検討もした

経緯がございます。 
 ただ、就学支援金については条例でお諮りを

して定めているところでもございますので、学

び直し支援金についても条例という形で議会に

お諮りをして、条例という形で定めた上でやる

というふうな整理になりまして、今回、条例を

上程させていただいたということでございます。 
【堀江委員】 課長の説明はよくわかりました。
賛成の態度をとらせていただきます。 
【宅島委員長】 ほかに質疑はございませんか。 
【渡辺委員】 第155号議案の、先ほどの平成26
年度が17名、平成27年度が66名、平成28年度が
116名は、学び直しの生徒の数ですか。 
【野口教育環境整備課長】 一旦中退して再入学
をした、学び直し支援金の対象となる生徒の数

でございます。 
【渡辺委員】 そうしたら、高校を一旦退学した
人は何人ぐらいいるんですか。よければ、退学

したその要因、金銭的なものなのか、病気的な

ものなのか、高校を断念した生徒の数と、その

要因はわかりませんか。 
【宅島委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時４０分 休憩 ― 

― 午後 ２時４０分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
【本田高校教育課長】 本県の退学者数は、3年
分しか今、手元にございません。それでよろし

ゅうございますか。 
 平成25年度が454名でございます。平成26年
度が389名でございます。平成27年度が330名で
ございます。 
 中途退学の理由ですけれども、まず、最も多

いところが進路変更でございます。別の高校へ

の入学を希望して移っていくということが1つ
目でございます。次に、学校生活、学業不適応

ということが2番目の要因として上がっており
ます。その他は少ない要因でございます。 
【渡辺委員】 進路変更、学業不適応、合わない
ということが大体半分以上を占めているんです

か。割合がわかれば教えてもらえませんか。 
【本田高校教育課長】 進路変更が53.3％でござ
います。学業不適応が24.8％でございます。 
【渡辺委員】 子どもの貧困が最近うたわれてい
るんですが、要するに貧困による退学がどれぐ

らいか、わかっておれば教えていただけません

か。 
【本田高校教育課長】 経済的理由といいますの
が1.5％でございます。 
【宅島委員長】 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 質疑がないようですので、以上
をもちまして質疑を終了いたします。 
 次に討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 討論がないようですので、これ
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をもって討論を終了し、採決をいたします。 
 第142号議案のうち関係部分及び第150号議
案は、原案のとおりそれぞれ可決することにご

異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、原案のとおり、それぞれ可決すべき

ものと決定をされました。 
 次に、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、総務課長より説明をお

願いいたします。 
【田渕総務課長】 「政策等決定過程の透明性等
の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した教育庁関係の資料についてご説明をいたし

ます。 
 対象期間は、本年9月から10月まででありま
す。 
 まず、1ページから6ページですが、県が箇所
付けを行って実施する市町等に対し内示を行っ

た補助金についての実績でありまして、直接補

助金が学校施設環境改善交付金など計53件、間
接補助金が市立高等学校等就学支援費1件とな
っております。 
 次に、7ページですが、1,000万円以上の契約
案件について実績でありまして、競争入札の結

果については8ページに記載のとおりでありま
す。 
 次に、9ページから18ページについてですが、
これは知事及び部局長等に対する陳情・要望の

うち、県議会議長宛てにも同様の要望が行われ

たもので、内容は、長崎市の県に対する要望な

ど計7件となっております。 
 次に、19ページから20ページは、附属機関等
会議結果として、長崎県社会教育委員会の会議

結果を掲載しています。 
 以上で説明を終わります。 
【宅島委員長】 ただいま総務課長から説明がご
ざいましたけれども、何か質疑はございません

か。 
【松島委員】 政策等決定過程の透明性等の提出
資料で、額はそんなに大きくないんですけど、

大事なことなので確認したい件が、5ページ下
段に、直接補助金の指定文化財保存整備事業補

助金、文化財の保存に関わる事業の補助金の県

内内示でありますが、県内4カ所、平戸市、新
上五島町、南島原市、壱岐市の内示額が684万
5,000円と。この後、それぞれの配分はどう決ま
っていくんですか。 
【金子学芸文化課長】 今回、4市町に配分をし
ておりますけれども、内示一覧表の作成要領に

つきましては、内示額を示すことによりまして

補助対象者の事業執行に支障を来すおそれがあ

る場合は、複数の補助対象者の内示額をまとめ

て記載することにより対応するということにな

っております。5ページに載せているものにつ
いては、おのおの一つの事業に対して補助金が

出てきますので、それを逆算していくと事業費

がわかってしまうということもありますので、

トータルで4件をまとめて載せているというこ
とであります。 
【松島委員】 南島原市分を事前にお聞きしまし
たら、今回は、原城跡の地域を整備するために、

個人の土地がまだ残っているので、その土地の

買い上げに対する補助だったかと思います。 
 こういう場合、土地の買い上げのおよその額

を設定して、それを国に要望額として出して、

検討されて内示がおりてくるんですか。 
【金子学芸文化課長】 今回の原城につきまして
は、南島原市の申請を受けてやりますけど、国
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の史跡公有化につきましては国庫補助が8割あ
ります。残りについて県が5分の2を出すという
ことですので、国が8割、地元が12％、県が8％
というふうになります。その8％の部分につい
ての金額がここに載ってきますので、その8％
から逆算していけば全体の事業費がわかってし

まうということになります。 
【松島委員】 概ねわかりました。 
 これは心配している点でして、これから世界

遺産になる過程にあるんですけど、結構個人の

土地がありまして、これからどうなるんだろう

と、急いでいろいろ手を打っていかないと、後

の祭りになってはいかんなと心配があります。

一義的に地元が頑張らんばいかんですけど、県

としても、ちょっとそのことを頭に入れて、丁

寧に南島原市と対応していただければと思って

います。 
【宅島委員長】 ほかに、ございませんか。 
【堀江委員】 委員長、参考配付は議案外になり
ますか。それとも、今の議論になりますか。 
【宅島委員長】 政策等決定過程の資料に載って
いれば、いいです。 
【堀江委員】 載っていなくて、参考配付なんで
す。1,000万円以上の契約状況ということで。 
【宅島委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時４８分 休憩 ― 

― 午後 ２時４８分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 ほかに質問はございませんか。 
 質問がございませんので、次に陳情審査を行

います。 
 お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。 

 陳情書につきまして、何かご質問はございま

せんか。 
【堀江委員】 陳情番号38番、陳情書のページ
数でいうところの8ページ、しま留学生受入事
業充実に必要な支援措置について、それから9
ページの奈留高校、五島南高校の機能充実と魅

力化の推進について。要望する内容につきまし

ては、これまでの文教厚生委員会の中でも取り

上げてきた内容ですが、陳情でも五島市が出さ

れているので、それぞれ端的にいいので、見解

をお示しいただきたいと思います。 
【草野県立学校改革推進室長】 奈留高校及び五
島南高校の魅力化の推進についてということで、

先般、第8次実施計画に基づき、五島南高校と
奈留高校に離島留学制度を平成30年から拡充
しようということで進めております。今後、こ

れらの生徒を募集するに当たって、さまざまな

広報活動、学校説明会や宿泊体験活動など、こ

ういったものを五島市と一緒に共同して連携し

てやっていこうということで、来年度の生徒の

募集に向けての広報費や体験活動費などの予算

要求をしていこうということで進めております。

（発言する者あり） 
 しま留学事業の支援につきましては、五島市

が独自でやられています、久賀島・奈留島に小・

中学生から留学してくる際の経費についても、

県から支援ができないかという要望でございま

すけれども、この分については企画振興部が窓

口となり検討しておりますが。今のところは、

財政状況からなかなか厳しいと伺っておりまし

た。 
【堀江委員】 しま留学の問題は、里親の委託費
にかかる県の補助金制度の問題でもあるんです

けれども、いずれにしても財源が厳しいのは承

知の上で、しまの活性化のために必要というこ
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とで要望している内容でありますので、ご検討

いただきたいと思います。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
【渡辺委員】 54番で、壱岐の教育委員会に行
政指導をせよという陳情がきていますが、それ

についての見解はいかがですか。 
【野口教育環境整備課長】 この陳情の内容とし
ては4件ほどあったかと思っております。その
うちの3件は、壱岐市の財務規則等に基づくと
ころでの契約の案件で、もう1件が中学校の設
置に関することであったかと思っておりますが、

契約については地方自治法、それから壱岐市の

財務規則によって適正にやっていかれるもので

あろうと考えておりまして、私どもとしての指

導の及ぶところかというと、そのようなもので

はないんじゃないかというふうに思っておりま

す。 
 それともう1件、中学校の建設に関わっての
ことがございました。私どもも、学校を建てる

に当たっては、当然ながら子どもたちにとって

の安全・安心な建物の建設が大前提となってま

いりますので、そのようなところで建築の経過

なども見ているんですけれども、今回の経緯に

ついて、私どもも壱岐市と話をして中身を聞い

たところもございますけれども、県教育委員会

として指導すべき内容があったかというと、そ

ういったことはございませんでしたので、その

ような指導というものはしておりません。 
【外間委員】 陳情番号62番で、長崎県立武道
館への冷房機器の設置について、空手道連盟、

柔道協会、剣道協会、佐世保市のそれぞれの協

会の連名で陳情が上がっておりますが、これに

ついての見解を承れればありがたく存じます。 
【森体育保健課長】 県立体育施設については、
多くが建築後20年以上を経過しておりまして、

改修を要する箇所が年々増加している状況でご

ざいます。緊急性を考慮の上、概ね5年程度の
改修計画を立てて、毎年度予算要求を行ってい

るところでございます。 
 平成29年度の予算要求につきましては、県立
総合体育館の照明や空調、給排水などを管理す

る中央監視装置がたびたび故障し運営に支障を

きたしていると指定管理者から報告を受けてお

りますので、それを優先したいと考えておりま

す。 
 なお、県立武道館につきましては、平成30年
度になりますけれども、非常用発電設備等が更

新時期にきていますので、それと併せて空調等

についても考慮していきたいと考えております。 
【外間委員】 平成30年度に対処する旨のお言
葉を賜りました。 
 造りは大変いいんですけれども、風通しがあ

まりよくないと聞いておりまして、特に剣道は

防具をつけてやる競技で、夏には熱中症の子が

出てくるということで、対処していただけるも

のということでありがたく、ただいまの回答を

了といたします。 
【森体育保健課長】 夏場に利用する際には、扇
風機を各所に設置するとともに、受付前に熱中

症指数等を表示して注意喚起を行うとともに、

体調不良を訴えた利用者に対しましては氷水を

提供するなどの対応を行っておりますが、1年
間辛抱をいただきまして、その次の年に何とか

工事ができるように、予算要求に向けて頑張り

たいと思っております。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
 質問がないようですので、陳情につきまして

は承っておくことといたします。 
 次に、議案外所管事務一般について、質問は

ありませんか。 
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【堀江委員】 高校生のためのふるさと長崎就職
応援事業について質問したいと思います。 
 キャリアサポートスタッフ事業が、今年から

改められての事業ですけれども、目標の定め方

ですよね、私学との兼ね合いで。 
 私学ですと、県内就職希望者のうち県内に就

職した割合がこれまでのキャリアサポートスタ

ッフ事業の目標だったんですけど、今度から、

全就職希望者のうちの県内に就職した割合とい

うことで、それを目標に掲げて取り組むという

ことです。 
 公立の場合は、配置校における高校生の全就

職内定者に対する県内就職内定者の割合と。こ

の配置校におけるという意味は、どうとったら

いいんですか。要は、目標は私学と一緒がいい

のではないか。政策評価委員会の意見に、似た

ような事業があるじゃないかというふうな指摘

があるんですけど、それはどう理解したらいい

のか教えてください。 
【本田高校教育課長】 予算決算委員会の分科会
でもお答えをした経緯がございますけれども、

教育委員会のスタンスとしましては、キャリア

サポートスタッフの成果が見える形というのは、

配置校における県内就職率のアップというふう

に考えております。 
 県立学校のうち高等学校においては、20名を
37校に配置をしております。それから考えます
と、55校のうちの37校でございますので、7割
近くの学校に配置をしていると考えております。 
 今、総務部とどちらの指標がいいのか協議を

しているところでございます。教育委員会とし

ては、成果を見るという意味では配置校の成果

がいいのではないかと考えているところでござ

います。 
【堀江委員】 私がこれにこだわるのは、教育委

員会もほかもそうですけど、結局、掲げた目標

がどうだったかという見方が非常に強いじゃな

いですか。要は、私学であっても公立であって

も、県内の子どもたちは県内に就職してほしい

ということは教育委員会も私も同じ立場だと思

うんですけど、そこをどう見るかという時に、

一方の指標はこうで、もう一方の指標はこうで

というのはどうなのかなと私としては思うもの

ですから、高校生を長崎に就職させようという

ための事業で、もともとの名前もキャリアサポ

ートスタッフ事業で公立も私学も同じでやって、

もともと公費であったものを県単にしてまでも、

知事も認めた事業であるだけに、そこら辺の統

一性もあったがいいのではないかという思いが

あって、この質疑を決算の時からやっているわ

けです。 
 確かに、公立の場合と私学の場合と学校数も

違いますから、課長が言われるように、より成

果を見るには配置校における場合がいいという

のも、なるほどとうなずくんですが、いずれに

してもそれが議会にもわかる形で、こういう目

標の設定の仕方をしたということを十分してお

かないと、とりわけ成果説明書なども、これま

でと違って、たかだか2～3行でしか内容が説明
されないですよね。今までだったら、半ページ

ぐらいに事業の内容がこうでというのがあった

んですけど、そうでないだけに、どう見るかと

いうのは非常に私は左右されるというふうに思

います。 
 配置校における方が公立としては頑張った指

標がよくわかるということであれば、それはそ

うといたしますが、いずれにしても政策評価委

員会が言われたように、似たような事業という

ことでは同じだと思うので、協議中と理解をし

ておりますけれども、それがもっとわかるよう
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に表示していただきたいと思うんですが、再度

見解を求めます。 
【本田高校教育課長】 まだ結論は出ていないと
ころでございますが、委員のおっしゃったご意

見を十分に反映させながら、また検討してまい

ります。 
【堀江委員】 もう一つ、1,000万円以上の契約
状況の集中契約分で、9月から10月分の一覧表
が参考資料として出されました。これはこれと

して、所管の建築課だけに出されるんじゃなく

て、直接該当する文教厚生委員会にも集中契約

分が出されるということは、私はいいことだと

思っています。 
 そこで、私の勉強不足を棚に上げて質問する

んですけど、9月から10月の参考配付資料を見
ますと、6番からずっと、ろう学校の教育棟の
建設工事、ろう学校の管理棟の工事、ろう学校

の特別教室棟の建設工事、ろう学校の寄宿舎の

建設工事、10番はろう学校の体育館の建設工事
ということで、いわばろう学校の移転建替えに

伴う、それぞれ5つの契約がされているわけで
すね。 
 今議会の最初に、委員会の初日に即、委員会

を開いて補正予算を審議しましたね。あの時に、

ろう学校の建設費も内容として出されていたん

ですが、あの時の説明の際に私が、どうして数

字が出ないんですかと言ったら、それは出せま

せんということで、最終的には、ろう学校とし

ては2件あって9億8,500万円ですという答弁を
されました。しかも、「これは経費の一部です」

と言われましたが、その経費の一部の際に、集

中契約として10月の時点で、それぞれ主要な棟、
体育館については契約をしますと、そういう補

足的な説明はできなかったのかなと思うんです

けど、それとはまた違うんですか。 

【野口教育環境整備課長】 ここに書いておりま
すとおり、9月から10月にかけて契約が済んで、
契約金額まで明らかになっているものはこの5
つでありまして、この5つの中身といいますの
は、それぞれ5つの棟の建築に関わる入札とそ
の結果ということでございます。 
 今後、管工事とか電気工事といった、また違

う入札、契約を控えているものですから、全体

的な工事の予算がなかなか出しづらいというよ

うな説明をさせていただいたものでございます。 
 前回ご指摘をいただきまして、全体の中でど

のような提示の方法があるのかということにつ

いては、私どもが委託をしております土木部建

築課とも今はまだ話をしているところでありま

すので、今後どのような対応ができるかについ

ては、また検討をさせていただきたいというふ

うに思っているところでございます。 
【堀江委員】 つまり、私たち議員が知り得る資
料として、12月9日に教育環境整備から、ろう
学校の施設はこんな施設ですと聞きました。も

ちろん管理棟、教育棟、いわゆる構造物があり

ますけど、言われるように電気がありというふ

うに出てきますよね。確かに契約はそうなんで

すけど、一度にそういう資料がきちんとあって、

契約がここで、金額が無理としても、議員は毎

年いないわけで、この時点で契約をする際にと

いうか、予算として上げる際には、これまでの

契約が済んで、ここの部分はもう終わっていて、

これからの分はこうやりますと、その全体像が

見える資料が私は欲しいなと思いながら、この

前の補足説明資料も読んだんです。 
 経費の一部は一部なんですけど、具体的にど

ういうものかと数字が出せないだけに、出す、

出さないは検討中だということで、きちんとそ

れは説明もしていただければいいと思うんです
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が、要は、移転に係る建築工事ですよというこ

とだけがぽんと出て、それが全体像の中で、6
月定例会でこれ、9月定例会でこれ、11月定例
会でこれ、あるいは新年度でこれとかというふ

うに、そこがよく見えないだけに、何か小出し

で見ていると、どうしてもそういう気分がぬぐ

えないんです。 
 さらには、ろう学校の施設についての説明が

あって、参考資料を見ると、11月定例会が始ま
った初日に審査すると。補正だけだったので、

この参考資料を私が見なかったということは棚

に上げて質問しているんですけど、もっと見れ

ばよかったんですが、そこの部分の資料の出し

方は、とりわけ大きな建物で、1定例会でぽん
と上げられないのは当然だと思いますので、も

う少し全体像が見える配付の仕方をもっと検討

していいのではないかと、これを見て私は非常

に思いました。 
 言われたら、そうだそうだ、電気もあるしと

思うんですけど、これまでの資料だけでは具体

的に何なのかはよくわからないという部分がち

ょっとあって、そこがわかる資料をつくってい

ただきたいなとちょっと思ったものですから、

議案外のこの時間を使って、私の意見というか

思いとして発言させていただいたんですが、最

後に見解を教えてください。 
【野口教育環境整備課長】 施設、敷地部分につ
いての全体の工事については、この間、別途資

料でそれぞれ説明をさせていただいたとおりで

ございまして、確かに委員おっしゃるとおり、

その時、その時の資料を見ていくと、小出しに

というようなイメージを持たれるのではないか

と思います。 
 今後、こういった大きな、年度がまたがるよ

うな工事の場合に、どういった説明が適切であ

るかということについては、また考えさせてい

ただければと思っております。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
【渡辺委員】 今の件の続きですけど、経済対策
で先に論議しましたよね。あの時に、基盤整備

の工事と建築の部分と2つあって、それぞれに
契約案件に関わるから金額はできないと言われ

たよね。普通、基盤整備というのは、一番まず。 
 この資料を見て、これだけ契約をされている

のにちょっとびっくりしたんですよ、率直に言

いまして。12月9日に審議した時は、こういう
発注が済んでおると思うとりもせん。これ、契

約を見れば10月7日に全部契約しとるですたい。
こういう建築工事につきましては、その時にな

ぜ説明せんやったとですか。あの時の私のイメ

ージは、基盤整備して1棟だけ造るのかなとい
う思いで9日の審議に応じたつもりだったんで
すよ。 
 しかし、10月7日にこれだけの建築工事を発
注してしまっているわけですたい、契約をです

よ。これはどういう建物か、もうわかっている

わけでしょうが。その時になして言わんやった

とね。 
【野口教育環境整備課長】 先議案件での経済対
策の中身については、国の経済対策に伴う部分

ということでのご説明を差し上げたつもりでご

ざいます。 
 このたびのろう学校の建設工事については、

予算も含めて、平成28年2月定例会において予
算を上程した折に文教厚生委員会にお諮りをし

ておりますので、その際にろう学校のことにつ

いては一定お話をして、平成29年度をまたぐ債
務負担もございまして、その件についてもご説

明をしているという経緯がございましたので、

先日の経済対策の先議の時には、そのことに関
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わる補助事業についてのみのお話をさせていた

だいたということでございまして、決して隠し

ていたようなことはございません。 
【渡辺委員】 私たちも、いろんな広い分野で予
算審議をする時に、一つひとつ覚えていない。

皆さん担当はちゃんと覚えているかもわからん

ばってん、私たちはそこまでの記憶力はなかさ。

これに関連するならやっぱり、これだけ発注し

ておりますよと説明するのが本当やかね。 
 この辺は今後、既に2月定例会に諮っており
ましたから関係ないですよ、ではなくて、一連

の関連することは、ろう学校の移転問題に対す

るスケジュール等もあるわけですから、説明を

もう少し詳しくするように、今後よろしくお願

いしたいと思います。 
【野口教育環境整備課長】 確かに委員おっしゃ
るとおり、ごもっともだと思います。そのよう

な丁寧な説明をすべきであったと思います。今

後、気をつけたいと思います。 
【宅島委員長】 ほかに質問はございませんか。 
【近藤委員】 一つ、学校教育のことで。 
 学校教育の現場が一番変わったのが、学校評

価というのが出てきて、そこで現場ががらっと

変わって忙しくなったような気がします。また、

忙しくなりました。 
 学校も一生懸命、評価ということで、いろん

な面で取り組んでやって、私立も公立も一緒な

んですけれども、その後、どういうふうになっ

ているのかというのが見えないところがあるも

のですから、評価について、今、県としてはど

ういうふうな形でやっているということを教え

ていただければと思います。 
【本田高校教育課長】 学校評価につきましては、
取り入れまして10年以上経過しているところ
でございます。現在、県立学校におきましては、

公立、特別支援学校高等学科を合わせまして、

各学校のウェブページ、ホームページ上に学校

評価を各学期ごとに掲載して、全ての学校で見

られるようにしているところでございます。 
 また、特に高等学校で行っております授業評

価につきましては、生徒からの授業評価をそれ

ぞれの教科担任が受けて、それをまた管理職の

面談等の中で協議し、指導、改善等に活かすと

いうことで活用しているところでございます。 
【木村義務教育課長】 義務の小・中学校もほぼ
同様でございます。各学校が、学校教育目標を

項目とした内容について調査内容を定めまして、

主に保護者、そして教職員自身、また子どもた

ちにもアンケートを取り、それを集計したもの

を全て子どもたち、地域、そして保護者に返す

という形をとっております。その後、評価委員

の方々と意見交換をしながら、次年度の方向性

等を見つけていくという方策をとっております。 
 なお、各教職員に対しましても、学校経営の

向上に向けた取組について共通理解しながら、

各々がどのような取組ができるかということに

ついても確認をして、学校経営に参画していく

という形をとっています。 
【近藤委員】 評価制度が出てきてから、いろん
な形で現場が変わったのは間違いありません。 
 せっかくやるんだったら、それが実になって

いくように、子どもたちのために、また教員の

資質が上がっていくような形で使っていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 
【宅島委員長】 ほかに質問はございませんか。 
【渡辺委員】 3ページの「公立学校児童生徒の
問題行動等調査について」ということで、暴力

行為が長崎県でも490件と前年度より69件増加
しておりますということです。具体的に小・中・

高校の内訳を。 
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 そして、全国的にも増えているわけですが、

長崎県で69件増加したのは、どういうものが増
加しているのか、その要因がわかっていますか。 
【中小路児童生徒支援室長】 暴力行為に関しま
しては、対教師暴力、生徒間暴力、対人暴力、

器物損壊の4つの分類で調査しております。そ
の形態別でいいますと、対教師暴力につきまし

ては、小学校は14件で、平成26年度は7件でし
たので倍になっております。器物損壊につきま

しても5件から14件に小学校での暴力行為が増
えております。 
 中学校におきましては、対教師暴力が44件か
ら51件に増えております。 
 高等学校におきましても、対教師暴力が5件
から11件、対人暴力、外部の人間との暴力が1
件から5件、器物損壊が17件から22件に増えて
いる現状でございます。 
 分析としましては、やはり精神的な不安定が

主な原因で、特に小学校では、感情をうまく抑

制できない子どもや、対人関係を構築する力が

弱いとか、感情のコントロールがうまくできな

い、特に小学校部分でそういう子どもが増えた

と分析しております。 
【渡辺委員】 今言われた中身について、せっか
くこういう問題行動の調査をされているわけで

すから、その結果について、表があるんでしょ

う。後で示してください。よろしくお願いしま

す。 
【宅島委員長】 今、渡辺委員から、資料の提出
の要求がありましたけど、よろしいですね。 
【中小路児童生徒支援室長】 これについては、
発表の時に一度お配りしていると思います。 
【宅島委員長】 再度、お願いします。（「はい」
と呼ぶ者あり） 
【渡辺委員】 もらっておきながら、再度要求し

て、すみません。 
 4ページに、不登校とか、いじめとか、暴力
行為とか、児童生徒間の問題行動等の未然防止

や早期発見に努めというふうに表現されており

ますが、具体的にどういった取組をして未然防

止に取り組もうとしているのか、その考え方を

お示しいただけますか。 
【中小路児童生徒支援室長】 基本的には3本柱
と申しますか、まず1つ目は、そういうことが
発生しないような魅力的な学校づくりでござい

ます。2つ目は、スクールソーシャルワーカー、
スクールカウンセラーを活用した教育相談体制

の充実。3つ目は、やはり子どもたちと接する
教職員の資質とか、そういうことを発見し、適

切に対処する適性を高めていくということを考

えております。 
【渡辺委員】 そういうことで、ぜひ頑張って、
減るように努力をしていただきたいと思います。 
 この間、長与のＩＣＴ現場を見学させていた

だきまして、私どもの中学校時代とはかなり違

う状況がわかりました。 
 長与の中学校は指定校になっているわけでし

ょう。あの指定校は、県下に何校を指定して、

ああいったモデルケースでやっているんですか。 
【木村義務教育課長】 今年度は、長与町立長与
中学校と、もう一つは佐世保市立の宮小学校の

2校を指定しております。 
 昨年度までに小学校6校、中学校6校の12校を
3年間指定いたしました。 
【渡辺委員】 そうしたら、指定校以外の学校に
ついては、段階的にＩＣＴ教育を取り入れて、

それこそわかる授業をしていかんばいかんとで

しょう。わかりやすいじゃなくて、わかる授業

でしょう。そのほかの学校については、どうい

った取組を今後していく方向なんですか。 
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【木村義務教育課長】 この前の長与中学校には、
電子黒板が全普通教室に配置されているという

ことでありましたが、現在、電子黒板が整備さ

れている学校の割合は、今年3月1日現在で小・
中学校の93.4％ですので、年々増えて、ほぼ全
ての学校で電子黒板が整備されています。長与

中学校と同じように、全ての普通教室に電子黒

板が整備されている市町も5市町ございます。
よって、指定校ではなくても、電子黒板を含め

タブレット等の整備は着実に進んでおります。 
 併せて教職員の資質向上が当然必要になるわ

けですが、平成26年度から全市町を対象に、ま
ずは全ての学校から1人ずつ、中核となる教員
を呼んでの研修を実施しました。平成27年度か
ら、市町と協力しながら、全ての市町でさらに

もう一度研修会を実施しております。指定校が

先んじてはいますが、指定校の内容等をそのよ

うな研修会で広めることで、また、各市町教育

委員会のＩＣＴ機器に対する理解がかなり進ん

でおります。概ね遅れをとることなく、先進校

の実践事例をもとにしながら、県下一斉に進ん

でいるという状況であります。 
【渡辺委員】 そういうことはどんどん進めると
ともに、5ページにもありますが、読書の関係
です。本を読みながら、頭の中で空想とかイメ

ージをわかせていく、そういう能力はやっぱり

磨いておかねばいかんと思います。子どもたち

に「読書習慣を身につけてもらうよう努めてま

いります」とありますけど、今の学校の中にお

ける読書の時間は、週に何時間とか、月に何時

間とか、固定の時間帯があるんですか。 
【宮崎生涯学習課長】 読書の習慣をつけるため
に、学校、家庭、地域が一体となって取り組ん

でおります。 
 学校においては、10分間程度の読書活動を週

に2、3回、各校の状況に基づいて、そういった
時間帯を設けていただくよう依頼をしていると

ころです。 
【渡辺委員】 たった10分間ね。具体的に各学
校にお任せをして、できるだけ10分程度、週に
2回ぐらいしてくださいと、学校の自主性に任
せるのか。 
 固定的に、週に30分しなさいよとか、そうい
う規定というか方針はないんですか。 
【宮崎生涯学習課長】 学校につきましては、全
校一斉読書活動の推進ということで、小学校、

中学校、高校にお願いをしているところでござ

います。本に親しむ機会を確保し、全国に比べ

て良好な成績を収めていることをキープすると

いう意味合いからも、そういったお願いをして

いるところでありまして、具体的な数値は設定

しない形でのお願いをしております。 
【渡辺委員】 私が危惧するのは、最近のＩＣＴ、
ＩＣＴと、それを使うのはよかですよ。使うと

はよかけど、頭の中で空想とか、考えていく。

ただ見てわかる、わかりやすい授業になってい

るんですけど、子どもたちの脳を鍛えるために

は、それに頼るんじゃなくて、読書だとか、長

与は黙想をすると言っていたんですけど、集中

力、人の話を聞く能力を養っていかねばいかん

と思いますので、その辺は十分にですね。ＩＣ

Ｔにただ走るんじゃなくて、人間が本来持って

いる人間性の能力を育む教育も気配りをしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 
【木村義務教育課長】 視察の際のＩＣＴの話題
の時に、書く活動はどうなっているのかという

委員からのご指摘がありました。 
 書く活動については、私どもは大変重要なこ

とということで、長崎県小・中学校全ての教室、
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授業で取り組むようにというふうに進めており

ます。 
 一概に書く活動といえば、自分の考えを書く

ということをイメージするのですが、委員から

ご指摘があったように、与えられた情報を聞き

取って整理するとか、本で調べたことをまとめ

るとか、または、人がわかるように整えてプレ

ゼンするとか、そのようなことを全て含めるも

のだと思います。 
 これについては、ＩＣＴ機器を活用して教師

の説明をわかりやすく短時間にすることで、書

く活動や子どもがじっくり考える時間を保障す

るというように私どもは考えております。あく

までもＩＣＴ機器というのは一つの道具に過ぎ

ません。 
 おっしゃったとおり、子ども自身が自ら問題

を捉え、自ら、どうやって解決したらいいかと

考え、それを導き、自分の行動に移していく、

本来の学びを最も大切にしたいと思います。全

く同感でありますので、引き続き進めさせてい

ただきたいと思います。 
【渡辺委員】 6ページに「対馬民俗資料館と対
馬博物館（仮称）の整備について」ということ

で載っております。ちょっと確認したいんです

が、対馬市が対馬博物館の建設を行って、県が

対馬歴史民俗資料館の再整備をすると理解して

いいんですか。 
【金子学芸文化課長】 対馬市が新たに博物館を
つくります。その隣接地に、対馬歴史民俗資料

館を持っていますけれども、それを含めて一体

的に整備をしたいという申し出があって今やっ

ていますので、基本的には対馬市が博物館をつ

くる、その一部に私たちが収蔵庫を含めた研究

センターをつくるということで、発注も対馬市

が行いまして、県は負担金を納めるということ

で計画は進めております。 
【渡辺委員】 そうしたら、そこは対馬市が主体
になって、負担金をやって、運営費はどうなり

ますか。 
【金子学芸文化課長】 現在、設計・建築費につ
いての協議を順次進めておりまして、今後、面

積割について新たに負担金、運営費をお支払い

するということになると思いますけれども、そ

れについてはこれからの協議になります。 
【渡辺委員】 この全体の建築の何パーセントぐ
らいが対馬博物館になるんですか。対馬博物館

の全体の中に、対馬歴史民俗資料館の部分が何

パーセントぐらいになるんですか。 
【金子学芸文化課長】 全体で4,300、研究セン
ターの事務室、修復室、収蔵庫等を入れまして、

全体の約35％程度が研究センターになるので
はないかと考えております。 
【渡辺委員】 そうしたら当然運営費も、年間の
維持費、ランニングコストはそのぐらいの割合

で考えているんですか。 
【金子学芸文化課長】 はい。そこについては、
収蔵庫の空調の能力、あるいは展示室全体の空

調の能力に差がありますので、そこは対馬市と

話して、3対7になるのか、4対6になるのかとい
うのは、これから詰めていきたいと思っており

ます。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
【坂本(浩)副委員長】 私は、6月定例会の時に
も質問したんですけれども、ストレスチェック

の関係で、その後どうなっているか、現状をお

伺いしたいと思うんです。 
 6月に質問した時に、県立のところは全て実
施をするという答弁でありました。小・中学校、

各市町教育委員会のところが、県内の21市町の
うちに8市町で実施予定だというふうに伺って
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おります。実施する予定の8市町は、50人以上
もありますし、以下もあるだろうと思うんです

けれども、8市町でどういう現状になっている
のかですね。 
 それから、その8市町以外の残り13市町が、
前回の6月の時には、来年度、平成29年度に実
施する予定のところもあるみたいですと、検討

中のところもあるということでしたから、その

後の状況についてお尋ねします。 
【前屋福利厚生室長】 ストレスチェックの状況
でございますが、副委員長がおっしゃったとお

り、県立学校については全て実施したところで

ございます。 
 市町立小・中学校については、現在、私ども

が聞いているところでは、5市町が実施をした
ということでございます。 
 その他の市町につきましては、現在、実施等

について検討中と伺っているところでございま

す。 
【坂本(浩)副委員長】 残りは今から、検討中と
いうふうなことで、わかりました。 
 5市町については、管轄する全部の学校で実
施されているんですか。 
【前屋福利厚生室長】 5つの市町のうち4つの
市町は、職員数が50人以上、それ未満に関わら
ず、全ての学校で行っております。 
 1つの市町につきましては、50人以上の職員
が所属する学校のみでストレスチェックを行っ

ているという状況でございます。 
【坂本(浩)副委員長】 4市町については全ての
ところということで、了解です。 
 前回、6月定例会の委員会の時に要望として
申し上げたと思うんですけど、要するに50人以
下というのはあくまでも例外措置というふうに

私は認識しているんです。去年12月に法が改正

されて、その時も申し上げたと思うんですけれ

ども、総務省から各地方自治体への通達でもそ

うですし、国会では文教科学委員会の中で文部

科学省の同じような趣旨の答弁があっているわ

けです。 
 要は、確かに学校の場合、50人以上、50人以
下という大規模校、小規模校とあるとは思うん

ですけれども、あくまでも例外措置という法の

趣旨を再度、県教委からも周知をしていただき

たいと思うんです。 
 というのは、全ての学校で実施している4市
町はそれでいいんですけれども、1市町は50人
以上ということで、こういう例外を先行すると

ころでつくってしまうと、残りのところも、本

当はやりたいけれども、場合によっては例外措

置でいいんだったら、とりあえずそっちでやろ

うというふうな流れになりかねないと思うんで

すよね。今の時点で、来年度を含めて検討中の

ところがあると思います。しかも同じ自治体の

中で、やっている学校とやっていない学校があ

ることは、やはりどう考えてもおかしいんです

よね。前回も言いましたように、基本的には教

職員は県内を異動しますから、この自治体に行

ったらある、この自治体に行ったらないという

のもまた、同じ方が行ってとまどうところもあ

るかと思います。 
 特に、ストレスチェックが義務付けられた、

この間の学校現場のいろんな状況を踏まえて、

趣旨はあくまでも原則であると、あくまでも50
人以下というのは例外なんだというところを再

度、県教委から各市町教委に周知徹底をして、

こういう例外が前例にならないように、ぜひお

願いしたいと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 
【前屋福利厚生室長】 市町教育委員会に対しま
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しては、まず、4月から5月にかけまして、これ
は以前もお話を差し上げましたけれども、県及

び市町の合同会議、小・中学校の校長で組織し

ます県校長会で説明を行い、制度の内容等を理

解していただきまして、実施に向けた検討につ

いてお願いをしたところでございます。 
 また、これまで秋にかけまして県内各市町の

取組について私も確認を行いながら検討状況を

把握しまして、県内の取組状況について県内の

各市町にそれぞれ周知をしますとともに、スト

レスチェックの趣旨を理解していただくために、

平成27年5月に発出されました総務省通知、文
部科学省通知についても再度、秋にお知らせを

しまして、ストレスチェックに向けた検討をお

願いしております。 
 さらに加えまして、11月に開催されました
小・中学校の校長で組織する県の校長会の理事

会においても、ストレスチェック制度に対して

の認識とご協力をお願いしたところでございま

す。 
 今後も、会議などさまざまな機会を捉えまし

て、県としても引き続き、ストレスチェックの

実施に向けた検討をお願いしてまいりたいとい

うふうに考えております。 
【宅島委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ３時３６分 休憩 ― 

― 午後 ３時３８分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 ほかに質問はございませんか。 
【橋村委員】 私は、土曜授業を再開するように
ということをずっと提言してきたわけですけれ

ど、各地区懇談会あたりで私の考え方を披露す

るわけです。そうすれば保護者の人たちは、土

曜日授業を再開してくれればというような人が

圧倒的なんです、クラブ活動とかなんとかは別

としても大方の方々は。 
 そもそもの発端は、日本人は働き過ぎだから、

まず休みを1,800時間に労働時間を縮小せよ。ま
ず、かいより始めよで公務員から休みとし、公

務員の中で教職員もというようなことで土曜日

の授業を廃止して、いわば社会のひずみを子ど

もたちに押し付けたようないきさつだと私は理

解しているんです。 
 そういう中で子どもたちの立場というのは、

子どもたちは発言する、主張することができな

い。一番弱いところにしわ寄せをさせてしまっ

ているというのが現状ではないかと思っており

ます。 
 また、裕福な家庭では私立学校にやれる。す

ると土曜日も授業を受けられる。あるいは塾で

勉学をやれる。だから、ますます貧富の連鎖と

言われるわけです。何となく、余裕のないとこ

ろはしわ寄せされて、家庭に閉じ込められるか、

学童保育にやるかというような感じで。 
 公教育、義務教育というのは国の責任であっ

たわけです。義務教育の子どもたちはせっかく

伸び盛りで、その時にタイムリーな教育を施す

べきだと思うんです。小学校、中学校、あるい

は幼児の時期に適切な教育を施す。しかし、そ

れを放棄してしまっている。あるいは、受ける

権利をはく奪してしまっているというような問

題があるということで、頻繁に指摘してまいり

ました。 
 県教委の皆さんたちも、2人で話す時にはよ
く理解されているわけですけれど、この際、ど

ういうふうな取組をして、この2年ぐらいの間
にどういうふうな経緯をたどって、現状はどう

なのか。 
 それと、市町村立学校だから、市町村の教育
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委員会がどういうふうにやるのかという権能の

問題もありますけれど、人事権を持っているの

は県であって、そこら辺のところが今度は、市

町村教委としてフリーハンドで思いを遂げよう

としてもできない。だから、それは連携プレー

で、県教委としての人事管理をつかさどる責任

あるところが、自由にいいですよと、あるいは

文部科学省も、まとめ取りも構わないというふ

うなことで県教委も容認して、集中的な休みを

とってもらう。 
 何となれば英語学習から授業と、今度は6年
生、5年生と、必然的に学習時間がなくなって
しまっているじゃないですか、物理的に。今後

授業化するということになったら、その授業を

折り込むならば、今度は何かをカットせにゃい

かんという矛盾になってくるわけです。だから、

もう当然の帰結として目に見えていることであ

れば。 
 話は飛びますけれど、小・中・高、あるいは

中・高一貫校というのを長崎県ではモデル的に

テストケースとして長崎、佐世保、諫早とやっ

てきた。もう歴然としているじゃないですか、

その成果は。そういうのと同じように土曜を再

開する、そして十分に教育、授業を受けるチャ

ンスを与えると、学習力がぐんと上がることは、

もう火を見るより明らかだと思っているんです。 
 それだけわかって、前向きに一刻も早く実現

するということに取り組まないと業務怠慢だと、

私はそう思うんですよ。わかっておりながら、

それを先送りするのは、教育者としてあるまじ

き。教育者の姿ではない。先取りでやっていく

べきだと、将来に備えて若者をいかに、優秀な

人材を育て輩出していくかと、それこそが本来

の目的だと思っております。 
 したがって、いい人材を育てるためには、公

教育の充実ということからまず取り組んでいく

べきだと思っているので、今までいろいろ議論

してきましたけれども、現状ではどうなのか、

そして、そこのところを公的にきちんと、県民

全てに理解が、また声が届くようにご説明をい

ただきたいと思います。 
【木村義務教育課長】 土曜授業につきましては、
橋村委員からたびたびご指摘をいただいている

ところであります。 
 まずは、本年度の状況について申し上げます。

昨年度来、土曜授業につきましては、各市町教

育委員会と協議を重ねております。本年度は、

特に率先して取り組んでいきたいという諫早市

教委と連携を図りながら、私の聞いたところに

よりますと、諫早市では42校中40校が本年度か
ら土曜授業を実施しております。 
 そもそも土曜授業というのは、その他の学習

等も含めて、これも委員からご指摘あったとお

りですが、土曜日を子どもたちにとって有意義

な日にする一つの取組として私どもも考えてお

ります。 
 併せて、これも委員からご指摘のあったとお

りですけれども、今、新しい学習指導要領が本

年度中には告示されようとしております。その

中で、小学校4年生から6年生につきましては、
週休2日の始まる前と同じ授業時数、1,015時間
に戻るという状況であります。この増えた週1
時間をどう対応するか、文部科学省では、その

一つの方策として土曜授業もというような考え

方を示しているところであります。 
 まだ告示されておらず時数も確実には決まっ

ておりませんが、そのあたりの内容と、現在本

県の中で展開されている土曜授業を重ね合わせ

ながら、告示と同時に我々の考え方を取りまと

めて、さらに市町教委と話を進めていきたいと
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考えております。 
 特に、諫早市の実践的な事例につきましては、

その効果等につきましても十分収集いたしまし

て、県内に周知したいと考えております。 
【橋村委員】 地元の諫早市教委が、非常にこれ
に理解を示しておりますし、積極的に前向きの

取組をしているのは大変心強く思っております。 
 また、これは個人的になりますけれども、池

松教育長も諫早市出身であるし、やっぱり地の

利を得たり天の時というのもあるので、そうい

う意味で人的な面、あるいは物的な面でも援護

射撃をやっていただきたいと私は思うんですよ。 
 学校の先生は、学校の先生として春休みあり、

夏休みあり、冬休みがあると。この間も看護協

会の皆さんたちと話したんですが、その時にも、

教職員というのは夏休み、冬休み、春休みがあ

ってしかるべきだと。看護師の皆さんたちも、

3交代でと、それはもう最初から職業的なもの
だという理解で、その職場に飛び込んでおられ

るわけでありましてという話をしたんです。 
 したがって、それなりに職員の皆さんたちは

まとめ取りができると、その利点を生かして集

中的な勉強もできると思うんです。私は、でき

れば小学校の先生たちに短期留学みたいな。 
 私は、ふるさと創生の1億円の果実で、海外
旅行を体験学習してくださいと。物見遊山結構

と、3分の1を補助しますと。新婚旅行もいいで
すか、大丈夫と。修学旅行もいいですか、大丈

夫ということで、シンガポール15万円だったら、
5万円を補助金ということにして、そうすれば
家庭の負担も軽減できたというようなことで、

1,000名余り、ふるさと創生の基金で、あのころ
は6％、7％ぐらいの運用益があったものですか
ら、多くの皆さんたちに体験をしてもらったわ

けです。 

 例えば県教委の中でも、補助金まで出せるか

どうかは別だけれども、先生たちの語学短期留

学のためにというようなチャンスを与えていい

じゃないか。あるいは、前向きに捉えるところ

には加配だって、人事配置の面で何か県教委と

して、よそと違う前向きの取組をした時にはち

ゃんと手立てをするというようなことも取り組

んでいただきたいと思っているんですよ。 
 そうせんと、「ばかばかしい、なんで俺たち

だけせにゃいかんか、よそはついてこないじゃ

ないか」ではなくて、方向は見えているんだか

ら、それをいつ実践するか、いつ効果を発揮す

るかが問題であって。したがって、そういう物

心両面での県教委の全面的なサポートをすると

いう姿勢をもって取り組んでいただきいと思っ

ております。 
 課長としては答弁も限界がありましょうから、

最高責任者の教育長に、その意気込みをご披露

していただきたいと思います。 
【池松教育長】 学校週5日制が始まって、もう
10年を超えておりますので、一定定着をしてい
る部分がある。その効果としてどうかというの

は、橋村委員のご発言にもありましたような評

価もありますし、保護者の方は、勉強時間が足

りない、土曜授業をやってくれというようなご

要望があることも承知をしております。 
 県教委としては、土曜授業をやる方向といい

ますか、市町教委と十分に連携をとりながら、

市町教委の判断でやれるような環境整備をやっ

ていきたいと思っておりますし、先ほど義務教

育課長が答弁申し上げたとおり、新しい学習指

導要領になると時数が足りない。英語教育も始

まるわけですから、そういった物理的な要請も

出てくると思いますので、住民の方々の理解を

得ながら進めていくべきだと考えておりますの
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で、我々としては、進める方向も大きな選択肢

として、市町教委と今後、連携をもって対応し

ていきたいと考えております。 
【橋村委員】 県教委だけで独走して実現できる
ものでないことは承知しております。しかし、

そこの気持ちというか、基本的な考え方を否定

はしていないんだと、できれば皆さんたちと一

緒に、その方向に取り組んでいきたいという思

いをきちんと発言していただいておけば。 
 あるいは、校長先生はやろうと思っても、教

職員の皆さんたちのご機嫌伺いではないけれど

も、協力をしてもらわないといかんと、それは

わからないでもないわけです。したがって、そ

ういう方向性をきちっと提示してもらっておけ

ば校長先生たちも取り組みやすいし、県教委の

理解の中で短期留学でも、校長先生の推薦があ

れば短期研修にでも、語学研修にでも行ってい

いですよと、あるいは特別休暇をあげますよと、

いろんなこともできるだろう。あるいは、県教

委と市町教委と一緒になって、そういうことを

前向きに取り組むというようなこともあるし、

いろんなことがあるだろうと思っております。 
 こまごましたことについては、また個々にお

話ができようかと思いますので、ただいまの教

育長の決意を提示していただいたことで納得を

しておきたいと思います。ありがとうございま

した。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 ほかに質問がないようですので、
教育委員会関係の審査結果について整理したい

と思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時５１分 休憩 ― 

― 午後 ３時５１分 再開 ― 
 
【宅島委員長】 委員会を再開いたします 
 分科会長報告、文教厚生委員会委員長報告に

関しましては、正副委員長に文案の作成は一任

をされましたので、そのようにさせていただき

たいと思います。 
 以上をもちまして、教育委員会関係の審査を

終了いたします。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでございました。 
 

― 午後 ３時５２分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１２月１３日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ４時４６分 

於  議 会 会 議 室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 宅島 寿一 君 

副委員長(副会長) 坂本  浩 君 

委 員 橋村松太郎 君 

 〃   渡辺 敏勝 君 

 〃   外間 雅広 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   松島  完 君 

 〃   山本 啓介 君 

 〃   ごうまなみ 君 

 〃   近藤 智昭 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

 宮内 雪夫 君 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

教 育 長 池松 誠二 君 

政 策 監 島村 秀世 君 

教 育 次 長 渡川 正人 君 

総 務 課 長 田渕 和也 君 

教育環境整備課長 野口 充徳 君 

教 職 員 課 長 栗原 正三 君 

義 務 教 育 課 長 木村 国広 君 
義 務 教 育 課
人 事 管 理 監 川里 祥之 君 

高 校 教 育 課 長 本田 道明 君 

高 校 教 育 課 
人 事 管 理 監 鶴田 勝也 君 

特別支援教育室長 前田 博志 君 
 

福 祉 保 健 部 長 沢水 清明 君 

福祉保健部次長  園田 俊輔 君 

福 祉 保 健 課 長 上田 彰二 君 
監 査 指 導 課 長 
（ 参 事 監 ） 鳥山 秀朝 君 

医 療 政 策 課 長 村田  誠 君 
医 療 人 材 
対 策 室 長 太田 勝也 君 

薬 務 行 政 室 長 古賀 浩光 君 

国保・健康増進課長 安永 留隆 君 

長 寿 社 会 課 長 小村 利之 君
ねんりんピック
推 進 課 長 磯本 憲壮 君 

障 害 福 祉 課 長 柴田 昌造 君
原 爆 被 爆 者 
援 護 課 長 林  洋一 君 

 
こども政策局長 永松 和人 君 

こども未来課長 中野 嘉仁 君 

こども家庭課長 吉田 弘毅 君 
 

学 事 振 興 課 長 
（ 参 事 監 ） 小坂 哲也 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

 
― 午前１０時 ０分 開会 ─ 

 
【宅島委員長】 皆様、おはようございます。 
 ただいまから、文教厚生委員会及び予算決算

委員会の文教厚生分科会を再開いたします。 
 なお、宮内委員から欠席する旨の届けが出さ

れておりますので、ご了承をお願いいたします。 
松島委員から委員会の出席が遅れる旨の連絡

があっておりますので、ご了承をお願いいたし

ます。 
それでは、これより議事に入ります。 
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これより請願審査を行います。 
関係理事者として、学事振興課長に出席いた

だいております。 
したがいまして、理事者の出席範囲として、

お手元に配付いたしております配席表のとおり

決定したいと存じますので、ご了承をお願いい

たします。 
第7号請願「ゆきとどいた教育を求める請願」
を議題といたします。 
紹介議員から説明をお願いいたします。 

【堀江議員】 請願7号紹介議員の堀江ひとみで
す。 
本請願は、長崎のゆたかな高校教育をめざす

会より、請願提出時より増えました3,731筆の署
名を添えて提出されています。 
請願では、現在、国が検討している給付制奨

学金制度の創設について、多くの学生が利用で

きる制度にしてほしいことなど、教育予算を大

幅に増やし、教育条件の整備・改善を進めてほ

しいとして、国への要望を大きく3項目、長崎
県に対し、教育予算を増やし、県独自の施策も

実施してほしいとして、大きく2項目を請願し
ています。 
この後、請願人が趣旨説明を希望しています。

委員長、委員の皆様におかれましては、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
【宅島委員長】 この際、お諮りいたします。請
願人から趣旨説明を行いたい旨の申し出があっ

ておりますが、これを許可することにご異議ご

ざいませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 ご異議なしと認めます。 
よって請願人の趣旨説明を許可いたします。 
なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で簡明にお願いいたします。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時 ３分 休憩 ― 

― 午前１０時 ８分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
これより請願についての質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
【山本(啓)委員】 ただいま出されております請
願についての質疑を少しやらせていただきます。

昨年も同様の請願が提出されて、この場で審議

されていることを議事録等を取り寄せまして確

認をいたしました。 
 その中で、ポイントとなっておりますのが、

財政的な部分、その趣旨や現場における評価な

どについては、一定、委員同士、委員会の中に

おいても共有されているというような議事録が

ございました。 
 しかしながら、その一つ一つをひもとくと、

やはり財政的な部分が厳しい。国の取組におい

ても、そのような形で各都道府県に対する影響

があって、各都道府県においても進める部分は

あるけれどもというようなところのやりとりが

あったように理解をいたしました。 
その中で、少しその経過も踏まえまして、理

事者の方に確認をさせていただきたいと思いま

すが、まず35人学級、この現場における今の評
価、理事者側の評価としてどのようなものがあ

るのか。そのこと1つに絞って答弁を賜りたい
と思います。 
【川里義務教育課人事管理監】 少人数学級編制
の成果についてでございますが、教職員あるい

は保護者、児童生徒へのアンケート等を実施し

ているところでございます。 
 例えば、教職員へのアンケートの中で見ます

と、「小学校生活への適応がスムーズに図られ
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た」、これにつきましては中学校も同じでござ

います。それから、「授業中には、児童生徒が

発言、発表、活動する機会が増えた」、「きめ

細やかな指導ができるようになった」などの成

果が出ているところでございます。 
【山本(啓)委員】 理解しました。 
 そういう中で、現場でのそういうふうな状況

をそのように評価し、本県の教育をつかさどる

教育庁としては、今後どのようにその現場の方

向性や本県の教育についてのお考えをお持ちな

のか、そのところまで踏み込んでお考えをお聞

かせいただきたいと思います。 
【川里義務教育課人事管理監】 少人数学級編制
につきましては、先ほど申し上げたとおり、調

査等から一定の教育の成果が認められるもので

ございます。 
 そのようなこともあり、先ほどご説明のあっ

たとおり、国の加配定数を活用しながら、本県

におきましても少人数学級編制を進めていると

ころであります。 
 結果としましては、小学校全学級の92.8％が
35人以下の学級となっております。中学校の全
学級の81.4％が35人以下の学級となっており
ます。 
 一方、学級編制にかかわりまして課題となっ

ておりますのは、複式学級のある小学校84校の
うち54校については、複式支援等の非常勤講師
を配置しているわけですが、いまだ30校につい
ては未配置でございます。 
 一方、中学校の方に目を向けますと、免許所

有者のいないこと等による免許外担任の数は、

本年度は65校109名となっており、そのための
加配や非常勤講師が不足している状況でござい

ます。 
 このような現状を踏まえますと、国に対しど

のような要望を優先させていくのかということ

につきましては、十分な検討が必要ではないか

と考えております。 
【山本(啓)委員】 現場の評価については、少人
数、35人学級における成果というものは一定確
認されるということ。しかしながら、本県にお

いては、非常に特異な地形であることから、そ

れぞれの学校の人数の平準化、そういったもの

に対する配置というものについて、国から行わ

れている加配の取組をもってしても、なかなか

その部分において、複式や、そういった平準化

を図ることに少し困難なところがあるというこ

とで、昨年のやりとり、議事録を見させていた

だいても、その部分、政府がどこを重点的に予

算を絞っていって、そして、教育の現場におい

てどこを重点的に行っていくのか。そういうと

ころを県としても考えていかなければならない

というようなやりとりがあったように理解をし

ております。 
その1年たった今年のこの請願においても、

いまだその部分についての取組においては、ま

だ変化というものがない。しかし、現場におい

ては、35人については一定努力をし、進められ
ているというような把握を教育現場の皆さんは

しているというような答弁をいただいたという

ふうに思います。 
 ここにとどめておきます。 
【宅島委員長】 ほかに質疑はありませんか。 
【渡辺委員】 2点目が県独自で実施してくださ
いという要望が出てきておりますけれども、こ

れを実施した場合の県の予算、持ち出しは幾ら

ぐらいになるか示してください。 
【栗原教職員課長】 35人以下学級を実現した
場合の経費につきましてでございますが、小中

学校におきましての金額としましては、214人
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を現在必要とするものと考えておりまして、経

費としましては約17億8,000万円、高等学校に
おきましては、238人を必要とするものと考え
ておりまして約19億円。合計で、452名で約36
億8,000万円を必要とするものと考えておりま
す。 
【宅島委員長】  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 ほかに質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
【山本(啓)委員】 提出されました請願の内容に
つきまして、先ほど理事者に質疑を行いました。 
 その上で、この請願に対しましては、我が会

派は反対の立場で討論を少しさせていただきた

いと思います。 
 提出されている内容、昨年来のこの委員会の

質疑においても、現場における雰囲気や、その

取組状況についてのやりとりが委員会において

行われました。その上で、長崎県の教育という

ものをどのように考えるか。そして、本県のこ

の地形に応じた教育のあり方、そういったもの

についての議論がなされたと理解をしておりま

す。 
その上で、先ほど来の質疑においては、しか

しながら、多くの財政的な負担があるというこ

と。また、国においては、全国的な取組におい

ても優先的なものをしっかり定め、どこに絞っ

ていくかということの議論がなされているとい

うこと。さらに、本県において独自のというも

のにおきましても、先ほど来、数字が明らかに

なったわけでございますが、その部分において

も本趣旨において賛同はしかねるというふうに

思っております。 

 しかしながら、同様の思いや取組というのは

教育の現場において上げられたことでございま

すので、我々は教育ということをどのように考

え、本県の教育をどのように進めていくかとい

うことは、引き続き本委員会においても見てい

かなければならないというようなことも含めて

意見を申し述べたいと思います。 
【宅島委員長】 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 ほかに討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時１８分 休憩 ― 

― 午前１０時１９分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 質疑・討論が終了いたしましたので、採決を

行います。 
 第7号請願「ゆきとどいた教育を求める請願」
を採択することに賛成の委員の起立を願います。 

〔賛成者起立〕 
【宅島委員長】 起立少数。 
よって、第7号請願は、不採択とすべきもの
と決定されました。 
 以上で、請願の審査を終了いたします。 
 次の部の準備のためにしばらく休憩いたしま

す。 
  

― 午前１０時２０分 休憩 ― 

― 午前１０時３４分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
これより、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査を行います。 
分科会に入ります前に、委員の皆様にお諮り

いたします。 
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審議を行う予算議案と、第155号議案「公の
施設の指定管理者の指定について」は、関連が

あることから、予算議案及び第155号議案につ
いて説明を受け、一括して質疑を行った後、予

算議案についての討論・採決を行い、委員会再

開後、第155号議案についての討論・採決を行
うこととしたいと存じますが、ご異議ございま

せんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 それでは、そのように進めさせ
ていただきます。 
【宅島分科会長】 分科会による審査を行います。 
 福祉保健部長及びこども政策局長より、予算

議案及び第155号議案の説明をお願いいたしま
す。 
【沢水福祉保健部長】 福祉保健部関係の議案に
ついてご説明いたします。 
 予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料の福祉保健部をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案
「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6
号）」のうち関係部分の2件であります。 
 はじめに、第131号議案「平成28年度一般会
計補正予算（第4号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。 
 歳入予算は、福祉保健部合計で413万6,000円
の減、歳出予算は、福祉保健部合計で1億4,762
万2,000円の減となっております。 
 なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。 
 補正予算の内容につきましては、職員給付費

についての関係既定予算の過不足調整に要する

経費であります。 

 資料2ページ中段になりますが、債務負担行
為について、長崎県聴覚障害者情報センター管

理運営負担金に係る平成29年度から平成33年
度までに要する経費として、1億2,114万円を計
上いたしております。 
 次に、第137号議案「平成28年度一般会計補
正予算（第6号）」のち関係部分についてご説
明いたします。 
 3ページ上段部分に記載のとおり、歳出予算
は、福祉保健部合計で3,139万5,000円の増と
なっております。 
 なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。 
 補正予算の内容につきましては、職員の給与

改定に要する経費であります。 
 ここで、先ほどの債務負担行為の予算議案と

関連する第155号議案「公の施設の指定管理者
の指定について」ご説明をいたします。 
 別冊となっております「文教厚生委員会関係

議案説明資料」の福祉保健部の1ページをお開
きください。 
 第155号議案「公の施設の指定管理者の指定
について」につきましては、長崎県視聴覚障害

者情報提供施設条例に基づき、長崎県聴覚障害

者情報センターの管理運営を行う次期指定管理

者を公募したところ、1者からの申込みがあり、
選定委員会における審査結果を踏まえ、一般社

団法人長崎県ろうあ協会を指定管理者として指

定しようとするものであります。 
以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 
よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【永松こども政策局長】 おはようございます。 
 私の方から、こども政策局関係の議案につい
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てご説明をいたします。 
 「予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説

明資料」のこども政策局をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案
「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6
号）」のうち関係部分の2件であります。 
 はじめに、第131号議案「平成28年度長崎県
一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分
についてご説明いたします。 
 歳出予算は、こども政策局合計で277万7,000
円の増となっております。 
 なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。 
 補正予算の内容につきましては、職員給与費

について、関係既定予算の過不足調整に要する

経費であります。 
 また、債務負担行為につきまして、里親育成

支援事業業務の効果的かつ安定的な実施のため、

これまでの単年度から新たに複数年度で業務委

託契約を締結するため、平成29年度から平成31
年度までに要する経費として1,453万5,000円
を計上いたしております。 
 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般
会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ
いてご説明をいたします。 
 歳出予算は、こども政策局合計で284万3,000
円の増となっております。 
 なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。 
 補正予算の内容につきましては、職員の給与

改定に要する経費であります。 
 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 次に、障害福祉課長より補足説明をお願いい

たします。 
【柴田障害福祉課長】 第155号議案「公の施設
の指定管理者の指定」について補足説明をさせ

ていただきます。 
 お手元の資料、文教厚生委員会補足説明資料、

「長崎県聴覚障害者情報センター指定管理者候

補者の決定について」をご覧ください。 
 今回、指定管理者の指定を予定しております

施設は、1番の施設の概要のとおり、長崎県聴
覚障害者情報センターであり、公募により指定

管理者の募集・選定を行っております。 
指定管理者に委任する業務につきましては、

2の業務内容に記載しておるとおりでございま
す。 

3番、選定の経過でございますけれども、本
年8月9日から9月9日まで募集を行いましたと
ころ、現在の指定管理者であります一般社団法

人長崎県ろうあ協会より応募がございました。 
選定方法でございますが、（3）に記載して

おります。メンバー5名による選定委員会を9月
23日に開催いたしておるところでございます。 
裏面の2ページ目をご覧ください。（4）評価
でございますが、記載の審査項目について審査

が行われ、委員会の総合評価は「良」とされて

おります。 
（5）に記載のとおり、指定管理者の候補者

として適当との判断がなされておるところでご

ざいます。 
なお、選定理由につきましては、（6）でご

ざいますが、団体として長年の実績があること、

そして、これまで培ってきた事業経験をもとに
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安定した管理運営が行えることが上げられてお

ります。 
この結果を受けまして、県といたしましても、

施設の安定した管理運営のための計画内容等を

総合的に検討いたしまして、当該団体を候補者

としたところでございます。 
4番、指定管理の期間でございますが、平成

29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間
でございます。 
なお、本事件議案と併せて参考に記載してお

ります施設の管理運営に係る平成29年度から
の5年間の債務負担行為限度額1億2,114万円を
予算議案として計上しておるところでございま

す。 
説明は以上でございます。 
よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島分科会長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案及び第155号議案に対する質疑を行いま
す。 
質疑はございませんか。 
【堀江委員】 まず、福祉保健部の補正予算、 
横長資料の17ページ、債務負担行為、今、障害
福祉課長が説明しました155号議案の長崎県聴
覚障害者情報センターの指定の問題ですが、こ

れは、前回と同じ長崎県ろうあ協会と理解をし

ていいのかということと、この限度額、債務負

担行為の額ですが、これは前回と比べてどうな

のか、まず2点教えてください。 
【柴田障害福祉課長】 まず、指定管理者でござ
いますが、前回、平成24年4月から平成29年3
月までの5年間、同じ長崎県ろうあ協会でござ
います。 
それから、額でございますけれども、債務負

担限度額、前回の5年間につきましては1億
2,085万5,000円でございます。 
 前回と比べて、その額がいかがかというお尋

ねでございます。消費税の増税5％から8％とい
う影響額を考慮いたしまして、今回増額をして

おるところでございます。 
【堀江委員】 指定管理者の指定は、一つの目的
としてコスト削減というのがあると認識してお

ります。 
 この聴覚障害者情報センター、そして指定を

受けるろうあ協会というのは、本当に誠実に、

そして節約をしながらされていると思うので、

指定管理の額をさらに削減するようなことが

あってはならないと思いまして、その額を聞い

たわけですが、いずれにしても、前年同様、消

費税の額が増えた分を含めて指定管理者とする

という理解をいたしました。 
 こういう部分については、コスト削減の面は

あっても、必要な経費は十分にきちんと保証し

ていただきたいというふうに思っているんです

が、今の課長の答弁を聞きまして、そういう対

応をとっているというふうに理解をいたしまし

た。そういう認識でいいですか。 
【柴田障害福祉課長】 必要な経費については、
予算化をするという考えでございます。 
【堀江委員】 理解いたしました。 
 もう一つ、こども政策局の債務負担行為の部

分の里親育成支援事業です。これまで単年度の

委託契約だったものを複数年度の契約にします

と、効果的かつ安定的なと、この内容をもう少

しわかりやすく、具体的に複数年度にすること

によってどうなのかということをもう少しわか

りやすく説明していただけますか。 
【吉田こども家庭課長】 里親育成支援事業につ
きましては、現在、研修事業と広報・啓発事業
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を、今回債務負担でとっております里親育成セ

ンターに委託をしております。平成26年度から
外部化をしております。これまで単年度契約と

いうことで、研修事業につきましては、年度、

年度で、要は里親さんに対する研修事業になり

ますので、毎年同じものをやるということでは

なくて、一定のスパンで､今年はどういった研修

事業をやるかということでありますとか、そう

いったことを期間をとって検討する必要がある

だろうということ。単年度契約ということで、

この部分で1名、専任の職員を雇用いたしてお
りますけれども、どうしても単年度契約になり

ますと、もう単年度で雇用が切れるということ

になっておりまして、そういった研修事業につ

いて一定のスパンで検討するというような取組

ができなかったということも実際聞いておりま

す。 
そういったことから、今回3年というスパン

の中で研修をどういった形で組み立てるかとい

うような事業実施もできると考えまして、今回、

債務負担行為で3年間の契約をしたいという形
で議案として上げさせてもらったところでござ

います。 
【堀江委員】 この里親支援というのは、里親さ
んの教育と言ったらおかしいんですけれども、

里親さんがどんなふうに子どもを受け入れてい

くのか、どういうふうにするのかということを、

これまでは各機関で個別に実施していたのを、

研修もそうですし、広報もそうですし、それを、

今、課長が言われたように平成26年度から一元
化したと。 
これは、長崎県里親育成センター「すくすく」

を指しているんですか。 
【吉田こども家庭課長】 愛称として「すくすく」
と呼んでおります。 

【堀江委員】 そうしますと、ここでの3年間、
いわゆる複数年度にすることによって、今、課

長が言われたように、長いスパンできちんと養

育ができるということを理解いたしました。 
 それと、雇用というのは里親委託推進員とい

うことになりますか。その雇用というものをも

う少し教えてください。 
【吉田こども家庭課長】 この里親育成センター
「すくすく」を運営するに当たって、さっき言っ

たように研修事業の組み立てであるとか、そう

いったものを専任でやっていただく必要があり

ますので、そのための専任の職員ということで、

里親支援専門相談員とか、そういうものとはま

た別になります。 
【堀江委員】 わかりました。 
【宅島分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 
【松島委員】 1億円を超える債務負担行為の先
ほどの堀江委員の関連でありますが、指定管理

者、前回も同じ管理者であり、いろいろご尽力

いただいている協会であるというように認識し

ておりますが、指定管理者の目的に返ると、コ

ストの削減とともにサービスの向上であります

ので、少し丁寧に見たいと思います。 
 先ほど、前回も同じ管理者であるという課長

答弁がありました。2度目なのか、3度目なのか、
4度目なのか、何年なのか、お聞きします。 
【柴田障害福祉課長】 この聴覚障害者センター
のスタートが平成19年からでございます。指定
管理も当時からしておりますので、平成19年か
ら平成24年3月までというのが第1期でござい
ます。今回が第3期ということになりまして、
第1期の指定管理者は長崎県ろうあ福祉協会と
いうことで、今上がっております長崎県ろうあ

協会の前身の団体でございます。そういう意味

では、平成34年まで15年連続という形になると



平成２８年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１３日） 

 ─ 75  ─ 

いうことでございます。 
【松島委員】 事実上ずっと同じ団体であるとい
うことでありますが、ずっと1者ですか。競争
性をちゃんと見るという上で、別にここに限ら

ず、必ずどの部でも指定管理者はこの議論にな

るんですけど、ずっと1者なのか、競争はどう
ですか。 
【柴田障害福祉課長】 いずれも公募をかけてお
りますけれども、手を挙げられているのが1者
だけという状況でございます。 
【松島委員】 これまでも。 
【柴田障害福祉課長】 これまでもです。 
【松島委員】 やはり重要になるのは、この選定
委員の選定だろうと思うわけです、一応競争性

を担保するというか、ちゃんと審査をするとい

う意味で指定管理者選定委員会がつくられてお

りますので。 
そこで、課長もその委員会のメンバーに入っ

ていらっしゃるので、この委員会の中身をお聞

きしようと思います。これは、委員長を含め5
名のメンバーの方々が、「良」、「可」、「不

可」をそれぞれ付けて持ち寄って話し合われる

んですか。どのようにして評価をされているの

かお聞きします。 
【柴田障害福祉課長】 5名の委員がそれぞれこ
の審査項目につきまして評価をするということ

で、それを全体の評価としてどうするかという

ことをこの選定委員会の中でお話をして、この

評価結果になったところでございます。 
【松島委員】 ちなみに、課長も全部「良」にさ
れたんですか。 
【柴田障害福祉課長】 私の評価を細かく申し上
げるのはどうかと思いますけれども、少なくと

も不可はございませんし、5名の委員の中で不
可というのは当然ございません。一部の委員さ

んで、「可」という評価が一部にあったという

ことは確かでございます。 
【松島委員】 最近、割とこの話題には触れてき
てなかったんですが、今回触れたのは、福祉保

健部の平成28年度事務事業評価の一番後ろに
福祉保健部がかかわっている指定管理者の評価

が書かれています。そこで、A、B、Cと評価さ
れているわけですが、一番いいのはAで現状維
持と書いてあるんですが、このことに関しては

Aで改善と書いているわけですね。 
それをちょっとここでご説明いただいて、も

ちろん1者以外ないわけです。経験もあります。
安定もあります。しかし、Aで改善、どんな点
を改善されていくのか、よりよきサービス向上

のために丁寧にご説明いただきたいなと思いま

す。 
【柴田障害福祉課長】 この総合評価がAという
ところの理由でございますけれども、聴覚障害

者を対象といたしました災害時のメール配信の

サービスを開始すること、それから、スマホや

タブレット、アイパッドの講座を改めて実施す

るというようなことで、利用者の方の情報獲得

や技術の向上を改めて図っていくという見直し

がございまして、そういうところから総合評価

をAとされておるところでございます。 
【松島委員】 AはAで一番いいので大変結構で
すが、Aで現状維持というのが一番いいわけで
すよね。文句なし、どうぞこれから続けてくだ

さいと。Aで改善という評価をされているので、
その改善の部分はどういう点なのか、ここで明

らかにしていただいて、次のサービス向上につ

なげていただきたいという意図です。 
【柴田障害福祉課長】 改善点でございますけれ
ども、字幕のライブラリーの貸し出しという案

件があるんですけれども、この件数が若干減っ
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ているというようなところがございます。 
 ただ、この減少傾向の理由といたしましては、

テレビの放送の字幕とか通信機器が発達をして

きたというような事情もございます。 
 さらに、高齢者の方々が、ライブラリーとい

うのはやはり操作が簡単だというようなことで

ニーズは薄れていない状況ではありますけれど

も、この辺のところが減っているというような

ことがございまして、これにつきましては聴覚

障害者のみを今まで対象としていたところでご

ざいますけれども、今年度からは支援者であり

ます手話通訳者、要約筆記者、これらの方も必

要になってまいりますので、貸し出しを開始す

るということで対応しております。 
【松島委員】 改善という評価をされて、県とす
れば、この指定管理者にどのような指導をされ

たんですか。 
【柴田障害福祉課長】 ただいま申し上げました
手話通訳者等への貸し出し、利用を広げるとい

うようなことで取り組むということをお願いし

ております。 
【松島委員】 それが足らざるで改善となった。
利用者を広げるサービスが足らなかったので、

Aの現状維持ではなくAの改善となったと。私と
しては、もっと大きなニーズというか、大きな

ものを想像していたので、これは努力次第です

ぐもっとよりよきものになるなと今お聞きして

思います。 
なので、もっと利用者のサービス向上のため

に、県としての役割は、指定管理者の選定をす

るに当たっても、今言われたことをこれから

ちゃんと5年間やってくださいよと、そのこと
をちゃんと伝えてサービスの向上に努めていた

だきたいと思います。 
 あえてこう言っているのは、再三で申し訳な

いですけど、コスト削減とともにサービス向上

という目的を掲げられているので、サービスの

向上がおろそかにいつもなるんですよね。そこ

の視点をちゃんと見ていただいて、これから県

としての立場を、指導という言葉はちょっと私

は抵抗があるんですが、県としてやるべきこと

をやっていただきたいと思います。 
【柴田障害福祉課長】 先ほどちょっとご説明し
ておりませんでしたけれども、私どもからこの

協会に、ビデオライブラリーの活動の充実、貸

し出し業務だけではなくて、防災に関する学習

会の実施でありますとか、センター職員や臨床

心理士による相談支援、センター祭り等の周知

活動の充実ということもお願いをしております。

そういったことで新規の方の獲得というところ

もお話をさせていただいているところでござい

ます。 
 今後とも、協会に対しまして改善の努力を、

取組をお話をしてまいりたいと思います。 
【松島委員】 よろしくお願いします。 
【宅島分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島分科会長】 ほかに質疑がないようですの
で、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、予算議案に対する討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島分科会長】 討論がないようですので、こ
れをもって討論を終了し、採決をいたします。 
 第131号議案のうち関係部分及び第137号議
案のうち関係部分は、原案のとおり、それぞれ

可決することにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、各議案は、原案のとおり可決すべき
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ものと決定されました。 
【宅島委員長】 次に、委員会による審査を行い
ます。 
 議案を議題といたします。 
福祉保健部長より所管事項説明をお願いいた

します。 
【沢水福祉保健部長】 福祉保健部関係の議案に
ついては、第155号議案「公の施設の指定管理
者の指定について」のみになります。 
これについては、ただいま分科会でご説明い

たしましたので、議案外の主な所管事項につい

てご説明いたします。 
 「文教厚生委員会関係議案説明資料」の福祉

保健部をお開きください。 
1ページ下段の部分をご覧ください。「ねん
りんピック長崎2016」の開催。 
第29回全国健康福祉祭ながさき大会、愛称
「ねんりんピック長崎2016」は、去る10月15
日の総合開会式に常陸宮妃殿下のご臨席を賜り、

18日までの4日間、延べ55万人の方々にご参加
いただき、無事に全日程を終えることができま

した。 
これもひとえに、委員の皆様を初め、市町や

関係団体の皆様、多くの県民の皆様の格別のご

支援とご協力のたまものであり、心から感謝申

し上げます。 
開催期間中、大会運営をはじめ、選手の応援

やボランティアなど、県民総参加によるおもて

なしにより、年齢や世代を超えた交流を通して､

高齢者が元気で生きがいを見つけ、人と人との

つながりを大切にし、これを未来につなげると

いう大会目標を達成できたものと考えていると

ころです。 
また、本県選手団の皆様は、大きな声援を力

に、日頃の練習の成果を十分に発揮され、スポー

ツ・文化の各種競技で56個のメダルを獲得され
るとともに、美術展においても6作品が入賞す
るなど、すばらしい成績をおさめられました。 
さらに、老人クラブの皆様には、長年、支え

育んでこられた地域文化、郷土芸能、健康・生

きがいづくり活動などを展示・実演する「地域

文化伝承館」の運営に、県内全ての市町老人ク

ラブの力を結集していただき、地元開催の大会

を大いに盛り上げていただきました。 
県としては、この大会の開催を契機として、

いつまでも健康で活躍できる社会の実現に向

かって、高齢者の健康づくりや生きがいづくり

に全力を注いでまいります。 
続きまして、3ページ上段をご覧ください。 
生涯現役促進地域連携事業について。 
少子高齢化が進展する中、意欲のある高齢者

が能力や経験を活かし、年齢にかかわりなく活

躍できる生涯現役社会の実現に向け、国が本年

度創設した生涯現役促進地域連携事業に、県及

び関係機関からなる協議会で事業構想を提案し、

平成28年10月21日付で厚生労働省から採択を
受けたところであります。 
今後は、関係機関と連携・協働しながら、県

内高齢者の就業、社会参加の意識や企業側の

ニーズ等の実態調査を実施するほか、高齢者が

就業から社会参加まで気軽に相談できるワンス

トップ相談窓口として、「ながさき生涯現役応

援センター（仮称）」を開設し、個別相談等、

マッチングに向けた支援や、高齢者向け・事業

者向けセミナー、企業訪問等による求人開拓等

を行い、高齢者の方々の就業、社会参加機会の

拡大に取り組んでまいります。 
続きまして、「文教厚生委員会関係議案説明

資料（追加2）」の福祉保健部の1ページをご覧
ください。 
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長崎大学における感染症研究拠点の整備につ

いて。 
長崎大学の高度安全実験施設ＢＳＬ－4を中

核とした感染症研究拠点の整備につきましては、

平成26年11月定例県議会における「長崎大学に
おける感染症研究拠点の早期整備に関する意見

書」の採択を受け、昨年6月に、県、長崎市及
び長崎大学の3者で基本協定を締結し、同年8月
に3者で設置した連絡協議会や、本年4月に設置
した地域連絡協議会において、地域住民の安

全・安心の確保等について議論を行ってまいり

ました。 
この間、長崎大学においては、有識者会議を

設置するとともに、シンポジウムや自治会、説

明会等の開催を重ね、地域住民の理解を得るた

めの取組を進めてきたところであります。 
また、去る11月4日には、県内の医療・経済

関係14団体から、県、長崎市に対する早期整備
を求める要望を受け、先般、国からも国策とし

ての事業推進に協力要請がなされたところであ

ります。 
さらに、11月17日の関係閣僚会議で国の関与
について決定され、国家プロジェクトの一つと

して推進し、世界最高水準の安全性の確保や万

が一の災害や事故といった緊急の場合も含めて

必要な支援を行うことなどが明示されたところ

であります。 
県としましては、これまでの地域連絡協議会

などでの議論により、施設の必要性については

理解が得られていると認識しており、国の関与

も明確化されたことから、次の段階に進むべき

時期に来ていると判断し、去る11月22日に、県、
長崎市、長崎大学の3者で協議を行い、大学に
対して、今後も地域住民理解促進のための取組

を進めることなどを確認した上で、長崎市とも

十分な協議を行い、地元自治体として長崎大学

の施設整備計画の事業化に協力することで合意

したところであります。 
なお、設置場所については、大学が計画して

いる坂本キャンパスで一定合理性はあるものと

考えておりますが、不安を感じている地域住民

に対して、今後、具体的に検討を進める安全対

策や、扱う病原体は空気感染をしないことなど、

引き続きわかりやすく丁寧な説明に努めていく

必要があると考えております。 
続きまして、「文教厚生委員会関係議案説明

資料（追加4）」の1ページをご覧ください。 
つくも苑跡地の活用について、平成18年度に
県から社会福祉法人長崎県障害者福祉事業団に

移譲した佐世保市野崎町の障害者支援施設つく

も苑については、施設の老朽化に伴い、佐世保

市大潟町に移転建替し、施設名も「にじいろ」

に今年4月に改称しております。 
移転後の跡地については、現在、工業団地を

整備するための予算を計上し、工事の着工に向

けて調整を進めておりますが、今年4月、地元
の佐世保市俵ヶ浦半島開発協議会を中心とした

俵ヶ浦半島振興計画策定に向けたプロジェクト

が立ち上がり、その検討の過程で佐世保市から

提案された活用策が、地元が考える将来像と連

携・調和がとれるものとの意見でまとまり、今

月7日、佐世保市に対し、つくも苑跡地の活用
について要望書が提出されております。 
その内容は、佐世保市が主体となり、自然景

観を守り活かした、滞在と交流ができる施設を

整備すること、施設の整備・運営における俵ヶ

浦半島振興計画や、これらの活性化の取組みと

の連携を求めるものであり、今後、県に対して

も要望することとされております。 
県としては、つくも苑の跡地活用が俵ヶ浦半
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島の地域振興活性化につながることこそが最も

重要であると考えており、今後、地元から要望

があった場合には、佐世保市とも十分協議を行

いながら対応を検討してまいりたいと考えてお

ります。 
その他の事項については、障害者のスポー

ツ・芸術・文化活動の振興について、政策評価

の結果等について、施策評価の実施について、

地方創生の推進について、平成29年度の重点施
策等についてで、内容は記載のとおりでありま

す。 
以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 
よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 こども政策局長より総括説明をお願いします。 
【永松こども政策局長】 こども政策局関係の議
案についてご説明をいたします。 
「文教厚生委員会関係議案説明資料」のこど

も政策局をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第147号議案「長崎県の事務処理の特例に関す
る条例の一部を改正する条例」のうち関係部分

の1件であります。 
 1ページになりますが、条例議案の内容につ
いてご説明をいたします。 
 第147号議案「長崎県の事務処理の特例に関
する条例の一部を改正する条例」のうち、関係

部分につきましては、こども子育て支援法に基

づく施設型給付費等に係る処遇改善等加算の支

給認定事務を市町において処理することに関し

て、移譲する市町の追加に伴い、所要の改正を

しようとするものであります。 
 次に、議案外の主な所管事項についてご説明

をいたします。 
 長崎こども・女性・障害者支援センターに対

する損害賠償請求事件につきましては、同セン

ターにおいて、平成22年度から児童虐待として
対応していた事案について、同センターが平成

23年2月に支援を終結し、それ以降の指導を行
わなかったこと及び平成26年12月に要保護児
童対策地域協議会において、関係機関が求めて

いたにもかかわらず、一時保護を行わなかった

ことが不作為であったとして、昨年7月23日に
損害賠償請求訴訟が提起されました。 
この訴訟の判決が、去る10月14日に長崎地方
裁判所において、「原告の請求をいずれも棄却

する」と出されたところであります。 
 その後、10月25日に原告から長崎地方裁判所
へ原判決の取り消しを求める旨の控訴状が提出

されておりますが、現時点では控訴理由書の提

出がなされておらず、その理由等の確認ができ

ない状況にあります。 
 なお、本事案は、現在も同センターにより継

続した支援が行われていることから、訴訟によ

る生活への支障が生じないよう、十分配慮して

まいりたいと考えております。 
 2ページになります。児童虐待防止推進月間
について。 
平成27年度の全国の児童相談所における児
童虐待相談対応件数が、速報値で10万3,260件
と過去最高を更新する中、本県においても495
件と統計を取り出した平成2年度以来最多とな
り、平成26年度の301件と比較して1.6倍となっ
ております。 
 主な増加要因としては、警察や学校等の関係

機関と児童相談所の連携が進み、積極的に相

談・通告がなされたことや、平成27年7月から
の児童相談所全国共通ダイヤルの3桁化、「189
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（いちはやく）」に伴う広報活動などにより、

虐待に対する県民の意識が高まり、通告につな

がっていることなどが挙げられます。 
そのような中、11月の児童虐待防止推進月間

において、児童虐待防止や「189（いちはやく）」
についてのテレビや新聞、広報誌等による広報

のほか、県内商業施設への推進月間ポスター・

リーフレットの設置、大学生と協力した浜町

アーケードでの街頭キャンペーン、また、小中

高校への啓発ポスターの掲示など市町や関係機

関と連携した広報・啓発活動に取り組んだとこ

ろです。 
今後とも、増加する児童虐待問題に対する県

民の理解をより一層深めていただくよう、さま

ざまな機会を通じて広報・啓発を行い、児童虐

待の防止に努めてまいります。 
 「文教厚生委員会関係議案説明資料（追加3）」
をお開きください。結婚支援事業の推進という

ことでございます。 
これまで、県、市町、団体がそれぞれで実施

していた婚活イベントなどの結婚支援事業を県

内一体となって効果的に実施するための協議を

行う長崎県婚活サポート官民連携協議会を去る

11月9日に立ち上げました。 
また、今年度、県において開発を進めており

ましたデータによるマッチングを行うお見合い

システムは、去る10月28日から婚活サポートセ
ンターにおいて会員の本登録を開始しており、

11月末日現在、本登録及び仮登録で329人が会
員登録をしております。 
さらに、今年度、設置を予定しております婚

活サポートセンター支所3カ所のうち、県央支
所につきましては、去る12月5日に大村市内に
開設いたしました。その他の支所につきまして

は、現在、設置場所について関係市町と協議を

続けているところです。 
今後とも、市町や団体と連携し、結婚を望む

独身男女の求める婚活支援を提供できる環境の

整備に取り組んでまいります。 
その他の所管事項につきましては、児童相談

所と警察との合同訓練について、ココロねっこ

パレードについて、事務事業評価の実施につい

て、施策評価の実施について、地方創生の推進

について、平成29年度の重点施策についてでご
ざいまして、内容は記載のとおりでございます。 
 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。 
よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりました。 
第155号議案の質疑は終了しておりますので、

第147号議案に対する質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 質疑がないようですので、これ
をもちまして質疑を終了いたします。 
 次に、第147号議案のうち関係部分及び第155
号議案に対する討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 討論がないようですので、これ
をもって討論を終了し、採決いたします。 
第147号議案のうち関係部分及び第155号議
案は、原案のとおり、それぞれ可決することに

ご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、各議案は、原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 
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 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１９分 休憩 ― 

― 午前１１時２４分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 11時半再開で、陳情審査まで行います。 
 しばらく休憩いたします。 
  

― 午前１１時２５分 休憩 ― 

― 午前１１時３０分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について説

明をお願いいたします。 
【上田福祉保健課長】 「政策等決定過程の透明
性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出いたしました福祉保健部関係の資料について

ご説明いたします。 
 文教厚生委員会提出資料福祉保健部の1ペー
ジをご覧ください。 
 補助金内示一覧表でございますが、県が格付

を行って実施する個別事業に関し、市町並びに

直接・間接の補助事業者に対し内示を行った補

助金について、本年9月から10月分の実績を記
載しております。 
直接補助金につきましては、資料の1ページ

から6ページに記載のとおりで、計34件です。
間接補助金につきましては、資料7ページに記
載のとおり、計3件でございます。 
 次に、8ページをお開きください。知事及び
部局長に対する陳情・要望のうち、本年9月か
ら10月までに県議会議長宛てにも同様の要望
が行われたものは、長崎市、一般社団法人長崎

県身体障害者福祉協会連合会、五島市、長崎県

離島振興協議会からの計4件となっており、そ
れに対する県の取扱いは、8ページから33ペー
ジまでの記載のとおりであります。 
 次に、34ページをお開きください。附属機関
等会議結果について、本年9月から10月分の実
績は、長崎県感染症診査協議会など計12件と
なっており、その内容につきましては、資料35
ページから46ページに記載のとおりでありま
す。 
 以上で報告を終わります。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
【中野こども未来課長】 私の方からも、「政策
等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議員

との協議等の拡充に関する決議」に基づきまし

て、本委員会に提出いたしましたこども政策局

関係資料についてご説明いたします。 
 資料の1ページをお開きください。補助金内
示一覧表でございますが、県が箇所付けを行っ

て実施いたします個別事業に関し、内示を行っ

た補助金について記載しております。 
 本年9月から10月分の実績は、認定こども園
整備事業が3件、保育所等緊急整備事業補助金
が1件、計4件となっております。 
 次に、2ページをお開きください。知事及び
部局長等に対する陳情要望のうち、本年9月か
ら10月までに県議会議長宛てにも同様の要望
が行われたものについて、県の対応状況につい

て記載をしております。 
 長崎県離島振興協議会からの要望書の1件と
なっており、それに対する県の対応状況につい

ては記載のとおりでございます。 
 こども政策局の関係は以上でございます。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 次に、国保・健康増進課長より補足説明をお

願いいたします。 
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【安永国保・健康増進課長】 お手元に配付して
おります補足説明資料によりまして、国民健康

保険の都道府県化についてご説明をさせていた

だきます。 
 資料の1ページをお願いいたします。 
まず、1、国保都道府県化の背景についてご

説明をいたします。資料の上段左側でございま

すが、国保財政の課題ということで記載をして

おります。財政単位を市町村としている現状で

は、市町村国保について構造的な問題として、

例えば、下の方に①から④と書いておりますけ

れども、①として、小規模保険者が多数存在し、

財政が不安定になりやすいこと、②として、過

疎化により小規模保険者の数は今後増大が見込

まれることなどが上げられております。 
 また、2つ目の丸でございますが、被保険者
側から見ますと、保険給付は全国共通であるも

のの、保険料は市町村ごとに大きく異なり不公

平感があるということも言われております。こ

の点につきましては、③として、保険料の算定

方式が異なること。④として、保険料の上昇を

抑制するため、一般会計からその財政状況に応

じて法定外の繰り入れをする場合があること。

このような違いが市町村によってあるというこ

ととされております。 
 資料の右側の上段でございますが、本県の国

保財政の現状と課題ということで記載をしてお

ります。左の欄の課題に関しまして本県の状況

を記載したものでございます。 
本県では､現在、①のところでございますが、

被保険者が3,000人未満の小規模保険者は小値
賀町と東彼杵町の2町となっております。また、
②のところ、3,000人～5,000人未満では、川棚
町、波佐見町、佐々町の3町がございます。 
 保険料の算定方式として、③のところで3方

式と書いておりますが、これは保険料を所得割、

均等割、平等割により算定する方式のことであ

ります。均等割は、被保険者1人当たり、平等
割は世帯当たりの算定になります。その下の4
方式というのは、3方式に加えまして、資産割
による算定を行うものでございます。固定資産

税額による算定を行っております。 
 それから、④の決算補填等一般会計繰入でご

ざいますが、平成26年度で長崎市、壱岐市、五
島市、南島原市、それから長与町の5市町にお
いて行われております。 
 このような市町村国保が抱える構造的な課題

を解決するために、国においては、平成27年5
月27日に法改正を行いまして、国保への財政支
援の拡充により国保の財政基盤を強化するとと

もに、平成30年度から都道府県が財政運営の運
営主体となり、制度を安定化することとなって

おります。 
 下の方ですけれども、都道府県化することに

よりまして、小規模保険者が多いという課題の

解決を図るということ。それから、市町村ごと

に異なる保険料については、県内どこに住んで

いても同じ水準であるべきだということ。それ

から、国保財政につきましては、必要な支出を

保険料や国庫負担金で賄うことで収支が均衡し

ているということが基本であるという考え方で

進めてまいりたいということでございます。 
 資料の2ページをお願いいたします。次に、
前回、この委員会でいただいた質問に関連いた

しまして、2として国保都道府県化の方向性に
ついてご説明をさせていただきます。 
 資料の左の上段をご覧ください。国は、国保

の都道府県化を進めるに当たりまして、各種通

知やガイドラインを定めております。制度の大

枠につきましては、全国共通の取扱いが示され
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ております。 
 そこで、（1）の保険料でございます。保険
料につきましては、国のガイドラインで、①医

療費水準の格差が大きい場合は、原則として医

療費水準に応じた保険料とされております。②

として、ただし、将来的には、地域の実情を踏

まえつつ、都道府県で統一の保険料水準を目指

すとされております。初めから統一保険料とす

るということをしていない理由といたしまして

は、市町村の医療費適正化インセンティブを確

保する観点からということで整理をされており

ます。 
資料の右上段をお願いいたします。本県の保

険料に対する考え方でございます。本県の県内

の市町間の医療費水準の格差が全国と比較して

小さいということ。それから、被保険者間の負

担の公平性を確保する観点から、市町の了解を

得まして、県内統一の保険料水準を目指すとい

うことといたしまして、新たに作成する国保運

営方針の中で、その時期などについて記載をし

ていきたいと考えております。 
次に、また左側に戻っていただきまして、（2）
の国保財政の安定化でございます。国のガイド

ラインでは、法定外の一般会計繰入等につきま

して、国の財政措置の拡充約3,400億円と、それ
から、保険給付に要した費用については、県が

その全額を交付する仕組み、こういったことに

より解消が図られる方向となっております。そ

れから、保険料収納率の向上、それから医療費

適正化の取組と併せまして、保険料を適正な額

に設定し、計画的、段階的にこの法定外の一般

会計繰入については解消するよう、実効性ある

取組を定めるとされております。 
この点につきましても、右側のところでござ

いますけれども、本県でも、解消・削減に向け

た取組を求めることになると考えております。 
被保険者の負担が急変する場合など、単年度

での赤字解消が困難な場合につきましては、市

町の実態を踏まえ協議を行っていきたいと考え

ております。 
下の方ですけれども、市町との協議のポイン

トということで、将来的には県内統一の保険料

水準を目指すということ。それから、決算補填

等を目的とした法定外の一般会計繰入について

は、将来的に解消・削減を目指すというこの2
点であると考えております。 
これらのことにつきましては、平成29年1月
に県から市町に対して示す予定でございます国

保事業費納付金の算定結果をもとに、実施時期

等についての具体的な協議を行うこととしてお

ります。 
3ページをお願いいたします。3、国保財政の

変更点について、また改めてご説明をさせてい

ただきますが、左側の「現行」と書いてある部

分の下でございます。市町村国保の財政は、恒

常的な赤字体質にございまして、単年度の決算

赤字補填等を目的とした一般会計繰入、これが

平成26年度では全国の1,134保険者で行われて
おります。その額は3,468億円ということで、赤
字の保険者は全体の3分の2となっております。
こういった現状を踏まえて、国は、国保の都道

府県化に当たりまして､新たに3,400億円の財政
支援の拡充を行い､国保の赤字体質の解消を図

ることとしております。 
次に、国保の財政運営の仕組みの変更点でご

ざいます。左側でございますが、現行制度では、

市町ごとに国保特別会計が設置されまして、そ

れぞれ住民に対して保険料を賦課し、市町ごと

の医療費である保険給付費を医療機関に支払う

仕組みとなっております。市町村に対する国や
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県、それから市町の一般会計から支出される公

費につきましては、それぞれの市町に交付され

ております。 
 右側の方ですけれども、新制度では、県に新

たに国保特別会計を設置いたしまして、国と県

からの公費につきましては、県の国保特別会計

へ交付されるように変わります。県の特別会計

では、県全体で医療費がどれくらいになるかな

どの支出を見込みまして、それに対して国等か

らの公費がどれくらい入るかなどの収入の見込

みを立て、これを差し引いた額を保険料として

県民の皆様に負担していただく額ということで

算出をいたします。この保険料につきましては、

国保事業費納付金といたしまして、各市町に対

して割り振りをいたします。それで市町に納め

ていただくというふうな仕組みに変わってまい

ります。 
 各市町の予算編成前に、県が市町に対し、こ

の納付金の額を示し、市町はそれぞれ予算に計

上いたしまして、この納付金の全額を県に納付

していただくことになります。 
 そして、この納付金の額でございますが、年

度中に医療費が大きく伸びたとしても変更しな

いという取扱いになります。市町にあっては、

県から示された納付金を納めることで、仮にそ

の年度中に医療費が見込みを超えた場合であっ

ても、これまでとは異なり、補正予算を組む必

要がなくなるということでございます。 
 なお、医療機関等に対する支払いにつきまし

ては、引き続き市町において行うことが基本と

なっておりますけれども、この支払いに必要な

額については、全て県から交付金として市町に

交付されることになります。 
 このような交付金の仕組みを導入することで、

市町においては支出についても機械的に行うと

いうことで済むということでございます。 
 以上のような国保に対する国の財政支援の拡

充と、それから納付金、交付金の仕組みの導入

によりまして、これまでの決算赤字補填のため

の一般会計繰入につきましては一定解消される

見込みとなっておりまして、このことが国保の

都道府県化のメリットではないかと考えており

ます。 
 資料の4ページをお願いいたします。 
【宅島委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時４５分 休憩 ― 

― 午前１１時４５分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 国保・健康増進課長の説明の途中でありまし

たけれども、しばらく時間がかかるようであり

まして、次の陳情審査を先に議題といたします。 
お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。 
審査対象の陳情番号は、38番、39番、43番、

44番、48番、56番、57番、58番、59番、61番
でございます。 
陳情書につきまして、何か質問はありません

か。 
【山本(啓)委員】 陳情番号の56、57、58及び
59も併せて続けて行いたいと思いますのでお
許しをいただきたいと思っています。 
 56、57、58につきましては、幼稚園、保育園、
これらについての団体から要望がなされたもの

でございます。 
 その内容について、文章を読みますと、保育

者等に対する支援ということで、保育者等に対

する処遇改善という項目で出されております。

この番号を連番で書いておりますが、まずはじ
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めに保育協会、そして幼稚園連合会がともに出

されたもの。そして、保育協会と幼稚園連合会

がそれぞれ出しているというふうな内容である

と理解しています。その上で、ともに出してい

ることから、幼稚園、保育園にかかわる保育士、

そして幼稚園の教員に対して保育者という表現

をされている。まず、この2つの団体が1つで要
望を出されている。今回、新たな取り組みだと

思いますけれども、この取組について、まずご

意見をお伺いしたいと思います。 
【中野こども未来課長】 この両団体それぞれ、
これまでも、知事もしくは議長に対して個別に

陳情項目を立てて、なされていたという経過が

ございます。今回、この2つの団体は、先ほど
委員がおっしゃられた保育者の処遇の改善を中

心に、この団体がまとまって、県議会、そして

県の方に要望するということで、働きかけを強

化したいという心根があられるんじゃなかった

のかなと私は思っております。 
【山本(啓)委員】 ちょっと時間が、恐らく待っ
ていらっしゃるので、ちょっと早くぱん、ぱん、

ぱんと行きたいと思います。 
これをそういう団体からの要望というか、圧

力ととるか、それとも我々が本県の課題をクリ

アするためのよきパートナーととるか、この違

いによって要望のとり方が大きく変わってくる

と思うんですね。できる、できないの問いを投

げかけられているととっていると、そういうふ

うな答弁になってしまうんだと思います。 
その前の請願の時もそういうことがあったと

思うんですけれども、特異な地形において、よ

り平準的に、より平等にそれぞれの地域、その

空間に県のサービスや基礎自治体のサービスが

届けられるか、そういう環境がつくれるかとい

うことに、我々は厳しい財政の中で腐心をして

いかなければいけない。そして、足らざるとこ

ろを国に求めて引っ張ってこなきゃいけない。

引っ張ってくる時には、本県の実情や本県の現

場の声をしっかりと中央に届けて、それを聞き

届けてもらった上で物を引っ張ってこなきゃい

けない。そういうことを本県は行っていく上に、

少子化対策や子育ての環境づくりというものが

成り立たなきゃいけない。そうした場合、この

要望は圧力なのか、現場で取り組んでいるパー

トナーの悲鳴なのか、どちらだと思いますか。 
【中野こども未来課長】 両方かなと思っており
ます。今までずっと同じような要望をされてき

て、なかなか現状は変わらないという、そういっ

た今の手法でよかったのかなといったことも思

われたのかなと思っておりますし、そういう実

情を悲鳴という形で、叫びといいますか、強い

要望という形で届けたいという趣旨も了解して

おります。 
【山本(啓)委員】 今の答弁を聞いて、何たるこ
とかとやるだけの胆力も経験もございませんが、

しかしながら、それこそやはり県庁マンなんだ

ろうなと思いますよ。予算を見て、全体のバラ

ンスを見て、そして、これまでの取組とこれか

らの取組を判断しているからこそ、軽々にそう

いう発言はできませんということを今おっ

しゃったんだと思います。 
 しかしながら、その上でどちらにシフトをす

るかという議論もあるかもしれませんが、くし

くも宅島委員長が一般質問でやりとりをされて

います。その上でこども政策局長が答弁をされ

ています。議論の中身は、前提として今の課長

と私のやりとりがあります。だから、そこはしっ

かりと受け止めていただいて、我々は子どもた

ちを増やそうとか、子どもを育てる環境をよく

しようということに重きを置いて、人口減少に
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歯止めをかけるとか、緩やかにするとか、そう

いったことをやっていますので、その上で現場

の声をどう捉えるかということは、ともに歩む

べきパートナーとして考えていく必要があると、

その姿勢を感じていただきたいということをこ

の陳情に際して要望したいと私は思います。 
 しかし、実際、テクニック的な中身としては、

国の配置に対する基準、配置基準が現場のもの

と大きく異なるということを局長は答弁されて

います。現場と大きく異なる認識を持った国と

いう大もとが、それに基づいての加算をしてい

るのであれば、計算をしているのであれば、そ

こは早くにたださなきゃいけない。そのことに

努力をしていただかないといけないんだと私は

思います。 
 併せて、人材育成の観点においても、センター

の設置についてもやりとりをされています。必

要であるという認識だけを示して、しかし、お

金が足りません。そこを何とかするのが多分全

国津々浦々、同じ境遇だと思いますが、今の自

治体行政の行政マンのやるべきことだと思いま

す。 
 敵と見れば切り捨てることも簡単かもしれま

せんが、ともに歩む、同じ頂点を目指すパート

ナーとしてのご意見と思えば、現場のさまざま

なありがたい情報は国に訴えるための補強にな

るんだと思いますので、最後、局長の受け止め

と、やるんだという思いをお聞かせください。 
【永松こども政策局長】 この件に関しましては、
今回、結構答弁させていただきました。 
 委員おっしゃるように、ともに歩く、まさに

そうだと思います。一緒に子ども、子育てを担

当していますので、現場の声を聞いて、それを

どう解決していくかというのが我々の仕事だと

思っております。 

 ただ、財源が伴うということで、なかなか手

が出せないというのはご指摘のとおりなんです

が、今年の6月だったか、5月だったか、政府施
策要望の折にも、配置基準、足りませんよとい

う話を私は申し上げました。 
 ただ、聞いていただいた国の課長さんでもぴ

んとこない人がいたんです。言葉は悪いけど、

「何ば言いよっとね」みたいな感じで。だから、

一応こういうことですと言ったら、ああ、そう

いうことかということで、今まで声を上げな

かったんだと思います。 
 そういうことで、原因は、私たちはそういう

ふうに分析しておりますので、国に対してき

ちっとそこら辺を要望していって、本当に子ど

も、子育てをしっかりできるようにしていきた

いと思います。 
【山本(啓)委員】 併せて、陳情番号の59、「学
童保育の施策拡充に関する陳情書」もございま

す。 
今、その前のやりとりでポイントとしたのは

3つです。パートナーとして考えてやっていく
ということが1つ。そして、国のさまざまな線
引きをしている人たちには現場の声が届いてい

ない部分が多分にあるということを前提にやっ

ていくべきなんだということが1つ。それと、
テクニックの部分。実際に現場に対する説明が

足りてないんじゃないかという部分も幾つかあ

ろうかと思います。 
 今回、学童保育の施策拡充に関する陳情書の

中身は、長崎県母子家庭等児童助成事業につい

て、本補助要件及び補助金額を今までどおり継

続してくださいという内容です。今までどおり

の要件と今までどおりの補助金額をお願いしま

すということですけれども、金額については一

定答弁がいただけるんだと思いますけれども、
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補助要件、これは新たな仕組みづくりが行われ

たことによって、実際にこれまでよりも損をし

ているという受けとめの陳情になっていると私

は理解しています。 
 システムがややこしくなった、もしくは補助

額が減った。要は、家族が受け取る金額が下がっ

た、そのような要望であろうかと思います。そ

の部分の説明が足りてないと思いますが、お願

いします。 
【中野こども未来課長】 今回の要件の部分でご
ざいますけれども、今、中身を変えたところは、

いわゆる多子の、例えば、2人児童クラブにい
て、そして保育園に1人来ている、そういった
場合には、月額最大5,000円、これは市町と分け
て、県が例えば2,500円、市が2,500円で毎月す
ると。3人いる場合の2人目の部分を単独で見ま
しょうと、こういった部分があったわけでござ

います。その趣旨としては、保育園に通わせる

と保育料が負担になるため、そういった要件が

あったということです。そこを今回、保育園に

ついて、保育費について、これは幼稚園も同じ

なんですけれども、いわゆる軽減措置が国の方

から打ち出されております。これは県単独でも

やりましたけれども、いわゆる330万円の年収
世帯については、そこのところの対象拡大が図

られたものですから、それに沿ったところで、

いわゆる保育料の負担をしないような3人のお
子さんを持っているところについては対象外に

したということでございます。 
 ですから、家計としては、もともと払ってい

た保育料が例えば2万円だとすると、それに
5,000円もらっていたということで1万5,000円
ぐらい実際負担していたところが、その2万円
がもう払わなくてよくなったということでござ

いますので、そういったところについては対象

から外したという改正でございます。 
【山本(啓)委員】 せめて12時前に次の方にお譲
りしたいと思っていますので、これで最後にし

ますけれども、設置状況とか、この放課後児童

クラブ、こういったものを必要に感じている方

は、本県において地域によってばらばらだと思

うんですね。そういった部分からしっかりと調

査をし直して、そして、この団体の要望の内容

からすると、今の課長の説明は、負担の置き換

えだ、補助の置き換えだ、だから説明はつくん

ですというような説明だと僕は理解したんです。

だから、いま一度説明をしていただいて、とも

に歩むパートナーとして要望に応えていただき

たいと思っております。 
【中野こども未来課長】 説明が足らなかったと
いう部分もあるかと思いますので、改正の中身

について、もう一度お話をさせていただきたい

と思っております。 
【堀江委員】 学童保育連絡協議会の皆さんも今
日傍聴に来ておられますので、私からも再度、

この点につきましては質疑をしたいと思います。 
趣旨的には今の山本(啓)委員と同じ立場です
が、これまで長年継続してきた。当然、要件縮

小というのがこれまでもあったんだけれども、

継続されてきたんだと。それが、今年度、いわ

ゆる縮小されたということについては、一つは

十分な協議というのはあっていないという認識

を私もしております。 
 さらには、やはり納得できていないじゃない

ですか。トータルで見て、こども未来課として

はそうなんだけれども、逆に受ける学童の側の

方から見た時にどうなのかという視点もないと

いけないと思っておりますので、この部分につ

いては今までどおり継続してくださいというこ

とですので、ぜひこれは協議していただきたい
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と思いますが、この点だけ答弁を求めます。 
【中野こども未来課長】 今回の改正内容等につ
いて、団体とお話をさせていただく、説明をさ

せていただくということでございます。 
【堀江委員】 お話をさせていただく。だから、
お話をさせていただくということは、学童の皆

さんの声も聞くという立場で対応していただき

たいと思います。 
 もう一つ、今回の陳情の43番の対馬市から出
された要望で、子どもに係る福祉医療費の拡充

が出されておりまして、対象者を拡大してくだ

さいというのが出されております。 
 それから、44番、これは佐々町から出されて
おりまして、これも福祉医療費を中学生まで拡

大してくださいという要望が出されております。 
 そして、もう一つ最後に、陳情番号61番、新
日本婦人の会から、子どもの医療費を中学校ま

で拡充してくださいということと併せて、国に

意見書を出してくださいという内容が提出され

ております。 
 この子どもの医療費を中学校卒業まで拡充し

てくださいという問題は、これまで委員会の中

でも質疑を随分やってきて、それぞれの委員も

含めて、要望としては同じ状況だと思っていま

す。 
 要は、財源の問題だということがこれまでも

言われてきましたが、ぜひ中学校卒業まで拡充

をする。一気にいかなくても拡充していただき

たいと思っているんですが、そういう趣旨を酌

んでいただいて、中学校卒業まで拡充してほし

いということの見解をまず教えてください。 
【吉田こども家庭課長】 見解については、これ
までと同様な答弁になりますけれども、医療に

ついては、本来、どこにいても同じ条件で受け

るということが必要だと思っております。本来

であれば、長崎県内だけでなくて全国どこでも

という意味では、国においてきちっとそういっ

た制度というのは手当てしていただくというこ

とが必要だと思っています。 
そういったことから、これまで政府施策要望

だけではなくて、全国知事会等も通じて、国に

対して新たに子どもに対する医療費制度の創設

を要望してきたところでございまして、それに

ついては、これまで同様、国に対して制度要求

をしていきたいと考えております。 
【堀江委員】 長く論議はできませんが、61番
で国に対して意見書を出してくださいと。無料

化を今課長が言われるとおりに国の制度として

要望すること。これはもうやっていると理解を

しているんですが、ペナルティー、現物給付で

やると国保会計への補助金が削られるという問

題をなくしてほしいというここの部分ですが、

この点についての国の動き、協議会といいます

か、厚生労働省の中でこのペナルティーの問題

を検討するというふうにこれまで課長は答弁さ

れておりましたが、現状としてはどうなのかと

いうことを最後に教えてください。 
【吉田こども家庭課長】 詳細については、我々
も国の方から情報は来ておりませんが、11月末
ぐらいの新聞報道でも、これはマスコミの報道

ですけれども、厚生労働省としては、ペナル

ティーについては何らかの措置をするんだとい

うような報道も出ておりますので、そういった

方向で検討されているものと考えております。 
 ただ、一方で、報道の中でも、かなりの財源

が要るということで、その財源をどうするのか

ということと、そのペナルティーをなくすため

に、自治体に対して一定何らかのハードルを設

けるのではないかというような記事、これはあ

くまでも記事ですので、そういった検討がなさ
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れているかどうかはわかりませんけれども、そ

ういったことも含めて議論がされているという

ふうに認識をしております。 
【堀江委員】 最後にしますが、この子どもの医
療費の問題は、長崎県が出さなくても、つまり

長崎県は就学前までということになっているけ

れども、随時、松浦の高校の年代まで含めて、

長崎県以上に、就学前以上に年齢を広げている

ところが20自治体という状況にありますよう
に、子育ての施策として必要だというのは、こ

れは課長も同じ認識だと思っております。 
 私の立場からすれば、新幹線よりもこういっ

たところにお金を使ってほしいと思っておりま

すので、この施策については、今回の陳情をぜ

ひ真摯に受け止めていただいて政策に活かして

いただきたいということを要望して終わりたい

と思います。 
【宅島委員長】 ほかに質問はありませんか。 
【渡辺委員】 陳情の学童保育の関係です。今年
度から母子家庭等児童助成事業が削減されてい

るわけですが、復活すれば幾らの予算が要るん

ですか、今までどおりにすれば。 
【宅島委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 零時 ５分 休憩 ― 

― 午後 零時 ５分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 再開いたします。 
【中野こども未来課長】 今年度の要件での該当
者数がわからないということがございますので、

例えば平成27年度の実績でいきますと、予算額
としましては、多子世帯については778万6,000
円、平成26年度も728万4,000円、大体800万円
弱ぐらいの額ということでございます。 
 ただ、平成28年度の改正後は、私どももどれ
だけ該当者がいるかがわかりませんので、補充

額といいますか、補正額は今のところつかんで

いないということです。 
【渡辺委員】 要するに、母子家庭で多くの子ど
もさんを抱えている人たちは、一生懸命働いて

頑張っているわけですよ。将来の子どもをつく

ろうということで婚活サポートも、今、県の事

業費で予算化しているんですけど、どうして削

るんですか。1,000万円もかからないんでしょう
が。ぜひ復活していただきたい。やっぱり母子

家庭で多くの子どもを抱えて働いている現状を

考えてみてくださいよ。そしたら、この1,000
万円もかからない予算をなぜ削るんですか。婚

活サポートで結婚させて子どもを増やそうと、

今、県は施策をしているんでしょうが。母子家

庭の6人に1人は貧困の状況ということをわ
かっているわけでしょう。その辺をぜひわかっ

ていただいて、ぜひ復活していただきますよう

に強く要望しておきたいと思います。 
【中野こども未来課長】 委員がおっしゃられた
母子家庭だけではなくて、たくさんお子さんを

お持ちの方に対するこの補助分とは、別途、母

子家庭について、この補助金メニューの中で

残っています。いわゆる母子家庭だけの多子世

帯に対する補助金ではないということでござい

ます。 
【渡辺委員】 いずれにしても、子供を産み育て
て、これだけ頑張っている家庭に対して、1,000
万円もかからないのをなぜ継続してやらないの

かと私は言っているわけです。婚活サポートで

も予算をつぎ込んで結婚させて子供を産み育て

ようとしているでしょうが。そこを強く要望し

ておきたいと思います。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
休憩します。 
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― 午後 零時 ８分 休憩 ― 

― 午後 零時 ８分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 質問がないようですので、陳情
につきましては、承っておくことといたします。 
 午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
半から再開いたします。 
 ありがとうございました。 
 

― 午後 零時 ９分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 こども未来課長より、午前中の陳情に係る答

弁について、一部不適切な発言があったとのこ

とであり、発言の撤回もしくは訂正の発言の申

し出があっておりますので、許可いたします。 
【中野こども未来課長】 午前中の陳情に係る私
の答弁におきまして、一部不適切な発言があり

ましたことをお詫びいたします。 
後刻、委員長におきまして、会議録を精査し、

適切な処置をお願いいたしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
【宅島委員長】 今、こども未来課長から発言が
ありましたとおり、議事録を精査し、適切に処

置をさせていただきたいと思います。 
 午前中に続きまして、政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料につきましての質

疑に入ります。 
 ご質問はございませんか。 
 休憩します。 
 

― 午後 １時３１分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 こども未来課長の補足説明は資料が来てから

ということで、こども家庭課長、説明をお願い

いたします。 
【吉田こども家庭課長】 私からは、長崎こど
も・女性・障害者支援センター損害賠償請求事

件についてご説明をいたします。 
 本日、午前中に配付いたしました資料をご覧

いただきたいと思います。2枚もので、「長崎
こども・女性・障害者支援センターに対する損

害賠償請求事件について（概要）」という資料

でございます。 
 本事案につきましては、昨年7月、長崎セン
ターの不作為により損害を受けたとして、セン

ターにおいて継続指導中の児童から訴訟の提起

がなされたものでございます。 
 資料には記載しておりませんが、午前中の局

長の答弁にもございましたが、本事件につきま

しては、10月14日に長崎地裁の判決が出されて
おりますが、判決内容を不服として、10月25日
に原告側が長崎地裁に控訴の手続をなされてい

ます。 
 ただし、昨日まで待ちましたけれども、現時

点において控訴理由書をまだ我々として受け

取っておりませんので、本日は長崎地裁の判決

までの概要についてご説明をいたしたいと思い

ます。 
 また、このケースにつきましては、控訴され

ていることから、訴訟中であることもさながら、

現在も長崎センターとして支援を継続している

ケースでありますので、個別具体の内容につき

ましては説明できない点もあることをあらかじ

めご了承いただきたいと思います。 
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 それでは、資料に移ります。資料の2の訴訟
請求の内容と原因につきましては、原告からの

請求の内容は記載のとおりでございますが、後

ほど地裁の判決の内容の際にもご説明をいたし

たいと思います。 
 なお、②の中の1行目に、「要保護児童対策
地域協議会（以下「要対協」という。）」とし

ておりますが、今後、説明の中で要対協という

略称で説明をさせていただきますので、ご了承

ください。 
 3、県の主張としては、請求のいずれも棄却
を求めております。 

4、訴訟ケースの経緯になります。長崎地裁
の判決内容をご説明する前に、県として把握し

ていた本訴訟ケースの経緯について補足してご

説明をいたします。 
本ケースは、平成22年4月に、医療機関から
児童の古い傷について、やけど痕かどうか断定

はできないが、ライターなどの児童の発言内容

を踏まえて長崎センターへ通告があり、通告当

日には、センター職員が児童及び親族と面接を

行い、その安全を確認したものでございます。 
2ページをご覧ください。センターは、通告
があった後も保育所や市町からの情報収集、保

護者、関係する親族との面接等を実施するとと

もに、児童本人とも面接を実施しております。

保護者に対する面接指導等は、途中からキャン

セルがあったものの、保育所や関係親族に対し、

児童に対する見守りを依頼し、定期的な状況確

認は継続して行っていたところであります。 
②になりますが、こうした経過を踏まえて、

関係機関の情報共有等を行うため、平成23年2
月に要対協が開催されております。その際、児

童に新たな傷跡等は見られず、変わった様子も

ないことから、要対協において、今後は市町を

はじめとした地域の関係機関で見守りを行うこ

ととし、児童相談所が行ってきた継続的な支援

は一旦終結し、ケースの担当を市町へ変更した

ところでございます。 
この後③まで4年近く経過をしておりますが、

その間、長崎センターに当該児童に関する相談

等の記録はございません。 
③になりますが、平成26年11月に、市町から

本ケースに関して児童が保護者から虐待を受け

たとの情報があったという相談を受けておりま

す。長崎センターは、市町に対し、まずは児童

の安全確認等の調査を行い、調査の結果、長崎

センターでの措置が必要な場合は送致するよう

助言を行っております。 
なお、市町の調査の結果といたしましては、

児童に調査時点では外傷等もなく、安全が確認

されております。 
④になりますが、市町からの相談もあり、セ

ンターが提案し、平成26年12月に関係機関の支
援経過報告と情報共有を目的とし、要対協が開

催されております。要対協の中では、一時保護

を求める意見など、さまざまな意見が出され、

長崎センターとしても、児相としてケースの受

理や一時保護の考え方について説明しておりま

す。 
要対協の結果としては、本ケースに関しては

引き続き市町を担当とし、関係機関での見守り、

調査の上で、長崎センターによる措置が必要な

場合は長崎センターへ送致することを関係機関

で確認しております。 
以上が、簡単ではございますが、ケースの経

緯でございます。 
3ページをご覧ください。訴訟の主な争点と
長崎地裁の判決でございます。争点に関しては、

原告の主張と県の主張を併せて記載をしており
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ます。 
争点は大きく2つになります。 
1つ目の争点は、センターが平成23年2月に継

続指導を終結したことの違法性ないし過失にな

ります。 
原告の主張は、センターには、保護者に対し

て虐待を認めさせ、継続指導する義務があった。

これに対し県は、センターへ通告があってから

要対協まで、保護者との面接や電話等、直接接

触し、また、親族や教育機関等の関係機関の見

守り体制を整備している。原告に変わった様子

は見られず、新たな傷跡等もなく、保護者自身

が児童の監護状況の問題点を認めていることな

どを踏まえて、センターとしての指導終結を

行ったことを主張しております。 
これに対し裁判所の判断としては、児童に差

し迫った危険は見当たらず、親族や関係機関に

よる連携体制を確保した上で、一旦指導を終結

したことは違法とまでは言えないとされており

ます。 
2つ目の争点は、要対協を受けて、センター
が平成26年12月に児童の安全確認をしなかっ
たこと及び一時保護をしなかったことの違法性

ないし過失です。 
原告の主張は、要対協で一時保護を求める意

見が出ており、これを通告としてセンターは児

童の安全確認義務があり、虐待を受けていたた

め、一時保護をすべき義務があったというもの

でございます。 
4ページをご覧ください。これに対しまして
県としては、センターは相談があった市町に児

童の安全確認を要請しており、要対協での情報

は過去の情報などもあり、児童がその時点で虐

待を受けているとの客観的な事情がなかったこ

とから、一時保護については、市町による実情

把握を行った上でセンターへ送致等を行うこと

を関係機関と確認していると主張しております。 
結果、裁判所の判断といたしましては、12月
の要対協での虐待事実は1カ月以上前のもので、
市町から安全確認がなされており、緊急性がな

いと言うべきで、センターが直ちに安全確認を

せず関係機関が踏み込んで調査を行うという方

針を立てたことは、その中で児童の安全も確認

できるので合理性がある。また、一時保護は、

保護者と切り離す強制を伴う制度であり、迅速

性もさることながら、慎重な判断も必要なこと

から、さらなる調査等を具体的に指示し、直ち

に一時保護しなかったことにも合理性があると

されております。 
以上が訴訟事案についての概要になります。 
控訴理由書の提出期限が今月の14日になっ
ておりますが、控訴理由が届いた後に、その対

応について具体的に検討することとしておりま

す。 
以上で説明を終わります。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 以上で政策等決定過程の透明性等に関する説

明が終わりましたので、これより質問に入りま

す。 
質問はございませんか。 

【坂本(浩)副委員長】 今、報告があった分につ
いて、ちょっとお伺いしたいんですが、これは

裁判係争中ということでもありますし、まだ控

訴理由が届いてないということで、今からとい

うことになりますから、裁判の内容までは立ち

入りませんけれども、いずれにしても、こうい

う事案が出ているということについてはやはり

問題ではないかなと思っているところです。 
 それで、質問ですけれども、先般、委員会の

現地調査でこの児童相談所にもお伺いいたしま
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した。その時に私もはじめて相談所の図面を見

せていただいて、その時もちょっと質問したん

ですけれども、子どもさんを預かる部屋の間取

りがありまして、率直に言って､今、児童虐待の

相談とかが非常に多いということも議案外で報

告がありましたけど、それにしては一時保護も

含めて物理的な対応というのがちょっと不足し

ているんじゃないかなという感想を持ちました。

てっきり1部屋に1人かなと思ったら複数入る
ということもあって、複数ということはちょっ

とどうかなとも思ったんですけれども。 
それで、原告の主張として、要するに裁量権

の範囲なんだというふうなことになっています

けれども、裁量ということを考えた時に、例え

ば、センターの人的配置、それから、今言いま

した物理的な、例えば一時保護で収容する時の、

余りたくさんなかったというふうに思いますの

で、そういう部分で少し一時保護を控えるよう

な心理的な要因というのはなかったのかなとい

うことをちょっと考えたんですけれども、そこ

らについての見解は言えますでしょうか。 
【吉田こども家庭課長】 このケースと違うとい
う形で一般的な話としてお答えさせていただき

ますが、確かに一時保護所に関しましては、一

時期、昨年だと思うんですけれども、全国的に

も保護所の定員がいっぱいになっているんじゃ

ないかという議論もあったんですが、長崎県で

は、例えば平均の入所率でいきますと4割弱ぐ
らいでございます。当然、時期的にいっぱいの

時もあれば、これはあくまでも平均の話であり

ますけれども、一時保護についても、すみませ

ん、直近の数字がなくて平成26年度の数字でい
くと、全国的に一時保護するのが、虐待相談が

あって2割ぐらいだったのが、長崎県は4割。こ
れが多いのがいいかどうかは別にして、対応し

ていますので、そういう意味では、我々とすれ

ば一時保護についてはやるべきところはきちん

とやっているというようなことで、保護所の状

況によって、それを躊躇しているというような

判断はしていないということでございます。 
【坂本(浩)副委員長】 この4割というのは、要
するに、あの部屋に1人入れて4割というふうな
数字なんでしょうか。 
【吉田こども家庭課長】 それは、虐待の通報が
あって、どう対応すべきかということで、虐待

の相談があった件数に対してどれだけ一時保護

で対応したかというような数字ですので、一時

保護所は一時保護所で児相の中にある分と、も

う一つ、一時保護委託ということで、児童養護

施設が県内にありますけれども、そこにも実は

一時保護を委託することができますので、要は

児童として養育しにくいような子どもでなけれ

ば、センターの一時保護所ではなくて施設の方

の一時保護所にお願いするというケースもあり

ます。 
 ですから、トータルとして一時保護したのが

4割ぐらいということでございます。 
【坂本(浩)副委員長】 わかりました。今の答弁
で、なかなかちょっと複雑なんですけれども、

了解しました。 
 今、いわゆる物理的な要因があるんじゃない

かとお尋ねしましたけれども、もう一つ、要す

るに、法的な対応のところです。私もこの委員

会で多分1～2回ぐらい質問とお願いをしたと
思うんですけれども、要するに、児童相談所に

弁護士の配置はできないんですかというふうな

質問をいたしました。 
 来年の重点施策の素案の中に、こども政策局

の中に、法的対応機能強化事業ということで約

1,100万円、素案ということで考えが示されてお
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ります。 
 それともう一つは、5月に成立した改正児童
福祉法によって、10月1日からの施行で義務化
された児童相談所への弁護士配置が決まったと

いうことで、これは新聞に九州各県の状況が記

事として載っておりました。それによると、総

括的に言うと弁護士配置が進んでいないという

現状が報じられているわけです。 
その中で、長崎県については配置に準ずる措

置と。これもこの間、課長の答弁で、そういう

ふうなことを考えておりますということだった

んですけれども、配置に準ずる措置という中身、

具体的にはどういうふうなことを、多分これは

予算化されていますから来年度から考えるのか

なというふうに思いますけれども、答弁できる

範囲で結構ですから、考え方があれば教えてく

ださい。 
【吉田こども家庭課長】 児童福祉法の改正で、
国としても弁護士の児童相談所への配置という

のは進めてほしいという話は出ておりますが、

一方で、これについては県の弁護士会ともお話

をさせてもらっていますが、なかなか常勤で児

相それぞれ2カ所に置くというのは現時点では
難しいところもあるんじゃないかというふうな

弁護士会としての意見もいただいております。 
 ただ、一方で、法的対応については我々も強

化しなきゃいけないということで、今、随時相

談はいつもやっているんですけれども、来所は

月1回というふうな回数でしかやっておりませ
んけれども、その回数を週何回とか、そういう

形で増やして、要は、案件がある時に常に弁護

士の方に相談をしてアドバイスをいただけるよ

うな体制をもっと強化する必要があるだろうと

いうことを考えて予算要求をしているところで

ございます。 

ですから、児童相談所に来ていただける弁護

士さんの回数を増やすというようなことを考え

ているところでございます。 
【坂本(浩)副委員長】 いわゆる相談の回数を増
やすということなんですけれども、この報道に

よると、配置に準ずる措置というのが、従来か

らやってきている法律相談が準ずる配置と言え

るのかどうか判断をつけかねている自治体も多

いというふうに載っているんですね。 
弁護士会に相談したということですけれども、

人材の確保と財政的な措置の問題があるのでは

ないかという指摘もされているようですが、そ

れは今言われた人材の確保という理解でよろし

いんでしょうか。 
【吉田こども家庭課長】 弁護士会に相談する中
でも、そういった回数を増やすというのも、恐

らく1人の弁護士では無理だろうというふうに
弁護士会の方から言われていまして、複数の弁

護士を確保して当番で来ていただくとか、そう

いう形でないと、なかなか確保は難しいのでは

ないかとお話もいただいておりますので、そう

いったことも踏まえて我々としては、複数の配

置も含めて、できるだけ回数を増やして、児相

としては法律的な相談ができるような体制にし

たいと考えております。 
【坂本(浩)副委員長】 当面はそれで走らざるを
得ないという事情もあるのかなと思いますけれ

ども、本来なら虐待の相談を含めて、虐待の件

数というのが減らなければいけない、増えては

ならないと思っておりますし、それから、減ら

すためにもいろんな政策を打ち出す必要もある

んじゃないかなと、例えば子どもの貧困の問題

とか、いろんな要因があるんだろうと思います。

子の貧困は親の貧困から来ているということも

ありますから。 
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 もし可能であれば、今後の問題として、人材

の確保あるいは財政的な問題で、例えば国から

の財政措置だとか、そういうものがあれば、ぜ

ひ弁護士さんの常駐というところを究極的には

目指していただきたいということを要望として

申し上げますので、ご見解をよろしくお願いい

たします。 
【吉田こども家庭課長】 今、国の方でも、でき
れば早い段階で常設をというお話は伺っており

ますが、一方で、その財源措置は2分の1の国庫
補助事業でございます。 
 我々としては、そういったことをある意味義

務化するような配置を考えていらっしゃるので

あれば、その財源も含めて国の方でそれなりの

措置はしていただきたいというのが私の考えで

ございますので、そういうことを含めて国に対

してはお話をしていきたいと思っております。 
【坂本(浩)副委員長】 県としての決意をよろし
くお願いいたします。 
【吉田こども家庭課長】 今は決まっておりませ
んけれども、一時保護についても家裁が中に入

るとか、そういったことも含めて議論がされて

おりますので、今後、法的対応というのが増え

てくると思います。そういった面も含めて人材

確保というのはきちんと取り組んでいく必要が

あると考えております。 
【宅島委員長】 ほかにご質問はございませんか。 
【渡辺委員】 福祉保健部の35ページ、附属機
関等の会議結果報告が載っておりますが、長崎

県感染症診査協議会というのが2カ月に13回ぐ
らい開かれて、かつ県立保健所の8カ所で会を
されています。これは出席者は非公表となって

いるんですが、大まかに、例えば感染症が発症

した時にこういった会議が開かれているんです

か。それとも定期的に開かれているんですか。 

そして、メンバーは、保健所の方と、大体ど

ういった方が入っているわけですか。例えば、

医療関係の団体等の代表の方か何かが入ってい

るんでしょうか。そこら辺を教えてください。 
【村田医療政策課長】 お尋ねの感染症診査協議
会ですけれども、これは各保健所ごとに設置さ

れておりまして、毎月、定例的に開催されてお

ります。 
 診査される内容につきましては、記載のとお

り、主に結核の患者が発生した時の入院の審議

でありますとか、就業・就労制限等の診査を行っ

ていただいております。 
 委員の方々につきましては、医師会や医療機

関の医師を中心に願いをしているところでござ

います。 
【渡辺委員】 感染症となれば、ＢＳＬ－4の関
係もあって、あれは研究機関になるんですか。

今､坂本キャンパスでつくられようとしている

ものは。 
【村田医療政策課長】 現在、計画中のものは大
学の研究施設としての位置付けでございます。 
【渡辺委員】 感染症というのは、私たちのイ
メージで、風邪も入るんですか。この対象の中

に感染症法第20条とか18条とかいろいろ書い
てあるけど、詳しくはわからないんですけど、

インフルエンザとかも入るんですか。 
【村田医療政策課長】 感染症法にそれぞれの疾
病、ウイルス、細菌等が位置付けをされており

まして、この分につきましては感染症法に規定

する就業制限や入院等の診査を行うものという

ことで、中心となりますのはほとんどが結核で

ございます。当然、風邪、インフルエンザ等も

感染症には該当しますけれども、ここで言うと

ころの診査対象、行動制限等を伴う対象にイン

フルエンザはなっておりません。 
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【渡辺委員】 そしたら、結核が主に対象になっ
ているという理解をしていいですか。ほかのこ

とではこういう協議会は開かれていないという

ことですね。 
【村田医療政策課長】 私が承知しておりますの
は、感染症法に基づく主に結核の患者に対する

制限、法に基づく制限の診査と理解しておりま

す。 
【渡辺委員】 最後に、毎月定例会がされている
ということですけど、そういった結核の発症の

事例を発見した時には、こういった会議は即対

応しているんですか。 
【村田医療政策課長】 35ページの下の方に報
告事項がございますけれども、これは定例的な

開催ですので、発生した時には緊急的な対応で

の就業制限、あとは応急に保健所の判断で入院

の措置をとるといったことで対応しているとこ

ろでございます。 
【渡辺委員】 わかりました。 
【宅島委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 １時５７分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ０分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 ただいま、「政策等決定過程の透明性等の確

保などに関する資料」につきまして、こども未

来課から提出がありましたので、説明を求めま

す。 
【中野こども未来課長】 午前中、学童保育の施
策拡大に関する陳情書の審査の中で、制度自体

が、我々の説明が足りないということでござい

ましたので、資料を作成いたしました。 
 この上に書いていますとおり、県単独事業で

ございますけれども、母子家庭等児童助成制度

ということで、放課後児童クラブの利用料を市

町村が補助する、その半分を県が持つ、そういっ

た制度でございます。 
 平成27年度の要件改正前の部分でございま
すけれども、ここを見ていただきますと、丸が

2つあると思います。上段の丸、ひとり親家庭
への助成、それともう一つは、きょうだい児童

への助成、これは下の丸でございますが、2つ
ございます。 
 ひとり親につきましては、ひとり親家庭の子

どもさんは1人目からこの補助の対象になりま
すということで、月額5,000円ということでござ
いますので、これは上限ということになってお

ります。ということで、市町が2,500円、県が
2,500円という形の事業になっております。 
 今回の陳情書の中で問題にされておりますの

は、兄弟児童への助成ということでございます。

これは制度的に若干難しいんですけれども、兄

弟が3人以上おりまして、その中で1人ないし2
人以上が未就学、いわゆる小学校に通ってい

らっしゃらない子どもさんがおられる家庭で、

なおかつ2人以上が小学校の放課後児童クラブ
に通所している、そういった分を対象としてい

るということでございます。狙いとしましては、

この1人以上の未就学児、ここがいわゆる保育
料等々が世帯の収入の中で負担になるというこ

とでありますので、ここがポイントになってい

るということでございます。 
ということで、放課後児童クラブの利用料金

を、2人おりましたら年少の方の保育料が対象
になってくるということになります。これも月

額5,000円を上限とさせていただいているとい
うことでございます。 
 実績でございますけれども、下の方に別欄が

ありまして「（実績）」としていますが、この

補助金全体が県負担分で4,200万円ぐらい昨年
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度出しておりまして、上段の母子、いわゆるひ

とり親家庭の助成が3,400万円、そして兄弟、先
ほど言いましたところが700万円程度というこ
とでございます。これに市町村分が加わるとい

うことですので、2倍の事業になっているとい
うことでございます。 
 対象児童ですが、延べと書いているのは、1
年以上といいますか、1年間確実に預けてい
らっしゃるのではなくて途中からという方もあ

りますので、そういったことで延べとなってい

ますが、実児童数としましては、大体この2つ
で1,830人の方が給付を受けていらっしゃる。こ
れは1年もしくはそれ以下ということでござい
ますが、母子が1,452人、兄弟が先ほど言いまし
たように378人、これが昨年度の実績となって
おります。 
 この陳情書の趣旨というのが、今年度行われ

ている保育所保育料補助要件の拡大を理由に長

年維持してきた、こういった助成制度の要件が

縮小されて困惑しているということでございま

す。 
 どういうことかといいますと、この右側の平

成28年度のところでございますが、ひとり親の
ところはもう変わっておりません。制度そのま

までございますが、制限というところの2つ目
のポツのところでございますが、先ほど陳情書

にもありましたように、国制度で、保育所・幼

稚園等の利用料金全額減免を受けている者は補

助の対象としないということでございます。 
 具体的には、下の欄外に例となっております

が、例えば未就学の方で保育料を月額1万6,000
円払っていらっしゃる家庭があると。これは平

成27年度と書いていますけれども、あと2人、
小学校の方がおられて児童クラブを利用されて

いるということで、平成27年度の制度であれば

本来5,000円払うところを2人目は5,000円を払
わなくていいということで、単純に月額でいい

ますと、1万6,000円の負担であったところが、
平成28年度はどういうことかというと、先ほど
申しましたとおり、国の制度で保育所・幼稚園

の利用料が多子世帯につきましては無料化され

る部分がございますので、先ほど言いました未

就学の1万6,000円の部分が負担をする必要が
ないという家庭が出てくるわけでございます。

そういった家庭を今回制限ということで除いた

ということでございますので、先ほどの欄でい

きますと、平成28年度はそういった家庭はクラ
ブの利用料のみということになります。我々の

考えているもともとの制度の趣旨と、あと保育

料減免との趣旨を兼ね合わせますと、世帯の負

担というのはそれほど変わらないという考えで、

こういった要件改正をさせていただいたという

ことでございます。 
 説明は以上でございます。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 ただいま、こども未来課長から説明のありま

した先ほどの陳情の件につきましての資料です

が、何かご質問があられたらよろしくお願いし

ます。 
 休憩いたします。 
 

― 午後 ２時 ８分 休憩 ― 

― 午後 ２時３０分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 質問がないようですので、政策
等決定過程の透明性等の確保などに関する質疑

は終了いたしました。 
 続きまして、議案外の所管事項一般について
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の質疑に入ります。 
 議案外について質問がある方、よろしくお願

いします。 
 休憩いたします。 
 2時45分に再開いたします。 
 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 次に、議案外所管事項一般につきまして、質

疑を行います。 
質問はありませんか。 

【堀江委員】 来年度の予算審議の際には文教厚
生委員会に所属できませんので、この機会に2
点ぐらい質問したいと思います。 
 今議会に来年度の長崎県重点戦略素案が発表

されました。そのことでお尋ねしたいと思いま

す。 
 福祉保健部の56ページに、今回、災害が発生
した際の関係予算の中で、災害救助備蓄費が拡

大しますよという予算が計上されているんです

が、具体的にどのようなものが拡大されること

になるのかお尋ねしたいと思います。 
【上田福祉保健課長】 来年度の災害救助関係の
予算でございますが、今、県では備蓄物資の方

針というものを定めておりまして、基本的には、

県民の方は3日分の食料、市町に対しては人口
の5％の3日分、それから、県におきましてはそ
のまた市町分の1割を3日分備えるような計画
を立てております。現実、その3日分の備蓄を
現物備蓄と流通備蓄を合わせたところでやって

おりまして、一定、現物備蓄が必要だろうとい

うことがございますので、その3日分のうち1日
分については現物で備えようということで必要

な予算を計上しているところでございます。 

【堀江委員】 そうしますと、備蓄の1項目、1
項目、要するに品目を増やすということではな

くて、量を増やすということの拡大の予算とい

う理解でいいですか。 
【上田福祉保健課長】 1つは量の問題です。3
日分のうち1日分については、水や食料につい
て現物で備蓄をするというのが1点ございます。 
 あと1点は、熊本地震の教訓で、ブルーシー
トがなかった、不足したということがございま

すので、ブルーシートについては品目を追加し

て、今のところ要求しているところでございま

す。 
【堀江委員】 理解いたしました。ありがとうご
ざいます。 
 もう一つ、56ページにフッ化物洗口の推進事
業があります。2,900万円、ここでは中学校まで
拡大するぞというふうな重点戦略に上げられて

いるんですが、同じく今回出されております事

務事業の評価結果の中の22ページにフッ化物
洗口推進事業があるんですが、ここでは平成29
年度から中学校での実施拡大に向けて関係者と

協議をしているというふうに書いているんです

けれども、そうしますと、もう協議を踏まえて、

平成29年度、来年度から中学校まで拡大をする
ということですか。 
【安永国保・健康増進課長】 フッ化物の洗口事
業でございますけれども、保育所・幼稚園・小

学校までを平成29年度までの計画で推進を
図っております。小学校までの実施については

順調に進んでおりまして、平成29年度には目標
の100％を達成できる見込みということで、各
市町からお聞きしております。 
 そういったことも踏まえて、中学校までの拡

大が必要じゃないかということで、関係機関あ

るいは市町とも協議いたしまして拡大に向けて
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予算要求をさせていただくということでござい

ます。 
【堀江委員】 だから、この事務事業評価の平成
29年度の部分は実施拡大に向けてというふう
になっているんだけど、財政課が説明した重点

戦略の素案では、もう既に56ページに中学校ま
で拡大すると書いてあるから、結局は平成29年
度から中学校の拡大をやるんですかという質問

です。 
【安永国保・健康増進課長】 平成29年度から
中学校まで拡大できるように今進めておるとこ

ろでございます。 
【堀江委員】 そこで、このフッ化物洗口の問題
につきましては、条例が制定される際にも、そ

れからその後にも、全て希望するかどうかとい

うことが前提なんだということを申し上げてま

いりました。実際に今、幼稚園、保育所、小学

校という部分についても、これは希望する子ど

もが受けられるということで、希望しない子ど

もは受けないという状況になっていると思うん

です。 
 そうしますと、こういう対応は、中学校でも

同じような対応をとるという理解でいいですか。 
【安永国保・健康増進課長】 フッ化物洗口の実
施につきましては、今､委員がご指摘したとおり

でございまして、希望する人が実施できるよう

な体制、環境を整備するということで今まで進

んでおります。中学校についても同じような考

え方で進めているということでございます。 
【堀江委員】 実際に現場で対応するのは、国
保・健康増進課ということよりも、教育委員会

であったり、こども政策局ということになるん

ですけど、例えば同じクラスでフッ化物洗口を

する時には、その液をもらう子と、あるいは水

でする子と、そうしないといわゆるいじめの対

象も出てきますよという指摘もあったりして、

それがある意味わからないような形でするんだ

という対応の説明がこれまであったわけです。

とりわけ中学生という、思春期といいますか、

さまざまな心の動きがある年齢が対象になって

いくとなれば、そういう意味でも、希望する子

どもがと一口に言っても､対応としては大変な

ことになっていくんじゃないかと思うんですが、

そういうことも教育委員会と連携をしながら対

処していく、対応する方向であるという認識を

持っていると理解してよろしいでしょうか。 
【安永国保・健康増進課長】 これまでフッ化物
洗口推進事業を進めるに当たっては、小学校、

それから中学校でありましたら教育委員会、そ

れから保育所・幼稚園につきましてはこども政

策局、それから私立の学校については学事振興

課ということで、庁内の関係課と連携をとりな

がら進めてきておりますので、ただいま委員か

ら指摘されたご意見についても、改めて徹底を

したいということで考えております。 
【堀江委員】 もう一つ、ＢＳＬ－4の問題につ
いて質問したいと思います。 
 追加の2で部長が説明した長崎大学の高度安
全実験施設ＢＳＬ－4の問題ですが、ここでは、
長崎市と協議をして、国の対応も確認できたの

で､長崎大学が計画している坂本キャンパスで

のこうした施設の設置については今後進めてい

きますよというふうな説明なんですけれども、

この問題につきましては、やはり反対の声が根

強いというふうに私は思っています。県内の関

係自治会の皆さんが反対の集会を開いたのもそ

うですし、また、この間、抗議と要請というこ

とで、住民の合意が得られない、安全性の確保

もない坂本キャンパスのＢＳＬ－4の設置容認
は撤回することという、いわゆる抗議文と要請
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文が担当課にも出されていると聞いております。 
 知事が理解、合意をしても、住民は理解も合

意もしていないということで、撤回してほしい

ということですが、こうした住民への対応とい

いますか、県民の皆さんの今でも根強い反対の

声があるんですが、それはどのように認識して

おられますか。そういう状況があるということ

は十分把握しているという理解でいいんでしょ

うか。 
【村田医療政策課長】 今、お尋ねの件につきま
しては、そういった声があるというのは、私も

地域の住民の代表の方が入られた地域連絡協議

会に参加をさせていただく中でもお聞きしてお

りますし、自治会での大学からの説明会にも参

加させていただく中で、そういった声も聞いて

おります。 
 今、ご説明がありました反対する団体の方か

らの申し入れ等につきましても受け取りまして、

内容について把握をしているところでございま

す。 
 そういった状況については、引き続きそう

いった方々の不安あるいは疑問について、これ

から具体的な安全対策等を検討する中で改めて

丁寧に説明しながらやっていけば、徐々にでも

理解は深まっていくものと判断をしているとこ

ろでございますので、今回こういった判断をさ

せていただいたところでございます。 
【堀江委員】 住民の皆さんが一番安心できない
と思うのは、平たく言ってしまえば何かあった

時にどうするのかということなんだけれども、

何かあった時は、部長説明の言葉をかりれば、

関係閣僚会議で国の関与について決定されたん

だよということかと思うんですが、これは具体

的にどういうことなんでしょうか。何かあった

時には予算的にも人的にも対応するということ

なんでしょうか。国の関与の部分をもう少し説

明してください。 
【村田医療政策課長】 何かあった場合というこ
とも国から明示をいただいておりますけれども、

その前段として、設計あるいは建設、運営の段

階から、国も関係省庁を含めてしっかりと関与

しながら、その計画整備の状況については国も

かかわっていくというのがまず大前提でありま

して、その中で万一のことはないように対策を

講じるということです。 
 ただ、やはり何があるかということで、地域

の方も万一の場合の不安というのもございます

ので、そういった場合には、事故の程度に応じ

て段階的に国の関与の仕方はあろうかと思いま

す。例えば、国家の非常事態となれば、国、官

房の危機管理室が主導して現場の方で指揮をと

るといったことまで踏み込んだ記述になってい

るところでございます。 
 それから、その際の補償等についての議論に

つきましても、もともと大学で設置しておりま

す有識者会議での議論の際の課題といったこと

でもなされておりまして、それについてもずっ

と議論を重ねてまいられたところでございます。

国からの説明の中にも、そこについても実施主

体である長崎大学がきちんと責任を果たせるよ

うに、国が責任を持って支援をするといったこ

とが明記されているところでございます。 
【堀江委員】 やっぱり住民からすると、いわゆ
る感染症の施設は必要だというのは、それは皆

さんも思っておりますし、私自身もそれを思っ

ています。 
 ただ、それがどうして住宅密集地の坂本キャ

ンパスなのかと、ここがやっぱり疑問として拭

えないわけです。もちろん安全・安心の高度な

施設ということは、説明を何度も住民の皆さん
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は聞いていると思いますし、そういう認識が一

方であっても、万が一何かあるかもしれないと

いう不安が拭い切れないところがやはり一番住

民の皆さんが納得できないことだと思っていま

す。 
 実際に、例えば万が一の時には人も派遣をし

ということなんでしょうけど、十分な保障の問

題というか、命に代わるものはないので、本当

にそこが大丈夫かという認識が、これがどうし

ても安心できないといいますか、それが担保で

きないといいますか、気持ちの上でも、計画が

進行すればするほど、その不安は拭えない、逆

に不安が大きくなっていくというのが、これは

もう心理的な状況だと思いますし、反対の声が

いまだに少なくならないというのはそこだとい

うふうに思っています。 
そういう意味では、この問題については、今

ここでどうこうというか、もう県は進める側だ

というふうに思っておりますけれども、ぜひ今

後も住民の皆さんの声を聞いていただきたいと

思っています。 
私は、言っているとおり、ＢＳＬ－4の設置

には反対の立場でありますけれども、住民から

すると、そういう声を聞かずに計画が進められ

ているという認識が拭えないので、今後もさま

ざまな要望についてはぜひ対応していただきた

いということをこの機会に申し上げておきたい

と思いますが、最後に見解を求めたいと思いま

す。 
【村田医療政策課長】 今、ご指摘がありました
点につきましては、まさにそのとおりでござい

まして、いろんなご不安、疑問等に対しまして

は、私どもも、逆にそういうことを踏まえて大

学に対しては厳しい注文をつけたりとかといっ

た意味で、ただ単に計画を進めるということで

はなくて、地域の方の不安に寄り添って、きち

んとした対応をしていただくことを大学にも先

般申し入れをし、大学の方からも誠意を持って

引き続き対応していくといったご回答をいただ

いた上で今回の判断をさせていただいたところ

でございます。 
これから具体的に設計をし、安全対策を具体

的にお示しし、あるいは先進的な諸外国の事例

等の情報等も今後収集し、ご説明するようなこ

とも伺っておりますので、そういった中で、扱

うウイルスが空気感染をしないといったウイル

スの特性等も含めて、精神的な不安面を含めた

解消が図られるように丁寧に説明ができるよう

に対応してまいりたいと思っております。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
【松島委員】 高齢者施策の中から、今回は最後
ですので、2つお聞きします。 
 1つが、老人クラブ関係の事業について、も
う一つが生涯現役促進地域連携事業について、

この2つをお聞きします。 
 まず、1つ目です。老人クラブ関連の事業の
事務事業評価も記載がありまして、後で触れた

いと思いますが、まず老人クラブは大事だと

思っています。その上で、国、県がどのように

かかわっているのかを一度精査しようと思いま

して精査しました。事前にもレクをいただきま

した。 
 その上で質問しますが、老人クラブ事業とい

うのがまずあると。それはどういうものかと長

寿社会課の方に文書で説明いただいて、こんな

ふうに書いていただきました。「老人クラブに

おける高齢者自らの生きがいを高め、健康づく

りを進める活動やボランティア活動をはじめと

した地域を豊かにする各種活動」と、わかりや

すそうでわかりにくい文章ですが、つまりは各
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老人クラブに助成しているお金、老人クラブ事

業の中身を少し丁寧に教えてください。 
【小村長寿社会課長】 今お尋ねのありました老
人クラブ関係事業でございますけれども、老人

クラブには、まず県の老人クラブ連合会がござ

います。その下に各市町単位での連合会がござ

います。その下に各単位老人クラブという3層
構造になっておりまして、それぞれの団体に対

しまして、国、県の財源を使いまして助成を行っ

ているところでございます。 
単位老人クラブにつきましては、今､委員が

おっしゃいましたように、それぞれの老人クラ

ブにおきまして、高齢者の方が自ら生きがいづ

くりだとか健康づくりについて、それぞれの地

域におきまして活動する経費について助成を

行っているところでございます。 
市町老人クラブ連合会につきましては、こう

いった単位の老人クラブ全体の各市町の老人ク

ラブの事業に対する支援でございますとか、市

町単位の広域的な部分での健康づくり、あるい

は地域支え合い、そういった活動をやっている

ところでございます。 
また、県老人クラブ連合会におきましては、

そういった市町の老人クラブ全体を取りまとめ

まして、県全体の老人クラブの基本的な活動の

方向性を示した上で、県全体での健康づくり、

地域支え合い、あるいは県全体の高齢者の組織

の強化、そういった部分の事業を行っていると

ころでございます。 
【松島委員】 今おっしゃられたとおり、老人ク
ラブ事業（単位老人クラブ）が一番基礎的な事

業なんだろうと思います。その上に市町老人ク

ラブ連合会事業をおっしゃられたと思います。

その上に県老人クラブ連合会事業を言われたん

だと思います。 

 そこで、これも事前にお聞きしてメモしたん

ですが、平成27年6月1日現在で、老人クラブ数
は1,220、会員数が6万5,028人と。ただし、長
崎市と佐世保市は除くわけですが、その全クラ

ブに老人クラブ事業（単位老人クラブ）からお

金を助成として出ているんですか。1,220に幾ら
かそれぞれ出している事業なのかお聞きします。 
【小村長寿社会課長】 今お尋ねがございました
単位クラブに対する助成でございますけれども、

これにつきましては、平成28年度現在で長崎市
と佐世保市を除いて1,244の老人クラブがあり
ますけれども、そのクラブに対して助成を行っ

ているところでございます。 
【松島委員】 クラブをつくったところは全部申
請しているということですかね。 
【小村長寿社会課長】 そのとおりでございます。 
【松島委員】 これで1クラブ当たりの価格が概
ねわかるわけですが、それで県老人クラブ連合

会事業と長崎県老人クラブ連合会運営費助成事

業、この事業の違いは何ですか。 
 この老人クラブを調べるに当たって、いろい

ろ名前が類似のものが出てきて、それぞれ一度

レクをいただいて私なりに調べたんですけど、

なお難しくて、ここをちゃんとわかっておかな

いとと思って質問しているんですが。 
【小村長寿社会課長】 県老人クラブ連合会事業
につきましては、国の補助を受けまして、先ほ

ど申しました健康づくり介護予防支援、あるい

は地域支え合い、あるいは組織強化、そういっ

た事業に対して県が助成を行っているものでご

ざいます。 
 一方、県老人クラブ連合会運営費補助につき

ましては、県老連の事務局そのものの運営に係

る経費でございますとか、県老人クラブ大会の

経費につきまして県単独で助成を行っているも
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のでございます。 
【松島委員】 前者はどういうことをやる事業で
すか。今、言われた前者、県老人クラブ連合会

事業のことを言われたと思うんですけど、後段

は大会とかと言われたのでイメージしやすいで

すけど、前段はどんなことをやるための事業費

ですか。 
【小村長寿社会課長】 県老人クラブ連合会にお
きまして、例えば市町老連における若手高齢者

の組織化支援でございますとか、若手高齢者の

意識・実態に係る調査等、老人クラブの加入促

進に関する各種事業を実施いたしております。 
 また、市町老連における高齢者の総合支援活

動や地域支え合い活動を実際に担いますリー

ダーの研修、そういったものを県老連の方で研

修会の開催とか、あと地域のそれぞれの課題に

ついて把握してアドバイスをしたりとか、そう

いった市町老連の活動の支援を行っているもの

でございます。 
【松島委員】 市町老人クラブ連合会事業と県老
人クラブ連合会事業、これはどう違うんですか。

内容は一緒ですか。補助しているという形でど

ういうふうに違うのかお聞きします。 
【小村長寿社会課長】 例えば、地域支え合い活
動とか健康づくり活動で言いますと、実際の活

動を行っているのは市町老連、市町単位の老人

クラブ連合会でございます。そういったところ

で活動の担い手となる指導者とか、そういった

方の研修を行って、市町老連の活動の支援を行

う、そういった役割は県の老人クラブ連合会に

あると思います。また、県全体の大会を行って

機運を高めるとか、各市町老連の組織強化、組

織拡大、会員の加入促進に係るところについて

県老連としてもバックアップをする、そういっ

た形でのかかわりでございます。 

【松島委員】 一定理解しますけど、もう一つ老
人クラブ関係事業費があって、老人クラブ研修

費助成事業というのもあるんですね。すみ分け

はちゃんとできているんですか。今言われたこ

とをそのまま解釈するなら、県老人クラブ連合

会事業は研修としての事業でもある。また別の

事業では、そもそも研修のための事業がある。

いろいろ重なり、すみ分けはどうされているん

ですか。 
【小村長寿社会課長】 まず、基本にございます
のは、国の補助を受けて行います健康づくりで

ありますとか、地域支え合いでありますとか、

そういったものを県老連、市町老連、単位クラ

ブ、それぞれの役割において実施するものが国

庫の補助事業でございます。 
 先ほど申しました県老人クラブ連合会の運営

費補助、これは事務局に対する補助とか県の大

会の補助でございますけど、これは県単で行っ

ているものでございます。 
 もう1点、県単位で行っている事業といたし
まして、老人クラブ研修費助成事業というのが

ございまして、これは各単位のいろいろな老人

クラブがございますけれども、そういった老人

クラブが県内のほかの地区に研修旅行に行かれ

る際に、1団体当たり4万円、本土から離島に行
かれる場合、あるいは離島から本土に来られる

場合は、さらに1クラブ当たり2万円を加算して、
県内の各地域でそれぞれの見聞を広めてもらう、

そういった意味の研修を行う際に県として県単

で補助を行っている制度でございます。 
【松島委員】 やっとここまで来ましたが、県単
の今言われた事業を事務事業評価の中で改善と

表記されているんですか。名前が非常に似てい

るので、適切にどれがどの事業かつかみづらい

んですよね。 
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今、ここまで一応流れを見てきました。事務

事業評価の21ページに、改善、老人クラブ研修
費補助金と出ているんですよね。それは今説明

されたそのことでしょうか。それならば、何を

改善すべきなのか、ここでつまびらかにしてく

ださい。 
【小村長寿社会課長】 事業群評価調書におきま
して改善という見直しを行っておりますのは老

人クラブ研修費補助金でございまして、先ほど

私がご説明申し上げた最後の県単の補助金でご

ざいます。 
これは各地区の老人クラブが1泊以上の研修
を要件といたしまして、それぞれ各地域で研修

を行うものでございますけれども、現在その要

件が1団体当たり10人以上、それと、先ほど言
いましたように1泊以上という要件がございま
す。これを今後、もう少し参加者数を拡大して

いただくような、そういった検討ができないか。

あるいは、ただ研修に行くだけではなくて、行っ

た先の老人クラブとの交流の機会を設ける、そ

ういった取組もできるのではないか。そういっ

た観点で今後改善というか、見直しを行ってい

きたいと考えております。 
【松島委員】 今言われた事業の前提が、利用率
が少ないということなんでしょうけど、利用率、

数でもいいですけど、どのくらいですか。なお、

報告書みたいなものもあるんですか。 
【小村長寿社会課長】 現在、92のクラブに内
示を行っているところでございます。 
【松島委員】 少ないので、少なくともクラブが
1,000以上あるので、もっと利用すべきの改善と
いう意味ですね。利用しやすいような検討をし

ていくと。事務事業評価の改善についてはわか

りました。 
市町別の老人クラブ数というのは傾向がある

のか。人口比で考えると、どこの地域が多いな

とか、そういう特徴はありますか。 
【小村長寿社会課長】 各市町ごとの老人クラブ
の数でございますけれども、特徴的なものとい

たしましては、島原半島、例えば南島原市です

と171、雲仙市でございますと104ということで、
ほかの地域に比べるとクラブの数がかなり多く

なっております。 
また、離島の対馬、壱岐、五島についても、

それぞれ100程度、老人クラブがございます。
本土の、例えば市で言いますと松浦市ですと40
人、平戸市ですと60人、大村市で80人となって
おりますので、そういったところと比べると島

原半島とか離島の老人クラブの数が多くなって

いる現状でございます。 
【松島委員】 一覧を後でいただければと思いま
す。 
老人クラブの地域における比重というのは非

常に大きいなというのが自分の経験としてあり

ますので、今回ちゃんと精査して、皆さんとの

かかわりをはっきりさせる意図で質問をさせて

いただきました。今後も大事ですので、よろし

くお願いします。 
2番目に、生涯現役促進地域連携事業、これ
は先々月、10月末なので、ついこの間、厚生労
働省に採択された事業で、事業開始が12月1日、
すなわち10日ぐらい前で、内容が高齢者の就業
を促進するための相談窓口やセミナー開催や企

業の実態調査、そういうことをやると。なかな

か頼もしい、楽しみな事業であるわけですが、

開始から10日ですけど、相談はばんばん来てい
ますか。別に正確な数字じゃなくても構いませ

ん、今の状況はどうですか。 
【小村長寿社会課長】 生涯現役促進地域連携事
業につきましては、委員おっしゃられたとおり、
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10月21日付で採択を受けております。12月1日
付で協議会と労働局の間で契約を締結したとこ

ろでございます。 
実際の事業につきましては、これから取り組

むところでございまして、今年度取り組む事業

といたしましては、まずは県内高齢者の就業、

社会参加に対する意識調査でありますとか、県

内の企業の高齢者に対するニーズ、そういった

調査をまずとり行いたいというふうに考えてお

ります。それと、ワンストップ窓口の創設に向

けて、関係団体と調整を行っているところでご

ざいますので、年度内にそういったワンストッ

プ窓口を長崎市内に設置できたらということで、

今、努力をしているところでございます。 
【松島委員】 5～6年前に、正確にはちょっと
忘れて恐縮ですが、高齢者施策が非常に部局横

断的だったので、高齢者施策の高齢者庁舎会議

みたいな1つの会議体をつくっていただきまし
た。もう一個、高齢者相談窓口というのもつくっ

ていただきました。 
今回のこの就業に向けたワンストップ窓口と、

既存の高齢者相談窓口、このすみ分け、今まで

高齢者相談窓口は多分何でもかんでも受けてい

たんだと思うんですよ。これから特化してやら

れるつもりなのか、既存の高齢者相談窓口はも

う卒業というか、どうされるのか、ちょっとお

聞きします。 
【小村長寿社会課長】 既存の高齢者窓口につき
ましては、県庁の中での様々な高齢者に対する

取組については、長寿社会課の窓口に問い合わ

せをしていただければ速やかに関係する部局に

つなぐ、そういった役割を果たしておるところ

でございます。 
今回設けようといたしますワンストップ窓口

は、具体的な社会参加であるとか、ボランティ

ア活動でありますとか、あるいは就労、就労の

中にもフルタイムの就労からパートみたいな就

労、あるいは生きがいを求めての就労、いろん

な形の就労があろうかと思いますので、そう

いった就労にマッチングできるような企業の開

拓、仕事の切り出し、そういった作業と併せて、

自分は何かやってみたいんだけどというふうな

ご高齢の方が気軽に寄られて気軽に相談ができ

る、そういった窓口を設けたいと考えておりま

す。 
【松島委員】 ワンストップ窓口である「ながさ
き生涯現役応援センター」、核となる長崎市の

施設、仮称でしょうけど、それに加えて県内2
カ所にサテライトを設置し、支援体制を充実す

るとも言われていました。 
県庁、長崎市内から遠い条件不利地にも、遠

いところにも不便のないよう、そういうサービ

スはより近くで受けられるように、もちろん島

もありますし、半島もありますので、サテライ

トをしかるべき位置に置いていただきたい。そ

の取り計らいをお願いしますが、いかがですか。 
【小村長寿社会課長】 現在考えておりますとこ
ろは、長崎市内に本部を置きまして､サテライト

といたしましては、県北地域に1カ所、県南地
域に1カ所。それで、長崎、県南、県北、それ
ぞれの事務所が、周辺の過疎地域でありますと

か、あるいは離島でありますとか、そういった

ところにも出かけていって、高齢者のニーズに

合った社会参加の仕組みをつくっていきたいと

考えているところでございます。 
【松島委員】 県北、県南と聞けましたのでよ
かったです。効率的かつ着実な推進、これは非

常に楽しみな事業だと思っています。よろしく

お願いします。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
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【渡辺委員】 ねんりんピックが終わりました。
これの総事業費は幾らだったんでしょうか。そ

れと、民間から寄附か何か求めていたでしょう。

民間からどれくらい寄附が集まりましたか。 
【磯本ねんりんピック推進課長】 まず、民間か
らの寄附ですけど、この前1,700万円という目標
でやっておりましたが、全体を通して1,718万円
のご協力をいただいたところでございます。 
 それから、総事業費につきましては、本年度

の事業費、予算額が10億8,978万9,000円です。
平成26年、平成27年、平成28年、3年間の事業
費といたしましては11億739万5,000円となっ
ております。 
【渡辺委員】 11億円近く使って55万人の方々
に参加いただいたんですけれども、経済効果、

波及効果は幾らぐらいになっていますか。 
【磯本ねんりんピック推進課長】 開催期間中に
アンケートをとりまして、そのアンケートをも

とに調査・分析をしているところでございまし

て、今、最終的な調整を行っておりますので、

年内には公表できるように進めてまいりたいと

思っております。 
【渡辺委員】 わかりました。 
ちょっと松島委員の質問とバッティングする

んですが、生涯現役促進地域事業の関係につい

てちょっとお尋ねします。 
今、西洋館に、高齢者も女性もワンストップ

でできる総合相談窓口をつくっていますよね。

あそこにこれも入るのか、また別のところに行

くのか、そこについて見解があれば。 
【小村長寿社会課長】 現在、設置場所について
は関係団体と協議を行っているところでござい

ますけれども、総合就業センターも有力な設置

場所だと考えております。 
【渡辺委員】 今からそこも含めて協議会あたり

でちゃんと論議していくということなんですね。

わかりました。 
 それと、ここは要するに高齢者の社会参加と

いう意味、就労じゃなくて、社会参加という意

味では、いろんなボランティア団体があると思

うんですよね。そこら辺の団体も入った中での

協議会をつくる予定なんですか。 
【小村長寿社会課長】 協議会の中には県のボラ
ンティアセンターの事務局をやっています県社

会福祉協議会等にもご参加をいただいておりま

すし、実際の仕組みづくりに当たりましては、

ボランティアセンターとか、そういった各種の

団体と十分協議を行って仕組みづくりを行って

いきたいと考えております。 
【渡辺委員】 新しい取組なので、要するに高齢
者に生きがいを与えるためのいろんなニーズが

あると思うので、そこに十分対応できるように

しっかりと取組を進めていただきたいと思いま

す。 
 それと、この5ページの「健康生活の基本で
ある「食」と「運動」の分野で、ヘルシーメニュー

を提供する店舗の普及・拡大や、運動を普及促

進する人材の養成や活動に取り組む市町の拡大

に向けた支援などに重点的に取り組んでまいり

ます」となっているんですけど、これは新たな

取組なんですか、このヘルシーメニューを提供

する店舗の拡大とか。 
【安永国保・健康増進課長】 ヘルシーメニュー
を提供する店舗でございますけれども、これま

で県としては、長崎県の健康づくり応援の店の

普及・拡大ということで、その中にヘルシーメ

ニューを提供できる店というのも含めて促進を

しておりました。 
 新しくヘルシーメニューを提供する店舗がな

かなか進まなかったものですから、県といたし
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ましては、ヘルシーメニューを提供できる店舗

に特化した取組ということで、平成28年度から
ヘルシーメニューの基準というものを栄養士会

に委託をして検討していただきました。ヘル

シーメニューの基準を使って実際に提供するメ

ニューの作成を、県内の事業者を3事業者、モ
デルとして指定しまして、年度内にそういった

ヘルシーメニューを提供する店ということで、

ヘルシーメニューも含めて、まずはやるという

ことで現在進めております。これは平成28年度
からの新たな取組ということでしております。 
【渡辺委員】 要するに、こういう具体的な運動
になれば、市町がどういう姿勢でこれに取り組

むかということなんでしょうから、市町との連

携が一番重要な運動になるんじゃないかなと

思っているんですよ。身近な市町の方が店舗と

の連携はとれると思うので、この辺の市町との

連携は、今、県下全域の市町がこういったこと

に取り組もうしているんですか、どうなんです

か。 
【安永国保・健康増進課長】 今、委員がおっ
しゃった県内の市町に対する普及ということで

すけれども、今年度の取組としては、県の方で

ヘルシーメニューの基準というものをまずはつ

くりまして、モデル的にそういった取組を、実

際にメニューを提供する事業者のところまでを

やりまして、今年度の取組、ヘルシーメニュー

の基準案の策定からメニューをつくって、実際

に提供するところまでの流れを県内の市町に声

かけをいたしまして、実際に事務局として入っ

ていただいております。そういうものを参考に

しながら、次年度以降、県内の市町に広がって

いくようにということで、そういう取組をして

おります。 
 ただ、実際に今年度参加をいただいておりま

すのは、佐世保市と大村市でございます。そう

いったところの取組状況を来年度以降、実際に

は佐世保市、大村市の方でまた取組をしていた

だきますので、それが優良事例になっていけば、

またそれをほかの市町に拡大をしていくといっ

たことを考えております。 
 平成30年度には、平成28年、平成29年の県と、
それからモデルである市町の取組のマニュアル

化を考えておりまして、平成30年度にはそう
いったマニュアルをつくって、それをまた市町

に対する普及を図っていくということも考えて

おります。 
【渡辺委員】 農林部、水産部あたりが、「使っ
てみんね！長崎県産品応援店」とか、要するに

店舗の窓口は市がしないといけないと思うんで

すね。県産品の奨励運動をまたしましょうとか

いった時には、具体的には市の窓口が店舗に

言っていると思うんですよ。そういうところは

連携をとってもらって、ヘルシーはヘルシーで

も長崎の食材を使ったヘルシー運動とか、その

辺は農林部、水産部と連携をとって、そして県

産品の普及も含めて健康維持のためのヘルシー

食育というんですか、そこも連携をとってして

もらわないと、店舗の方が、今度は県産品、今

度はヘルシーメニューとか言われても困るだか

ら、そこは連携をとってもらって運動を進めて

いただきたいと思っています。 
【安永国保・健康増進課長】 県産品を使っての
ヘルシーメニューというのができれば一番よろ

しいかと思うんですけれども、県産品の方が食

材的には費用が少しかかるような話も聞いてお

りまして、今、委員からいただいた意見につい

ては、実際にヘルシーメニューをつくる時にど

ういう取り組み方ができるのかというところも

問題提起をして、関係の農林水産からも話を聞
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きながら進めていきたいと考えております。 
【渡辺委員】 それと、この4ページの真ん中に
あるんですが、「福祉人材センターを活用した

介護、福祉人材の確保に取り組んだ結果」となっ

ているんですけれども、この福祉人材センター

というのは、どこに何カ所ぐらいあるんですか。

私はそういう福祉人材センターというのがある

ということを知らなかったものですから、教え

ていただけませんか。 
【宅島委員長】 休憩します。 
 

― 午後 ３時２１分 休憩 ― 

― 午後 ３時２１分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会再開します。 
【小村長寿社会課長】 福祉人材センターは長崎
市の県社協の中に1つございます。それと、佐
世保市の方にも設置しておる状況でございます。 
【渡辺委員】 福祉人材センターには介護人材と
いうのは登録されているんですか。要するに、

今、介護施設の人たちは、介護のヘルパーさん

が足らんとか言っているんですが、ここに人材

という形で登録はされているんですか。 
【小村長寿社会課長】 求職をされている方の登
録を行っております。 
【渡辺委員】 仕事はしていないけれども、資格
を持った人は、ここに全部登録されているわけ

ですか。 
【小村長寿社会課長】 福祉人材センターの方に
介護有資格者等の登録制度が来年度から発足す

るのではなかったかというふうに思っています。 
【渡辺委員】 これを見たら、「福祉人材センター
を活用した介護、福祉人材の確保に取り組んだ

結果、介護サービス等の充実と質の向上が図ら

れるとともに」となっているから、その人材が

どれぐらいあるのか。要するに、今、介護職員

が足りないという声を聞くものだから。どう

なっているんですか。 
【小村長寿社会課長】 福祉人材センターにおき
ましては、求人をする事業所の開拓を行ったり

とか、休職をしている方の登録作業を行ってお

りまして、そういった方たちのマッチングをす

ることによって具体的な事業所に対する就職の

促進を図っているセンターでございます。 
【渡辺委員】 そしたら、県下に介護職員の資格
を持った人は、長崎だったら長崎、佐世保だっ

たら佐世保の方に全員登録されているんですか。 
【小村長寿社会課長】 現在、全員が登録されて
いる状況ではございません。 
【渡辺委員】 何割ぐらい登録されているかわか
りませんか。 
【小村長寿社会課長】 すみません、手元に資料
がございませんので、後ほど、わかるか、わか

らないかを含めてご報告をさせていただきたい

と思います。 
【渡辺委員】 介護施設の声として、給料が安い
のも一つあると思うんですけれども、なかなか

介護士になり手がいない、人材が不足している

ということを聞いているものだから、こういう

人材センターがあるなら、ぜひここに登録させ

ていただいて、いろんな情報を提供しながら介

護士が不足しているところに補充をしてやる、

そういう人材センターになってほしいと思って

いますので、今後の取組をよろしくお願いした

いと思います。 
【小村長寿社会課長】 現在、福祉人材センター
におきましては、委員が今おっしゃられたよう

な取組を進めております。県の制度といたしま

して、再就職準備資金ということを今度新たに

制度化しておりまして、この制度を活用する場

合には、福祉人材センターに登録が義務づけら
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れるとか、そういった福祉人材センターの機能

強化が図られるように施策の方向性をもってい

きたいと考えておりますので、今後ともしっか

り取り組んでまいりたいと考えております。 
【磯本ねんりんピック推進課長】 先ほどの答弁
の中で、協賛金の実績を1,781万円とお答えした
かと思いますが、正しくは1,718万円の間違いで
すので、お詫びして訂正させていただきます。 
【ごう委員】 まず、陳情・要望に対する対応の
中に記載があったもので、障害者駐車場の件で

お尋ねしたいと思います。 
 今、県民への理解がなかなか進んでいない状

況で、商業施設などでも障害者用の駐車場に不

適切な駐車をしている車が大変多いというよう

な現実があります。 
現在、724の協力施設と協定書を結んでいる

とのことですが、この協定書の中にはどのよう

な取り決めの文言が書かれているのかというこ

とを教えていただけますでしょうか。 
【上田福祉保健課長】 障害者用の駐車場の確保
の関係でございますが、基本的には事業者が設

置する駐車場に対して、障害者が来た場合にそ

この駐車場を確保するという制度でございます。 
 基本的には、パーキングパーミットという札

がありますけれども、あれを交付して、あれを

持っている方は基本的に止めていいよというこ

とになっております。そういうふうな協定の内

容でございます。 
【ごう委員】 現状としては、障害者用でありま
すと指定されているところにパーキングパー

ミットの印がない車が結構止まっているような

現実があって、実際、車椅子利用者の方が止め

られないようなことがあります。 
県といたしましては、例えば、724の協定を
結んだ施設の実態調査をなさったことはござい

ますでしょうか。 
【上田福祉保健課長】 申し訳ありません。協力
施設に対しての調査というのは行っておりませ

ん。 
【ごう委員】 例えば、他県の例ですけれども、
他県でもやはりなかなか不正駐車がなくならな

いということで、1週間ほど、幾つかの施設を
ターゲットにして調査を行ったという事例があ

るようで、その結果、やはり8割が不適切な駐
車だったという現実があったようでございます。 
そういう実態を1回、県の方々にも把握をし
ていただいて、そして不適切な駐車をされてい

るのが多い協力施設に対しての助言だったりと

か、罰則までは難しい、できないと思いますの

で、対策をもっとしてほしいということを要望

していただきたいと思います。 
例えば、長崎県内でも非常に積極的な取組を

している施設もあって、最初に駐車券を取ると

ころのインターホンで障害者用を利用したいん

ですがと伝えると、必ずそこに担当の方が来て、

そこを開けてくださるようなところもあります。

そこまでは対応が難しいかもしれませんけれど

も、また、あるスーパーとかでは、「ここのス

ペースはお体の不自由な方の施設です」という

ことがずっと流れています。 
そういうことがあるだけでも少し減るのでは

ないかと思いますが、そのような件に関して、

今後、対策をどのようにしていくおつもりかご

見解をお願いいたします。 
【上田福祉保健課長】 委員ご指摘のとおり、障
害者用のスペースに関しては、健常者の方が止

めている例は我々もよくお聞きをしております。

モラルの問題だと思いますけれども、やはり制

度についての周知不足だと思っております。こ

れまでもラジオとか新聞等で制度について詳し
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く説明したところでございますが、委員がご指

摘のとおり、実態がどうなっているかについて

調査をしたいと思っております。 
【ごう委員】 ぜひ実態調査を行っていただきた
いと思います。特に長崎県は、例えば「福祉の

まちづくり条例」ですとか、「障害のある人も

ない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」

等もあることですので、今後、障害者の方々も

どんどん出てこられる、まちなかに出ていかれ

る方が増えてくると思いますので、対応してい

ただきたいと思います。 
 例えば、積極的な取組をしてくださっている

協力店舗などを、この前、産業労働部が､誰もが

働きやすい企業というのに認証制度を設けて

マークを提供したりとかということがあるじゃ

ないですか。例えば、そういうことも一つ考え

て、ここのお店は福祉に関して非常に積極的に

やっているお店ですよというふうなことを何か

基準を設けたりとか、マークを公に公表できる

ような仕組みとかをつくっていただくと、もっ

と目に見えて一般の県民の皆様方に知らせるこ

とができるのではないかと思いますが、そのあ

たりいかがでしょうか。 
【上田福祉保健課長】 委員ご指摘のとおり、協
力施設に関して優良な取組をやっているところ

のＰＲ等について、他県の状況も含めて検討し

たいと思います。 
【ごう委員】 ぜひよろしくお願いいたします。 
 続いて、もう1点質問いたします。子育て応
援アプリのことについてお尋ねしたいと思いま

す。 
長崎県では、今、「ながさき子育て応援ネッ

ト」から、ながさき子育て応援アプリに行ける

ようになっていまして、スマートフォンの中で

子育て情報などが手に入れられるような仕組み

をつくられました。 
この子育て応援アプリですけれども、現在、

どれくらいのダウンロード数があるのかという

ことは把握していらっしゃいますでしょうか。 
【中野こども未来課長】 このアプリ自体が今年
の3月18日からで、11月17日現在、245日間で
すけれども、総計で3,130件のダウンロード、ア
ンドロイド、アップルとありますが、合わせて

3,130件であります。 
【ごう委員】 11月17日までで3,130件という数
字を課長としてはどのように考えていらっしゃ

いますか。 
【中野こども未来課長】 ダウンロード数もです
けれども、アクセス状況というのも我々として

は調べておりまして、例えば1日平均ですけれ
ども、3月18日から11月17日、240日間ですが、
この期間の平均としましては、1日当たり大体
1,172件、訪問者数で、人数でいきますと163名
の方が1日平均来られております。そこが、直
近になりますと、先ほどは245日間の平均でし
たけれども、直近30日間でとりますと、1日
1,800件、訪問者数が252人ということで、少し
ずつ利用が増えていますので、そこら辺、評価

というのは、現段階ではまだ普及していないん

ですが、この辺を強目に普及させていただいて、

メディア等も使ってさせていただいていますの

で、増えてくるのではないかなと考えておりま

す。 
【ごう委員】 この広報に関しては、例えば市町
の窓口とかでもされているんですか。 
【中野こども未来課長】 広報、この子育ての分
ですけれども、市町の出生届とか、そういった

ところの窓口、いわゆる福祉部門、そして、先

ほど言いました住民関係のところにも、チラシ

をつくりましてダウンロードの仕方とか、そう
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いったことをお知らせしています。あと、子育

て支援の拠点というのが各市町にございますの

で、そういったところにもチラシを置かせてい

ただいて、利用者の目につくように普及させて

いただいている状況でございます。 
【ごう委員】 せっかくアプリができて手元で気
軽に子育て情報が得られる仕組みをつくられま

したので多くの皆様方にご利用いただけるよう

に、今後とも広報活動を頑張っていただきたい

と思います。 
 そのアプリの中にアンケートがありますよね。

アンケートで今寄せられているご意見というの

は出ていますでしょうか。 
【中野こども未来課長】委員ご指摘のとおり、

先ほどのアプリの中にいわゆるアンケート機能

というものをつけさせていただいております。

その中で、今、私どもが聞いているのは、この

アプリそのもののどこの機能が不足しているの

かとか、どういった改善点があるのかというこ

とを保育所等に聞いていますけれども、ネット

ユーザーといいますか、アプリをされている方

について、どういった改善をしたら自分たちが

便利になるのか、そういったところをお聞きし

ているような、そういった活用をさせていただ

いているということで、今、アプリのそういっ

たご意見を吸い上げて、利用しやすいようなも

のに仕上げていこうということ、そういったと

ころで使わせていただいているところでござい

ます。 
【ごう委員】 このアンケート機能というのは非
常にいいと思いますので、特に改善してほしい、

ここがだめなんだよとかという意見をどんどん

吸い上げて、よりよいものにしていただきたい

と思います。 
 あと一つ、このアプリとは別なんですけれど

も、今、全国的に電子母子手帳を導入する自治

体が増えてきているようでございまして、今、

全国で80を超える自治体が電子母子手帳を利
用しているような状況になっています。 
 長崎県としても電子母子手帳を導入するよう

なお考えは今の段階でありますでしょうか。 
【吉田こども家庭課長】 申し訳ありません。現
時点では、まだ検討までは至っておりません。 
【ごう委員】 始まったばかりなので、他県の事
例とかもいろいろ調べていただいて、情報によ

りますと、例えば電子母子手帳のアプリをダウ

ンロードすれば、そこからダイレクトに病院の

予約ができるようなシステムがあったりとか、

また、市町や県からの防災情報が届いたりとか、

あと、お母さんたちが一番うれしいと思ってい

るのは、おなかの中にいる子どもたちの健診の

情報とかをグラフできちんとできたりとか、成

長、生まれてから赤ちゃんの体重とか身長とか

も全部グラフでできるので、それが非常に役に

立つというようなことです。今後、例えば、マ

イナンバーともいろいろと連携していけるよう

な仕組みにもなっていたりするようですので、

今後、導入されるところが増えていくのかもし

れないので、そのあたり長崎県として、もう少

しいろいろと情報を集めていただいて、県民の

皆様方の子育てがよりスムーズにいくような取

組をしていただきたいと思います。 
 それにもう一つ関連するんですが、長崎県と

しては、結婚・妊娠・出産・子育ての一貫した

切れ目のない支援をということで今取り組まれ

ております。ホームページで、子育て応援ネッ

トもあります、めぐりあい事業もあります。い

ろんなサイトがあるんですが、1カ所で見れる
ような、結婚のこと、子育てのこと、ポータル

サイトがきちんとあって、そこに行けばいろん
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な情報が見れるような仕組みをとっていただけ

ないものかと思っております。 
 例えば、福岡県であれば、「結婚応援広場」

というポータルサイトがあって、そこでは妊

娠・出産に対する知識が学べたりとか、そこで

めぐりあいのことの情報が得られたりとか、あ

と、成婚した人たちの感想がそこで見れたりと

か、最初から情報がたくさん見られるように

なっていますので、そういった仕組みを長崎県

としてもつくっていただきたいと思っておりま

すので、この件に関してのご見解をお願いいた

します。 
【中野こども未来課長】 委員のご提案につきま
しては、私どもも、できますれば結婚の部分か

ら子育てまで一貫して情報を提供できればと今

考えておるんですけれども、いろいろユーザー

の、いわゆる対象者の関係もありまして、そこ

のところは検討させていただくということで考

えているところでございます。 
【渡辺委員】 こども政策局にちょっとお尋ねし
たいんですが、この3ページから4ページにかけ
て、結婚支援事業の推進の関係で、「長崎県婚

活サポート官民連携協議会を11月9日に立ち上
げました」となっているんですが、このメンバー

がわかれば後でいただけませんか。どういった

メンバーでしているのか。それを1点、資料請
求したいと思います。 
 それと、お見合いシステムですが、318人、
会員登録をしておりますが、このお見合いシス

テムというのは、私が独身としたら、インター

ネットで具体的に見合いをするんですか。それ

とも、婚活サポートセンターが、「渡辺さん、

堀江さんとちょっと会ってみんですか」とか、

このお見合いシステムというのはどういうシス

テムですか。 

【中野こども未来課長】 渡辺委員が登録をされ
たという前提でお話ししますと、まずアクセス

といいますか、データが入っている端末がある

んですけれども、ネットでできるわけではなく

て、ご本人が、本所もしくは支所の方に来てい

ただくということがまず前提になります。 
そこで、そのデータを見ながら、第3候補ぐ

らいまで選んでいただく。そうすると、まず第

1希望の女性の方にメールが行って、渡辺さん
という方からお見合いしたいなという情報が来

ていますということで、それで顔写真等をその

女性が見られて、いいよと言えば、センターの

方で日程調整等をさせていただくということに

なります。それで、支所の中にそういう部屋を

設けさせていただいておりますので、お見合い

をしていただく。 
運悪くといいますか、断られますと次の方に

またメールが行って、第2候補まで。そういう
ことでお見合いの合意がなされますとセンター

の1室で面談をしていただく。その時点では名
前とかそういった情報はまだ明らかにされてい

ないということになっております。そういう仕

組みでございます。 
【渡辺委員】 わかりました。婚活サポートセン
ターというのはどこにあるんですか。 
【中野こども未来課長】 江戸町の公園のところ
に看板がかかっておるんですけれども、昨年度

までは大波止ビルにセンターがありましたが、

この見合いシステムをするということで、あそ

こから新たに県庁の裏のところに場所を設けさ

せていただいております。 
【渡辺委員】 それは私たちに教えましたか。知
らなかったな。 そしたら、そこに行って、名前
なんかは明かさないわけですか。登録するのは、

例えば年収がどのくらいとか、今、会社員です
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よとか、そういうことを入力するわけですか。 
【中野こども未来課長】 まず、仮登録というの
がありまして、これはいわゆるインターネット

上で仮登録ができます。そして、本登録という

のは支所に行かないとできません。まず、結婚

をしていないという証明書を市町からいただく。

独身証明書を持ってきていただくということと、

あと、顔写真とか、そういったものを持ってき

ていただいて、その支所でご本人さんに、先ほ

ど言いました年収とか、いろんな任意項目があ

りますけれども、名前とか好みとか、そういっ

たものを入れてもらう画面がありますので、そ

こを来所されて打ち込んでいく。それがデータ

化されて蓄積されているという状況です。 
【渡辺委員】 そこの支所というのが3カ所のう
ち1カ所が大村に決まったんですけど、あとの2
カ所はどこなんですか。まだ決まってないです

か。 
【中野こども未来課長】 我々の当初の考えでは、
長崎に本所があって、県北、それと県央と島原

半島と、支所を3つ予定しておりまして、県央
の分は大村市の方に設けさせていただいていま

す。あと、県北につきましては、今、佐世保市

役所とお話をさせていただいている状況です。

あと、島原半島につきましては、3市の方々と
話をさせていただいて、できるだけ速やかに、

支所の3カ所を開所させていただくよう交渉中
でございます。 
【渡辺委員】 こういう協議会をスタートさせて、
そういうことで今から支所もつくっていくわけ

ですね。これだけ本腰入れているわけでしょう。

民間の結婚相談所というのがあるでしょう。あ

そこは登録すれば1万円とか2万円とか要るん
ですけど、ここは無料でいいんですか、登録す

る時に。 

【中野こども未来課長】 来年の3月31日までは
登録は無料となっていますが、4月以降になり
ますと、2年間で1万円ということで、年割にす
ると5,000円ということになります。 
【渡辺委員】 じゃ、今なら無料で登録できます
よと宣伝した方がいいですね。 
 ちなみに、県庁の職員の皆さんは、これに何

人か登録しているんですか。そこはわからない

ですか、個人情報であれですか。わかりました。 
 あと、市町と県の役割です。市町がどういう

ことをして、県はどういう役割をここで果たそ

うとしているんですか。本庁があって、支所が

3カ所あって、4カ所あるわけでしょう。その中
で県と市町の役割分担というのはどんなふうに

考えていますか。 
【中野こども未来課長】 この事業を進めるに当
たりまして、役割分担はやっぱりきちっとしな

いといけないということで検討させていただい

ております。 
1つが、官民連携の協議会を立ち上げたとい
うこと。そういった中でも、まず県の方ではそ

ういうデータ管理とか、広域にわたる機運醸成

の事業とか、そういったところを県でやってい

くということを考えています。少なくとも来年

度までは、県の方で先ほど言いました3つの支
所を運営させていただく。それ以降につきまし

ては、その場所を、希望者に一番近いところに

あった方がいいわけでございますので、今、全

体で4カ所ですけれども、その数を増やすとい
うことにつきまして、単独の市でやるのか、町

でやるのか、組んで3町でやるのか、そういう
地域における支所の運営も、今後、市町の役割

として果たしていただくということ。 
もう一つは、市町ごとにいろんなイベント、

婚活事業を行っていらっしゃいますので、そう
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いったところについて私どもとしては調整とか、

そういったことを果たしていきたいなというの

がございます。いわゆる現状の事業を効率的に

回すためにはどういう役割分担かという話をさ

せていただいているということ。 
あと、来年度以降、もう少しそれ以上に何か

やるのかということですけれども、今、予算要

求段階ですけれども、少子化そのものとして、

その地域、地域で少子化の要因というのがそれ

ぞれ違うものですから、そういったところを市

と県と一緒に中に入って、どういった原因で、

どういった対策をすべきかというのが、離島で

も本土地区でも、また過疎地域でも違う、大都

市でも違いますので、そういったところの連携

を図るような事業、もしくは調査事業、そういっ

たところも県が音頭をとってやっていこうと考

えております。 
【渡辺委員】 この間もちょっと課長に、長崎水
族館で婚活事業を企画して市が中心になって

やっている、それを知らなかったと。要するに、

市町でいろんな婚活事業をやっていることを、

今度は長崎市以外の人に、ここでこういった婚

活をやりますよというのが県の役割と思うから、

この婚活の関係につきましては、市町が事業主

体になってしていかなければいけないと思って

いますので、全体のコーディネート、いろんな

連携は県がしてもいいと思っているんだけれど

も、そういうことで市町の方に移管していくよ

うな形にもっていくべきだと思っていますので、

その辺は今後十分検討してください。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 
【坂本(浩)副委員長】 先ほどの堀江委員の質問
にちょっと関連するんですけれども、一つは

フッ化物洗口の関係です。 
次年度から中学まで拡大を検討しているとい

うことで、先ほどやりとりがあったとおりです。

今まで保育所、幼稚園、それから小学校とやっ

てきて、実施率に一定のめどがついたというこ

とで中学に拡大するということです。 
 要は、このフッ化物洗口の効果、これがあ

るから中学まで拡大をするということじゃない

かなと思うんですけれども、そこの効果をどう

判断をしているのか。県下でやっているわけで

すから、例えば、小学校で実施しているところ

と、まだ実施していないところの子どもたちの

むし歯の保有本数だとか、そこら辺というのは

何か一定の判断材料があって、そういうふうに

次年度やろうというふうにしているのかどうか

お伺いいたします。 
【宅島委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 ３時４４分 休憩 ― 

― 午後 ３時４４分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
【安永国保・健康増進課長】 長崎県においては、
事業そのものが平成25年度から実施をされて
おりまして、実施率は順々と年を追って進んで

おります。県内でそれをやっているところ、やっ

ていないところの、数は少ないんですけれども、

むし歯の予防効果について整理しております。 
 それによりますと、平成25年度の学年が平成
27年度の学年になった、その3年間のむし歯の
増加の状況を調べております。 
 洗口を実施した38校、これは小学校でござい
ますけれども、38校が、例えば1年生から3年生
になった子どものむし歯の数というのが0.21本
であったりとか、そういう数字をずっと追って

いまして、38校実施したところの平均でいきま
すと、0.18本という数字が出ております。一方
で、洗口未実施の156校について同じように数
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字を追ったところ、平均では0.28本ということ
で、実施をしているところの方が0.1本少なかっ
たということを把握しております。 
 もう一つが、平成25年度以降、新たなむし歯
の発生がなかった割合を調べていまして、これ

も洗口を実施した38校では、全体平均で32.9％
という数字が出ております。一方で、洗口未実

施の156校については、平均で23.4％というこ
とで、新たなむし歯の発生がなかった小学校の

割合は、洗口を実施している学校の方が多いと

いうことで、平均で約10ポイントの差が出てい
るということで、一定、フッ化物洗口の推進に

よるむし歯の予防効果については、徐々にあら

われているんじゃないかと今のところ判断をし

ているところでございます。 
【坂本(浩)副委員長】 このフッ化物洗口につい
ては、確かに今数字があったとおりですけれど

も、特に小さいお子さん方が飲み込んでしまう

ということに対する健康の不安もあって、先ほ

どやりとりがあったとおり、希望する人という

ふうなことにしているんだろうと思います。 
私は、最初に始まった平成25年の経過はよく
わからないんですけれども、数字を今初めて聞

いたんですけれども、どの資料にも載っていな

くて、たまたま長崎市教育委員会でまとめたの

があって、それをいただきました。これは長崎

市議会の委員会の中で出された資料です。 
それでいくと、むし歯の保有率、それからむ

し歯数というのが、要するに、フッ化物洗口を

しているところとしていないところと、そんな

に差異が出ていない数字なんですよね。小学校

の1年生から6年生まで全部調べているんです
けれども、実施した学校が幾らで実施していな

いところが幾らという校数まではわかっていな

いんですけど、長崎市内の全部の小学校でやっ

たというふうなことです。 
例えば、むし歯の保有率ですが、平成27年で

実施していないところが15.6％、実施している
ところが17.9％。5年間ぐらいずっとさかのぼっ
て調べているんですけれども、そんなに差がな

いんです。むし歯の保有本数も､平成27年で言
うと、どっちとも0.35本です。 
こういう資料を見せてもらったものですから、

効果があるのかなというふうな疑問もあったも

のですから、できれば資料として、先ほど言わ

れたようなものもペーパーで出してもらえば、

平成29年度の予算、正式な議案としての議論と
いうふうになると思いますので、そこはそうい

う効果のところを具体的に数字としてわかりや

すいように出していただかないと、どうかなと

いうふうに思っているものですから、よろしく

お願いいたします。 
【宅島委員長】資料の提出をお願いします。 
【橋村委員】 この間、我々自民党の県議と看護
協会の支部長さんたちと、恐らく二十数名、看

護協会の支部長さんだったと思うんです。そう

いう話し合いの機会があったんですけれども、

下五島の支部長さんだったろうかと思うんだけ

れども、離島の看護師不足というような発言が

あったんですね。 
それで、私も勉強不足だったので、お医者さ

んだったらば離島の医師確保ということで、一

定年限、離島勤務をすれば奨学金の返済免除と

かという制度はあったように思っていたわけで

す。 
そこで、もう時間もなかったからわかりまし

たと。過去に私は、国立病院の、今、病院企業

団企業長の米倉先生から、離島の看護師不足と

いうものも今後の大きな問題だというような話

を聞いていたものだから、過去にも私は聞いた
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ことがございますというようなことで､今後、ま

た県の方にも確認したりして対策を強化してい

きたいと思いますぐらいな感じで、具体的な回

答はできなかったわけです。 
現在、県として離島の看護師不足に対する認

識と、そして対応、取組、その状況をちょっと

だけ聞かせていただければと思います。 
【太田医療人材対策室長】 本県の看護職員の状
況ですけれども、人口10万人当たりの看護職員
の数につきましては、全国で1,187人に対して我
が県は1,819人。そういう中で、県内で看護職員
数の偏在がございまして、本土部が1,855.7人、
離島部が1,437.1人ということで、委員おっしゃ
るように離島部に看護職員が少ないという状況

にございます。 
 対策についてですが、看護職員の確保に関し

ましては、養成、それから離職防止と資質向上、

それから就業支援ということで、それぞれの事

業については、本土、離島部ということでの区

分けなく対策を講じてきているところでござい

ます。 
 離島に特化した対策としましては、ナースセ

ンターにおきまして、島の医療機関を紹介して

看護職員を呼び込むためのしまの看護情報誌の

作成とか、離島におきましては研修の機会が少

ないということで、離島部の看護職員の研修事

業の実施を県看護キャリア支援センターで実施

しております。 
 それとは別に、企業団が離島に特化した対策

としまして、アイランドナースネットワーク事

業といいまして、本土部の都市部の病院から1
年間、企業団病院に看護師を派遣する仕組みを

持っております。 
 さらに、修学資金につきまして、企業団に将

来勤めることを前提に修学資金の貸与を行って

おります。 
【橋村委員】 この件について、要するに、医師
不足と同じようなことで看護師に対しても似た

りよったりの対応を講じておるというような理

解の仕方でいいですね。具体的にどうだとか、

貸与金が幾らとか何とか、制度の内側までは言

いませんけれども、また後日、説明をしていた

だきたいと思います。 
 さて、先ほど、医療福祉に従事する人たちの

潜在的な人数はどうなのかとかいうような話も

あったんですけれど、私は最近新聞なんかの報

道を見ると、保育所の待機児童数、そして保育

所の保母が足りない。だからというようなこと

で、国はそこにてこ入れをということですけれ

ども、果たしてそれでいいのかなという思いが

あるんですよ。 
保育士自体の根本的な処遇改善をしないこと

には、まず就職しますね、初任給の時には余り

格差はないけれど、5年、10年と経過して一般
の職務と比較した時にだんだん、だんだん格差

が出てくる。だから、34.何歳で一般の場合、賞
与は別としても、30万円と19万円ぐらいと、そ
して比率にすれば62～63％だというような差。
だから、15年ぐらい、短大卒で15年とすれば34.
何歳ぐらいになってくるわけですけれど。 
それと、保育所の職場の中では、私も随分、

結婚式なんかに行ったことがあったんですけれ

ども、「また勤められるんですか」と言ったら、

「いや、退職」と。場合によっては、もう採用

時から結婚したらやめてもらうというような条

件付きみたいな採用の仕方があっているような

話も、それは表向きにはなかなか出にくいんで

すが、あるいはお産をしたらというような感じ

で、保育士がずっと継続してそこに就職しづら

いような両方、雇用者側との関係、それとまた
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給与面がというような感じです。 
何を言うかとすれば、こういう状況であれば、

初任給から10年ぐらいは余り格差がないから
我慢する。しかし、今度は自分の生活もできな

い、結婚して子どもも育てられないとすれば、

もう保育士ではどうにもならない、処遇が劣悪

だからということで、やめていかざるを得ない。

これがずっとサイクリックに進んでいく。 
今、保育士不足だと政府は捉えて、それに対

応をと言っているけれども、本当に保育所不足

が現実なのかどうか。保育士資格を有しておる

人たちが、ただ仕事を継続していかないという

状況になっておる。だから、いくら学校に修学

させて保育士の資格を取らせてみても、わずか

の期間をずっと繰り返していくだけのことじゃ

ないかと。こんなばかけた政策があるのかと。 
それと、今度、保育士あるいは無資格者の保

育所勤務者に対して奨学金を貸与して資格を取

らせて、そこで3年か5年ぐらい働いたら、その
償還についてはとか、そういう国の交付金みた

いなものがあって、県も1割負担をして、そし
て長崎県では社会福祉協議会にそれを委託して、

社会福祉協議会の基金みたいな、どういう形か

知らないけれども、そういう保育士の育成とい

うか、あるいは修学資金を確保しておいて、そ

れを貸与するというようなことで運用を図ると

いうことであります。記憶違いがあれば訂正し

てもらって結構なんだけれども。そして、それ

に対して手を挙げておる人はかなり少ないとい

うことも聞いたわけです。 
だから、総額6億円か7億円ぐらい確保して、

それが利活用されなかった時にはどうなるのか

という問題です。国から来るから、それに1割
は県も出して、そして社会福祉協議会でやると

言うけれど、それがうまく活用されなかったら、

1割と言えども無駄遣いとならないかという危
惧を持つわけです。そこら辺に対してどういう

ふうな運用をやっていくか、あるいはそういう

リスクを回避しようとしておるのか、その捉え

方。まず第1点目で、長崎県の50以下ぐらいで
もいいですが、実際問題として保育士資格を

持っておるのがどれくらいで、現在、保育所勤

務をしている人がどれぐらいなのか。その数値

自体は把握されているかどうか。まず、そこか

らお尋ねしたいと思います。 
【中野こども未来課長】 委員のご質問にお答え
します。 
今、長崎県内で保育士のいわゆる名簿登録者

が1万9,756名おります。そのうち保育所、いわ
ゆる保育施設等で勤務されている方、これは6
月に照会したんですけれども、6,988名というこ
とになります。単純に考えますと、差引1万
2,768名が潜在保育士という考え方になります。 
ただ、この方々が、潜在ですので再就職をさ

れることを前提にしますと、県内に住所があっ

て、なおかつ先ほど委員がおっしゃいましたと

おり、20代から40代ぐらいまでに絞り込みます
と、数的に言いますと7,262名、いわゆる再就職
の可能性のある方々が7,262名というアンケー
ト調査があります。 
【橋村委員】 よくマスコミあたりでも捉えられ
るんだけれども、東京近郊、ああいう都市部の

中に待機児童がおると。そして、保育士不足だ

と言われるけれども、現実の問題、何回も私は

保育の問題について担当職員とやりとりをした

ことがあるんですね。例えば交付税の時だけれ

ども、基準財政需要額、まずどれぐらい財源が

必要なのか、60名定員の保育所を運営していく
ためには、施設長がいて、主任保育士がおって、

そして幼児がゼロ歳児、1～2歳児、3歳児、4～
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5歳児というような感じで、ある程度人数を振
り分けて60名定員とした時に所要財源が幾ら
かかるのかと、こうなってきて、ただし、そう

いう中で保育士は幾らかということになってく

るわけですね。 
しかし、現実の問題、昔はそうでなかったけ

れども、20年ぐらい前までは、60名定員の時に
は、もう定員以上を措置するなと片一方では指

導監査ではやられる、そして欠員はするなと。

ところが、児童福祉法では、保育にかける児童

というか、幼児は、措置しなければならないと、

今度は保育の義務がされておるので、だから矛

盾するんですよ。空席をずっとつくっておれば、

いつか急遽措置しなければならない、申込者が

ある場合には措置ができるんだけれども、定員

以外は入れちゃいかんと。それから、やっぱり

ランニングでちょっと無理があるなということ

で、60人の定員の場合は1割ぐらいまでの定員
外を措置しても構わないというような認め方を

国もしてきたわけです。 
それはそれとして、保育所職員の定数という

のが、基準財政需要額の中で人件費というのを、

保育士をどういうふうに確保するのかといった

時に、非常にこれも、ゼロ歳児が何名だと固定

してないんですね、年度によってずっと変わっ

ていくので。だから、ここで保育所運営に当たっ

ては職員数をコントロールするのが非常に難し

い。だから、常勤職とパートとか臨時職員とい

う形でカバーしてマンパワーを確保するという

ような形をやってきておる。 
あるいは前はそうではなかったんだけれども、

時間外で延長保育というようなことで、町立保

育所だから8時から5時まで、そして、じいちゃ
ん、ばあちゃんが4時過ぎぐらいには迎えに来
てくれていた、これはスタート、その頃です、

40年前の話ですよ。だから、共働きがそこまで
通常ではなかった。今では共働きが当たり前に

なっているから、あるいは2世代とか3世代で同
居をしないから、核家族化しているから、保育

が家庭で行われないということで保育所に預け

るという形をとる。 
そうすると、保育所にすれば時間外が出てく

る。そして、今では週休2日、通常の学校なん
かの場合はそうだけれども、土曜日も預かると

いうような感じで。 
だから、国はどこまでを想定して基準財政需

要額というか、必要経費として、そして必要経

費を算出して、その中で今度は保護者負担と利

用者負担ということが所得によってはずっと変

わっていくからだけれども、それが一般財源で

言えば基準財政需要額に対して税収に相当する

ので、その残りの部分の交付税に相当する額が、

今度は補助金として、福祉の場合は国が50、県
が25、市町村が25というふうな形になっていた
と思うけれども、そういう形で交付税に相当す

る部分の手だてをする。しかし、基準財政需要

額に相当する部分の算出根拠が実態にきちっと

合致していない。このギャップが、要するに予

定定員外の職員を採用せざるを得ないから、人

件費全体の枠を薄撒きにせざるを得ないという、

ここに問題点がある。ここの解消を図らないこ

とには、なかなか目先のことだけで保育士がい

ないからと。それを新聞なんかでどんどん流さ

れると、若い子どもたちは、それを思い込んで、

保育士のニーズは高いんだと思って、本当に保

育士になろうと誤解を招いてしまう。 
だから、事実をきちっと的確に把握して、報

道もそうだけれども、事実を伝達をして、若い

子どもたちの誤解を招かないようにということ

と、実態と。招かないようにというのは、本当
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に制度設計がきちっとなっていれば何もそうい

うことは言う必要ないんだけれども、非常に問

題点があるという思いがあるんです。 
だから、国が保育士の資格を得るためのいわ

ば奨学金みたいなものを貸し付けるなんて、こ

ういう政策を展開していてもどうにもならない

という思いで、むしろ私は憤りさえ感じておる

ところです。この点について認識をお聞きした

いと思います。 
【中野こども未来課長】 委員のご意見のとおり、
いわゆる交付税の単価に相当するものとして、

いわゆる公定価格というのが国から示されてお

ります。保護者の負担を含めた基準財政収入額

の考え方と、あとは需要額という形で国、県、

市町村の一定割合で算出をされて、いわゆる全

国の平均値をもって算入価格が決まっていると

いう状況でございます。 
 委員もご承知のとおり、交付税自体も、そこ

に含まれている人件費というのは、実態と全く

合っていない、多分過少に入っている部分が多

いと思います。公定価格につきましても、全国

の全ての地域の実態、先ほど言いました保育士

のニーズとか、そういったことを反映している

ものとは言えないという状況がございます。 
定員が60人ぐらいの標準的なところでも、い
わゆる公定価格に基づいて算出しますと、9名
ぐらい、保育士を配置することができる額が算

入されているわけですが、実態としては5名ぐ
らい加配、余計に雇わないと運営ができていな

いという実態もございますので、こういったと

ころにつきましては私どもが国の方に積極的に

報告をさせていただいて、この改善を求めてい

きたいというのが1点ございます。 
 あと、委員がおっしゃられているところ、多

分処遇の改善のところが本丸といいますか、抜

本的なところで、ここは直さないと多分こうい

う状況、雇いたくても雇えない状況が続くし、

潜在保育士がどんどん増えていくという状況が

ありますので、そこの点についても私どもは国

に働きかけを、先ほど言いました公定価格がお

かしいのではなかろうかという話を、いわゆる

配置定数がおかしいのではなかろうかという話

をさせていただくのが1つ。 
 ただ、現状の保育士を雇えないという状況が

ありますので、応急的な措置としては、委員が

先ほどご批判されましたけれども、貸付金とか、

そういったところで当面はそれでしのがせてい

ただきたいなということで、最終的に解決する

ところは、根本治療のところは公定価格の算出

の仕方の改善、そして応急的なところというこ

とで、補正で上げさせていただいた貸付金等の

各種施策だという理解をしていただければと

思っております。 
【橋村委員】 交付税の場合には基準財政需要額
ということで、例えば教職員の場合には1人500
万円ぐらいということで全部かけてばらつきも

ある。あるいは管理職の教頭とか校長部分は

900万円とかという、はっきり覚えていないけ
れども、恐らくそういうふうな形で、そしてトー

タルすれば、そうまで実態とギャップはないよ

うな形で、交付税も基準財政需要額ということ

を踏まえて計算されていると私は認識している

けれど、保育所については、現実とそのギャッ

プが、格差がひど過ぎる。許容範囲だったら何

も言わんのですよ。 
しかし、現実問題として、誰がやってもやれ

ない状況をやれと言っていることに対して、

もっと現実を理解して、現実に合ったような制

度設計をまずやれということを強く訴えるべき

だと。そうせずして、ただ粗製乱造じゃないけ
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れども、ただ資格者だけをどんどん、どんどん

つくっていって、そうすれば資格者もどこかに

就職せざるを得ない。そうすれば、劣悪なとこ

ろに就職せざるを得ないようになってしまう。

そして、将来希望を持てないで、もう10年もし
たらほかの方に転職していかなければいけない。

だから、制度設計が基本的だけれども、制度設

計がきちっとなってない以上は、そういう小手

先のことでやむを得ないから予算措置したとい

うようなことを言っていることになるんだ、君

は。 
だから、現実をきちっと見据えて、そして、

どこが問題なのかと、そこをきちっとしておか

ないと、奨学金を安易に借りて、また今度は奨

学金の償還もできないようになってしまうとい

うようなことになると、とんでもないという思

いがある。 
だから、将来、子供たちが道を間違わないよ

うに、そして、選択したら必ず将来が保障でき

るようなことを一刻も早く制度設定をするべし

ということを政府に働きかけていくことが第一

に必要だという思いなんですよ。 
それで、小手先の、政府の制度とまでは言わ

ないけれども、何か保育士不足に対しては、政

府は予算措置もこうしてますよというような形

で、そして今度は、どんどん、どんどん子育て

に対してもこうやっていると言っておりはする

けれども、現実の問題として本当に効果がある

のかどうかということを心配をしている。 
だから、あなたたちがそこの責任者である以

上は強く深く認識をして、そして、一刻も早く

こういう劣悪な、あるいは制度設計をきちっと

現実に合ったようなことに修正していくように

働きかけていくべきだという思いですので、も

う一度、局長。 

【永松こども政策局長】 委員がるる言われたと
おりでございます。制度設計、国の方も、最近

は保育所の調査とか、抽出ではございますが、

実態調査とかも始めたところでございます。

さっき課長が言ったような加配の状況でありま

すとか、そういったものは徐々に出てくると思

います。 
 午前中も答弁しましたが、我々も政府施策要

望の中でも加配の状況については伝えておりま

す。担当者が見えたところでも話はしておりま

す。強く訴えていくというのはそのとおりだと

思います。 
 あと、貸付金につきましても、5年間就職し
たら免除という規定になってはいますが、そこ

まで続かないじゃないか、との懸念はおっしゃ

るとおりかと思います。そうであれば、きちっ

と就職できるように、これは設置者の方に、き

ちっと労務管理というか、管理改善をやるよう

に研修も始めたところでございますので、そう

いったいろんなことをやりながら、保育士が

ずっと安心して働いていけるように我々の取組

を進めていきたいと思います。 
【橋村委員】 制度設計をきちっと訴えていく、
それは一番取り組まなければいけないというこ

とです。 
 さっきの貸付金の話だけれども、そのニーズ

はどうなんですか。6億円か7億円か財源は確保
したんですね、国から来たのに1割上乗せして。
その実態はどういう状況にあるのか、ちょっと

説明を願いたいと思います。 
【中野こども未来課長】 今、4種類ほど貸付金
のメニューがございます。まず、学生に貸す修

学資金につきましては、我々が当初予定してい

た以上に、我々は初年度は50人ぐらいかなと
思っていましたけれども、それを超えるぐらい
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の申請が来ている状況でございます。 
委員が懸念されていた事業所に人件費を貸し

付けて、その期間で資格を取らせるような、補

正予算でも追加させていただいた部分につきま

しては、今申請が上がっているのは1件でござ
います。今後、2件ほど問い合わせも来ていま
すので、今年度では3件ぐらいかなと考えてお
ります。 
全国の状況をお聞きしているんですけれども、

まだ1件だそうです。先ほどの事業所向けの貸
付金ですけれども、全国でもまだ1件しか貸し
付けをしていないという状況があるということ

でございます。ニーズは、我々としては、この

貸付制度が、いわゆる処遇を改善して確保する

という、働く環境を改善することによってとい

う、補正予算の時も説明をさせていただきまし

たが、個人に貸すものとちょっと色合いが違う

ものでございますが、結果的には長く保育所に

勤められるように補助員を雇うような人件費の

貸付でございます。そういった趣旨を管理者の

方に説明をして、活用を進めさせていただきた

いなと思っております。 
【橋村委員】 その1点だけというのは、財源が
確保されている中で1件が幾ら相当するのか。 
【宅島委員長】 休憩します。 
 

― 午後 ４時 ５分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ５分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
【中野こども未来課長】 これは3年分の予算で
ございまして、保育士の学生に貸す分は2億
4,000万円です。あと、いわゆる保育補助者借上
支援事業、これはフルタイムで、当初の貸付事

業で、これが3億7,200万円、今1件来ていて、
年度で3件というのはこの部分でございます。3

億7,000万円ぐらい。あと、それ以外には、未就
学児を持つ潜在保育士が再就職する時の保育料

の一部貸付、こういったものが1,200万円。それ
と、潜在保育士の再就職の支度金、いろんな準

備金、これが2,600万円。事務費を合わせまして、
今のところ、今度の補正前ですけれども、7億
100万円、これが貸付原資として県社協の方に
渡っているということでございます。それと、

補正が通りますと、5,000万円ぐらいさらに上乗
せされるということでございます。 
【橋村委員】 だから、7億円の中でどれだけ
ニーズがあったかと、その比率はどうなのかと

いうことだけ。 
【宅島委員長】 後ほど、資料として橋村委員に
提出をお願いします。 
【小村長寿社会課長】 先ほど渡辺委員から、介
護福祉士の有資格者のうち何割が福祉人材セン

ターに登録しているかというご質問がございま

した。 
 福祉人材センターに現在登録しているのが全

体で154名、うち介護福祉士の資格を持ってい
る方が29名、県内の介護福祉士の数は約2万
3,000人でございますので、現在登録しているの
は0.1％ということでございます。 
 以上、報告させていただきます。 
【宅島委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 ほかに質疑もないようですので、
これをもって議案外所管事項一般の質疑を終了

します。 
 お諮りいたします。 
 つくも苑に関する状況等を確認するため、明

日10時に企業振興課長に委員会出席を求めた
いと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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【宅島委員長】 そのように決定させていただき
ます。 
なお、明日の理事者の出席範囲についてです

が、つくも苑、国保・健康事業に関する理事者

のみの出席でよろしいでしょうか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 そのように決定をさせていただ
きます。 
 以上をもちまして本日の審査を終了させてい

ただきます。 
 明日は午前10時から再開いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ４時４６分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１２月１４日 

自  午前１０時 ０分 

至  午前１１時３２分 

於  第1別館第3会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 宅島 寿一 君

副委員長(副会長) 坂本  浩 君

委 員 橋村松太郎 君

 〃   渡辺 敏勝 君

 〃   外間 雅広 君

 〃   堀江ひとみ 君

 〃   松島  完 君

 〃   山本 啓介 君

 〃   ごうまなみ 君

 〃   近藤 智昭 君
 
 

３、欠席委員の氏名 

宮内 雪夫 君
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し
 
 

５、県側出席者の氏名 

福 祉 保 健 部 長 沢水 清明 君

福祉保健部次長 園田 俊輔 君

福 祉 保 健 課 長 上田 彰二 君

国保・健康増進課長 安永 留隆 君

障 害 福 祉 課 長 柴田 昌造 君
 
 

企業振興課企画監 原田 一城 君
 
 

総 務 部 長 上田 裕司 君
 
 

教 育 長 池松 誠二 君
 
 

こども政策局長 永松 和人 君
 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【宅島委員長】 おはようございます。 
 委員会を再開いたします。 
 この際、渡辺委員から、昨日の午後の委員会

において、一部、適切を欠く発言をしたので、

正副委員長において適切な措置をお願いしたい

旨の申し出がありました。 
 この件につきましては、後刻、正副委員長に

おいて、会議録を精査の上、適切な措置をいた

しますので、ご了承をお願いいたします。 
 なお、宮内委員から欠席する旨の届けが出さ

れておりますので、ご了承をお願いします。 
 昨日に引き続き、「つくも苑跡地の活用につ

いて」審査を行います。 
 なお、本日は、産業労働部の原田企業振興課

企画監に同席いただいております。 
 それでは、障害福祉課長より説明をお願いい

たします。 
【柴田障害福祉課長】 昨日の資料で、「文教厚
生委員会関係議案説明資料（追加4）」、部長
の説明でございますが、その追加4のつくも苑
跡地の活用について、こちらに関しまして補足

でご説明をさせていただきます。 
 当該県有地につきましては、当初開所いたし

ました県立コロニーの頃から、障害福祉課が所

管をしており、今回のつくも苑移転建て替え、
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それから、移転後の跡地活用に関する地元、そ

れから関係機関との調整窓口についても障害福

祉課で対応をいたしているところでございます。 
 今後、工業団地の整備に着手した場合でござ

いますけれども、工業団地の所管であります企

業振興課の方に所管が変わるという予定でござ

います。そういう予定でございますけれども、

現時点では着工には至っていないという状況で

ございます。 
 平成28年度の当初予算といたしましては、障
害福祉課予算といたしまして、雨水排水路の整

備費など約2億1,700万円、企業振興課予算とい
たしまして工業団地本体の造成費約3億7,100
万円、合計約5億8,800万円を計上いたしている
ところでございます。 
 現状は、このような状況でございますけれど

も、部長説明でもご説明いたしましたとおり、

地元では、佐世保市俵ケ浦半島開発協議会を中

心とした俵ケ浦半島振興計画策定に向けたプロ

ジェクト、こちらの方が立ちあがっております。 
 その検討の過程で佐世保市の方から提案をさ

れました活用策が、地元が考える将来像と連携、

調和がとれるものというふうに地元の方で意見

がまとまり、さらに、佐世保市に対して要望書

が提出されたというところでございます。また、

今後、県に対しても要望がなされるものという

ふうに伺っているところでございます。 
 今後、地元の方から県に対して要望がござい

ましたら、内容を確認し、対応を検討する必要

があるというふうに考えております。 
 説明は、以上でございます。 
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 暫時休憩いたします。 
 

― 午前１０時 ５分 休憩 ― 

― 午前１０時 ５分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 ただいまの説明に対し、質問はありませんか。 
【堀江委員】 地元選出議員ではない私が先に質
問してすみません。 
 このつくも苑の跡地の活用については、議事

録をひも解いてみますと、平成23年に、7月、9
月ということで集中審査などいたしまして、跡

地をどうするのかということを審議した経緯が

あります。 
 それから、文教厚生委員会として、委員全員

が地元に行って、ひざを交えて地元の皆さんの

意見を聞いて、どうするのかということでいろ

んな意見をお聞きした経緯もあります。 
 副知事が実際に地元の皆さんとやりとりをし

てといった経緯もありまして、跡地の活用につ

いては県が責任を持ってやるんだと、議会もそ

ういう立場でやるということを委員会としても

対応した経緯があって、その頃に文教厚生委員

会に所属した者の一人として、この跡地活用の

問題については現状をきちんと把握をするべき

だと思って、こういう時間を取っていただいた

ことに感謝をいたしております。 
 そこで、平成23年9月議会では、つくも苑の
跡地がいわゆる市街化調整区域であったことか

ら、工業団地とするためには都市計画の協議も

しなきゃいけないということも、当時はそのた

めの補正予算も組んだりとかして、工業用団地

にするための準備が進められているというふう

に理解をしております。 
 今、現状で障害福祉課の課長の方から、まだ

工業団地にするための準備の段階だという説明

がありました。 
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 そこで、せっかくおいでいただいているので

企業振興課企画監にお尋ねいたしますが、企業

を誘致するという仕事はいわゆる企業振興課だ

と思うんですけれど、そうしますと、このつく

も苑の跡地については、こういう用地がありま

すから、ここで事業ができますからぜひいらし

てくださいという働きかけをする企業振興課と

しては、現状、つくも苑の跡地が、今、障害福

祉課の課長が言われたとおり、まだ整備段階と

いうことであれば、この企業振興課としてはこ

この部分は何も関わっていないということにな

るんですかね。あの時はというか、平成23年の
頃は企業振興課も含めて、企業を誘致しますと

いうことで責任を持ってやるというふうな姿勢

を示していたものですから、どういう関わりを

しているのかということも、この機会に教えて

ください。 
【原田企業振興課企画監】 私ども企業誘致の所
管でございますけれども、実際に企業誘致活動

をする中で、企業に対して工業団地を紹介する

場合は、どこの場所に、どういった面積の団地

がありますとか、いつ頃できる予定ですとか、

時期の明示をする、そういった材料が必要でご

ざいます。 
 現状を申し上げますと、つくも工業団地につ

きましては、地元関係者との協議がまだ継続中

でございまして、いつ頃できるというのがなか

なか明示できない状況でございますので、今の

ところ企業に対して具体的に紹介をしたことは

ございません。 
【堀江委員】 そうしますと、例えば、今年の当
初予算で企業振興課としても整地工事の予算が

この3億円の中に入っているんですよね。そう
いった工事の面、工業団地としての工事の面、

それは着手はまだしていないということの理解

でいいですか。そこの部分を教えてください。 
【原田企業振興課企画監】 今年度の予算といた
しまして、団地を整備するための設計の委託料

ですとか、工事の請負費ですとか、計上させて

いただいております。 
 先ほど申しましたとおり、今現在、地元での

事前の準備段階の協議がまだ最終的に終わって

おりませんので、事業費についてはいまだ執行

してないという状況でございます。 
【堀江委員】 理解いたしました。 
 そうしますと、障害福祉課長にお尋ねするん

ですが、現状、長崎県としては、つくも苑の跡

地については工業団地を整備するという方向で

すけれど、今現在、地元の皆さんから県に対し

ての要望はないので、ここに説明があったとお

り、地元の皆さんの要望があった上で、初めて

長崎県として今後の対応については協議をする

という理解でいいんですか、確認の意味なんで

すけれど。 
【柴田障害福祉課長】 確かに、地元の皆さんが
そういうふうにお考えだというお話は聞こえて

くるわけでございますけれども、県としまして

は、現時点では工業団地という考えを持ってお

りますので、地元の皆さんから直接お話を伺っ

た上で検討したいと考えております。 
【堀江委員】 最後にしますが、いずれにしても、
最初、つくも苑をその場で建て替えするのか、

移転をするのかということから始まって、やっ

ぱり行政側の責任といいますか、地元の皆さん

との協議がなかなかできなかった経緯の上に、

さらに跡地の問題もいろんな意味で十分な対応

ができていないところもあると私は思っており

ますので、いずれにしても、住民の皆さんの要

望に沿った形で県が対応していただきたいとい

うことを、この機会に要望しておきたいと思い
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ます。 
【外間委員】 地元佐世保の人間として一言、こ
れはお願いでございますけれども、ただいま障

害福祉課長から佐世保市が提案をする内容につ

いての要望が上がっている旨、これについてし

っかりと御見守っていただいて、今後、市の要

望に対して格段のご高配を賜らんことを心から

お願いを申し上げ、過去、開発行為に関して、

水の問題であるとか、排水の問題であるとか、

るる企業振興課を中心に企業誘致を求めてご努

力をされてきた経緯についても私伺っておりま

して、いろんなものも含めたところで、市に対

してどうぞ格段のご高配を賜らんことをよろし

くお願い申し上げます。 
【沢水福祉保健部長】 これまでのつくも苑の移
転、その跡地を含めた活用策については、今、

堀江委員、外間委員の方からお話がありました

ように、我々としては地元と行政の中で入って

意見交換をし、こういうことでいこうというこ

とでやった経過がございます。 
 我々は、地元の地域振興、地域活性化という

のが一番の眼目でございますので、それをどう

やって果たしていくのかということは、やっぱ

り地元の意向を最大限尊重する必要があろうか

と思っておりますので、今後、地元からの要望

があるというようなことでお聞きいたしており

ますし、佐世保市の方とも協議をしながら、こ

れについては誠意を持って対応してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 
【渡辺委員】 つくも苑が建て替えられる時に跡
地をどうするかというのは、その当時、地元か

らの声として工業団地をつくってくれという声

は出てきてなかったんですか。 
 今回、また別の面で地元から要望が上がって

きているけど、つくも苑が廃止になった時に、

じゃ、跡地をどうするのかということで、その

当時、地元の皆さんに跡地をどうしますかとい

うことで、地元との協議の結果、工業団地をつ

くってくれということになったと、私はちょっ

とおぼろげな記憶の中でそう思っているんだけ

ど、その辺の経過はどうなんですか。 
【柴田障害福祉課長】 工業団地ということに至
りました経過でございますけれども、当初、建

て替え場所をどちらにするのかという話がござ

いまして、利用者、入所者の方、利用者の立場

から申し上げますと、利便性等を考えて市街地

にと。地元につきましては、やはり現地建て替

えの要望というのがあったところでございます。 
 そういう中で、障害者の地域生活と就労を進

めて自立を支援するというような社会的な背景

を受けまして、利便性向上、それから佐世保の

特別支援学校との連携という観点から、移転・

建て替えという方向を決定したところでござい

ます。 
 ただ、地元は、やはり現地での建て替えとい

うことを強くご要望されましたので、ここにつ

きましては地元の住民の方、それから市、そし

て県で「つくも苑跡地活用策検討協議会」とい

うものを設置いたしました。協議会を設置して、

それと当然前後いたしますけれども、文教厚生

委員会で現地調査をしていただきまして、工業

団地案を検討ということをその協議会の方にお

話しをして検討してまいりました。 
 そういう中で、平成24年1月でございますけ
れども、県と市、そして地元の「俵ケ浦半島開

発協議会」の方で「工業団地とする」という方

向性、そして、「県は、実現に向けて最大限努

力をする」という覚書を交わしたところでござ

います。そういう経過がございまして、工業団
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地という方向性が定まったわけでございます。 
【渡辺委員】 そうしたら、その平成24年に地
元の皆さんと協議して、工業団地をつくろうと

いう方針だったんだけれども、今回新たにこう

いった地元のプロジェクトが立ち上がって、「俵

ケ浦半島振興計画」の策定に取り組む中で、別

の方向に方向性が変わってきたということなん

ですか、経過、流れ的には。 
【柴田障害福祉課長】 委員おっしゃるとおりで
ございます。この間、時間が経過はしておりま

すけれども、同じく俵ケ浦の地元の方々の意見

が集約されて、今回の話になっているというこ

とでございます。 
【沢水福祉保健部長】 今の障害福祉課長の発言
に補足してご説明申し上げたいと思いますけれ

ども、我々が佐世保市の方から地元からの要望

があったということでお聞きしておりますのは、

その要望書の中で、実はつくも苑跡地について

は、先ほどからお話があっていますように、24
年1月12日付で工業団地を整備するということ
で、長崎県と佐世保市と俵ケ浦半島開発協議会

の三者で覚書を取り交わしたということで、そ

こは地元も当然認識をしておりまして、こうい

う格好で時間が経過しているという経過の中で、

俵ケ浦半島振興計画策定に取り組むといった中

で、工業団地に拘らず、私どもが考える俵ケ浦

半島の将来像と連携した活用策が考えられない

かとの思いに至ったというのがありまして、そ

れを受けて工業団地以外の半島振興と連携した

活用策の検討を佐世保市にお願いをし、佐世保

市からそういうたたき台が、活用策のご提案が

あったので、俵ケ浦半島としては地元町内役員

会等を含めた議論をやって、一応工業団地計画

よりも、私どもが考える半島の将来像と連携、

調和がとれるものということで意見がまとまっ

たということで佐世保市の方に要望がなされた

ということで、地元の状況についてはそういう

ふうにお聞きをしているところでございます。 
【坂本(浩)副委員長】 要するに、つくも苑の跡
地をこういうふうに変えるかもしれないという

ふうな、そのこと自体は地元の意見を最大限く

み上げていただいて、この俵ケ浦半島の、私も

展海峰とか行っても非常にいいところだという

ふうに思うんですけれども、そこの発展、活性

化のためにぜひしていただきたいと思うんです。 
 ただ、その経過といいますか、今の県の姿勢

というのかな、ちょっと疑問というのがあって

質問させていただきたいんです。 
 今ありましたように平成23年に議論をして、
そして、翌24年の1月12日に三者の覚書という
ことで、県と佐世保市と佐世保市の俵ケ浦半島

開発協議会の三者で覚書をしているということ

ですよね。これは平成24年1月ですから、もう4
年ぐらい経過をしているという中で、なぜその

4年間あまり進んでなかったのかなという疑問
と、恐らく毎年、県でも予算をつけていたと思

うんです、今年度も両方合わせて5億8,000万円
ということですから。予算はずっとつけていた

んじゃなかったのかなという疑問。 
 それともう一つ、佐世保市議会が、今、開会

中です。その中で、私も新聞で目にしたんです

が、もう既に佐世保市は、質疑に対する答弁の

中で、もう観光公園にと、観光の核にというふ

うなことを市長さんが、なんかその方向だみた

いな感じで答弁されているわけですね。 
 そういう中で、一方、県の方ではまだこんな

議論、要望があればそこで考えますよみたいな

議論になっていると。 
 そうすると、その三者でせっかく覚書を交わ

して地元のためにということにしたのが、なん
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かスタートラインがちょっと違うんじゃないか

なと、ちょっとそんな疑問が2つありまして、
そこら辺についての見解で結構ですから、述べ

ていただければと思います。 
【柴田障害福祉課長】 まず、1点目のなぜここ
まで進んでいないのかというところでございま

す。こちらにつきましては、造成工事の着手に

向けて地元と調整をする中で、浄化処理済みの

排水の放流先ということで、地元の一部の方よ

り意見が出され、調整に時間を要しておったと

いうところでございます。処理水ではございま

すけれども、放流等の同意ということで理解を

いただかないといけないというところがござい

ました。 
 さらに、ちょっと細かい話でございますけれ

ども、実際にその工業団地の排水につきまして

は、過去つくも苑で配置をしておりました放流

管、それを使うという考えがありました。ただ、

その放流管が一部破損をしているという状況が

ございました。その対策工事をする中で、地元

の方々と具体的な協議を行うという中で時間が

かかってしまったというところでございます。 
 ただ、この地元の協議については、先方も対

応していただいているところではございますが、

そういう事情がございまして時間がかかったと

いうところでございます。 
 それから、予算につきましても平成24年度か
ら予算をつけてきたところでございます。平成

24年度から企業立地課の方の造成工事関係、そ
れから障害福祉課は平成25年度からの排水路
工事関係ということで、造成と排水関係で予算

をつけてまいりました。 
 ただ、地元との調整に時間を要しましたので、

これにつきましては毎年度予算をおろさせてい

ただいたという経過がございます。こちらにつ

きましては、なかなか調整が進まなかったとい

うところに、私どもの力がなかなか及んでいな

いということでございます。 
 それから、市と現在でのスタートラインがず

れているんではないかというところでございま

すが、市長さんのご答弁ということで、私ども

もどういうご答弁をされたのかということを確

認させていただきました。 
 そういう中で、最後のまとめのところで、「現

状におきましては、当該用地は長崎県が工業団

地整備に向けた取組が進められている最中であ

りますので、まず第一歩として、地域住民の皆

様とともに、長崎県当局に対し本構想の内容、

意義をお伝えするとともに、ご理解を得てまい

りたい」というご答弁をされておられるところ

でございます。 
 市の方では、県がやはり現時点では工業団地

を向いているというところはご認識をいただい

ているものかと思っております。 
 ただ、今後でございますけれども、地元、そ

れから市の方からしっかりとお話を聞いてまい

りたいと考えております。 
【坂本(浩)副委員長】 わかりました。なかなか
詳細は言いにくい部分もあるんじゃないかなと

思いますけれども、経過についてはわかりまし

た。 
 ただ、今後、せっかく三者で覚書を結んでい

るわけですから、足並みはぜひ揃えていってい

ただきたいと思いますし、障害福祉課長の説明

も「要望があれば」というふうな、少し言い方

は悪いですけれども、他人事みたいなそういう

ふうにも聞こえますので、これはもう要望がく

る云々の前に、先ほどの部長の話では、要望が

佐世保市の方には地元から出ているわけですか

ら、もうそれを踏まえて、早速佐世保市と話を
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するとか、そういうことでこの間の遅れを取り

戻すというのはちょっと語弊があるかもしれま

せんけれども、ぜひ地元のために県・市一体と

なった取組を要望したいと思いますので、再度、

もし何かあれば答弁をよろしくお願いします。 
【沢水福祉保健部長】 我々としては、これまで
覚書の重み、それと議論した経過の重みという

のがあって、当然それに基づいてやってきてい

るわけでございますけれども、先ほど申しまし

たように、地元の地域振興、地域活性化、地元

が本当にどうやって自分たちで動いていくのか

というのも一つの大きな要素でございまして、

我々としても、そういう意味でいけば、しっか

りとした地元からのしかるべき対応というのも

当然必要になってまいります。 
 当然、今回、要望が出てくればという、すみ

ません、表現はそうですけど、あくまでもそれ

は地元としっかり協議をしながらやっていくと

いう姿勢は変わっておりませんので、他人事み

たいな感じではなくて、やっぱり三者として一

緒になって協議をしていきたいと思っておりま

すので、そこはご理解を賜りたいと思っており

ます。 
【宅島委員長】 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 ほかに質問がないようですので、
つくも苑跡地の活用についての審査を終了いた

します。 
 企業振興課企画監については、退席していた

だいて結構でございます。ありがとうございま

した。 
 暫時休憩いたします。 
 

― 午前１０時２８分 休憩 ― 

― 午前１０時２９分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 次に、国保都道府県化について審査いたしま

す。 
 国保・健康増進課長より説明をお願いいたし

ます。 
【安永国保・健康増進課長】 本日、昨日配付を
しておった資料の差し替えということでＡ3判
のカラー版にしたものをお配りしておりますの

で、その資料によりまして、ポイントを絞って

説明をさせていただきたいと思います。 
 資料の1ページをお願いいたします。 
 まず、国保都道府県化の背景ということで、

「国保財政の課題」ということで左側の方に国

が示したものを記載しております。市町村単位

で財政をやっておりますことで構造的な問題を

抱えているということで、例えばの例示で①②

ということで記載しております。 
 それから、2つ目の丸でございますけれども、
保険料が市町村ごとに大きく異なっているとい

うことで、不公平感があるということを言われ

ております。この要因としては、構造的な問題

と、それから③④に書いてあるようなことがあ

ってそういう状況が生じているということで課

題として整理をされております。 
 国が整理しているこの課題について、本県で

も同様の課題を抱えているという状況がござい

ますので、それを右側の「長崎県の国保財政の

現状と課題」というところにそれぞれ記載をし

ております。 
 それから、こういった課題について解決をす

るということで、国においては平成27年5月に
法律の改正を行いまして、1つ目が国保への財
政支援の拡充ということで財政基盤を強化する

ということと、平成30年度からは都道府県が財
政運営の責任主体となって制度を安定化させて
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いくということになっております。 
 2ページをお願いします。 
 2つ目として、国保都道府県化の方向性でご
ざいます。国は、国保の都道府県化を進めるに

当たりまして、各種通知、それからガイドライ

ンを定めておりまして、制度の大枠につきまし

ては全国共通の取扱いというものが示されてい

るということで、ここでは2つの点についてご
説明をさせていただきたいと思います。 
 （1）の保険料でございます。国のガイドラ
インにおいては、まず基本的な考え方として、

①医療費水準の格差が大きい場合は、原則、医

療費水準に応じた保険料ということが基本でご

ざいます。②として、ただし、将来的には地域

の実情を踏まえつつ、都道府県で統一の保険料

水準を目指すということが示されております。 
 この保険料に対する本県の考え方といたしま

して、右側の方をご覧いただきたいと思います

が、県内の市町間における医療費水準の格差と

いうものが全国と比較しても小さいということ

と、それから被保険者間の負担の公平性を確保

するという観点から、本県といたしましては、

市町の了解を得まして県内統一の保険料水準を

目指すということで、今回新たに作成をいたし

ます国保運営方針の方でその時期などについて

記載をしていきたいと考えております。 
 それから、また左側の方でございますが、（2）
の国保財政の安定化につきましては、現在、取

り上げられております、法定外の一般会計繰入

等については、その解消が図られるということ

で一定方向性は示されておりますが、そのほか

にも保険料収納率の向上、それから医療費適正

化の取組、保険料を適正な額に設定をして、こ

ういった繰入金については計画的、段階的に解

消するような実効性ある取組を定めるというふ

うに国の方からは示されております。 
 右側の方ですけれども、この点につきまして

も、本県でも同じような考え方で進めていくこ

ととしております。その際には、県内市町の実

態を踏まえて協議を行っていきたいと考えてお

ります。 
 下の方ですけれども、今後の市町との協議の

ポイントでございますが、2点、今述べたよう
な将来的に県内統一の保険料水準を目指すとい

うことと、決算の補塡等を目的とした法定外の

一般会計繰入につきましては、将来的には解消、

削減を目指すと、この2点について今後、平成
29年1月には国保事業費納付金の試算結果とい
うのが出ますので、そういったものを参考にし

ながら、市町の方とは具体的な実施時期等につ

いて協議を行っていきたいと考えております。 
 それから、3ページをお願いいたします。 
 3ページでは、国保財政の変更点ということ
で資料をおつくりしております。左側の現行の

ところでございますが、全国の市町村の保険者

のうち、1,130の保険者が赤字ということで、こ
れは全体の3分の2がもう赤字であるというこ
とでございます。これに対して、国は、新たに

3,400億円の財政支援の拡充を行って、この国保
の赤字体質の解消を図るとされております。 
 そして、平成30年度から新制度が始まります
けれども、そこの中での変更点ということでご

説明したいと思いますが、新制度の方では県の

方に新たに国保特別会計を設置いたしまして、

これまで市町村の国保特別会計の方にそれぞれ

入っておりました国と県からの公費については、

県の特別会計の方に交付されるような仕組みに

変わっていきます。 
 県では、県全体の医療費等にかかる支出を見

込みます。そして、国等の公費にかかる収入の
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見込みを立て、それを差し引いた額を国保事業

費納付金ということで、それぞれの市町に割り

振りをしまして、市町に納めていただくという

仕組みに変わってまいります。 
 この際に、各市町にお願いをする納付金の額

でございますが、年度中に医療費が大きく伸び

たとしても、この額については変更しないとい

う取扱いになっておりますので、市町の立場か

ら見ると、県から示された納付金を納めること

で、仮にその年度中に医療費が見込みを超えた

場合であっても、これまでとは異なりまして、

市町の方で補正予算を組むといった必要はなく

なってまいります。 
 なお、医療機関等に対する支払いでございま

すが、この支払いに必要な額については全て県

からの交付金として市町に交付することになり

ます。 
 先ほど言いました国の財政支援の拡充と、そ

れから納付金、交付金の仕組みの導入というこ

とで、これまで赤字補塡のため一般会計の繰り

入れをやっていた市町もありましたけれども、

こういったものについては一定解消される見込

みということで、このことが国保の都道府県化

の大きなメリットではないかと考えております。 
 それから、4ページをお願いいたします。 
 4つ目に、国保財政の仕組みということで、
大きく3つの流れというものを書いております
が、一番上の左側でございます。納付金算定～

保険料賦課・徴収の流れということで、右側の

絵では青色の方で①②③④というふうに示した

ところでございます。 
 左側に戻っていただきまして、①②では県の

話を書いておりますが、県は、市町ごとの国保

事業費納付金を決定すると。それと同時に、市

町ごとの標準保険料率を算定・公表して、市町

に提示をするということでございます。 
 それから、③④のところでは、市町について

は、県が公表する標準保険料率を参考にいたし

まして、それぞれの保険料率を決定、賦課、そ

して集まった保険料をもとに納付金の全額を県

に納めるという流れになってございます。 
 それから、左側の中段でございますが、今度

は交付金の支出から保険給付費の支出というこ

との流れでございます。右側の絵でいきますと、

ピンク色で矢印が示された⑤⑥のところでござ

います。 
 ⑤⑥のところについては、これまでも説明を

しておりますが、県は、市町が保険給付に必要

な費用の全額を支払います。市町はそれを受け

て医療機関等に支払いを行うという流れでござ

います。 
 それから、左側の一番下でございます。新た

に平成27年度に財政安定化基金というものを
県に設置をいたします。この設置と運営の考え

方についてご説明をしたいと思います。 
 県に設置された財政安定化基金については、

平成29年度までに全額国費で、全国枠で2,000
億円規模で造成をされることになっております。

この基金の活用方法として、⑦県の特別会計の

方で、医療費である保険給付が増加したという

ことで、県が交付する交付金の財源が不足する

場合にはこの財政安定化基金からの貸付を受け

て交付金を支払っていくという流れが一つ。 
 それから、⑧として、市町の方の特別会計に

おきましては、収納率が低下した場合に財源不

足が生じる時が当然想定されますので、そうい

った場合には財政安定化基金から市町に貸し付

けを行うということでございます。 
 なお、先ほど全国枠で2,000億円規模と申し上
げましたが、現在、国の平成29年度の予算編成
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過程におきまして、このうちの800億円につき
ましては後年度負担としたいという国の考え方

が示されております。今後、国と地方の協議の

場である国保基盤強化協議会の方でこの800億
円の取扱いについて調整が行われると聞いてお

ります。 
 以上、国保の構造的な課題や都道府県化に至

った背景、それから新制度の仕組み、都道府県

化後の本県の保険料、法定外の一般会計繰入金

に対する考え方などについて説明をさせていた

だきました。 
 現在、県と市町との協議の場である県・市町

国保連携会議の方で市町の意見をお聞きしなが

ら協議を行っているところでございまして、今

後もそういった協議を十分行っていくとともに、

県議会には状況を報告させていただき、ご意見

を賜りながら平成30年度に向けて着実に準備
を進めてまいりたいと考えております。 
 国保の都道府県化にかかる説明は以上のとお

りでございます。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 ただいまの説明に対し、質問はございません

か。 
【渡辺委員】 まず、今の長崎県下の21市町の
保険料が幾らになっているのか、一覧表か何か

あれば配ってくれませんか。 
【宅島委員長】 休憩します。 
 

― 午前１０時４２分 休憩 ― 

― 午前１０時４２分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
【渡辺委員】 そうしたら、今の考え方は、平成
30年度から市町の国保特別会計というのは、国

保の保険料の徴収は市町がしていくわけですね。

平成30年からは新しい制度で、要するに保険料
を統一した料金で設定をしてするわけだろう。 
【安永国保・健康増進課長】 先ほども保険料の
考え方についてはご説明いたしましたが、医療

費水準の格差が大きい場合は、原則、医療水準

に応じた保険料ということなんですけれども、

本県の場合は、先ほど申し上げたとおり、水準

の格差が小さいので、統一保険料に向かって話

をしていくんですが、平成30年度の都道府県化
の開始年度にそれが統一化できるかどうかにつ

いては、先ほど申し上げた、年明けの1月に出
てきます試算の結果を見て、市町と具体的な協

議を行っていくということにしておりますので、

今現在では、平成30年度から統一化されるのか、
あるいは市町村それぞればらばらになるのかと

いったところについては、現時点では明確な、

こうしますというお答えはできかねる状況でご

ざいます。 
【渡辺委員】 そうしたら、長崎県は格差が小さ
いから、平成30年度に向けて市町と協議をして
いくわけですね。格差がひどいところは、平成

30年からというのは冗談じゃないという形に
なって、しないところもあるわけですか、要す

るに、都道府県によっては。 
【安永国保・健康増進課長】 ただいま、全国の
状況についてということでご質問なんですけれ

ども、私たちが聞いている範囲では、平成30年
4月から統一でやっていくというところは、全
国では大阪府がそういった方針を出されている

とお聞きしております。それ以外のところにつ

いては、先ほど言ったとおり、市町村からいた

だく納付金の試算、それからそれに基づく保険

料の試算というのをそれぞれやって、都道府県

内でそれぞれまた市町村と協議をされた結果で
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いくんだろうと思うんですが、先ほど言ったと

おり、平成30年4月から統一でいくというのは
大阪府だけと今のところ聞いております。 
【宅島委員長】 ほかに質問はございませんか。 
【堀江委員】 国保の広域化、都道府県化の問題
は、これまで幾つか質疑をしてきましたが、最

初の国保・健康増進課長の答弁は、今、国民健

康保険料、保険税、県内の自治体それぞれある

んだけれども、平成30年から国保の都道府県化、
広域化になっても、まず保険料も変わりません

よと、そして、それぞれの自治体変わりません。

そして、一般会計からの繰り入れ、要するに繰

り入れは何のためにするかというと、国保税、

国保料が高いから繰り入れして安くするわけで

しょう。国保税を安くする。住民側から見たら、

それがいいんですよ。 
 それなのに、先ほど説明をした決算補塡等の

一般会計の繰入、これが解消されるからメリッ

トって、どういう立場に立って説明をしている

んですかと思わず言いたくなるような思いがい

たします。 
 私が言いたいのは、これまでこういう質疑を

して、「いや、今と何も変わりません。一般会

計の繰り入れもするし、国保料も変わりません

よ」と言ってきたのが、だんだん、「いやいや

統一化をします。一般会計からの繰り入れも解

消します」ということを言うようになりました

ね、直前になってですね。 
 今度の資料も、はっきりと「将来的には一般

会計からの繰り入れをなくします。統一的には

国保料も21自治体同じにいたします。それが国
保の都道府県化の目的です」というふうに答弁

が変わってきたと認識しているんですが、平た

く言えば、都道府県化というのは、保険料を同

じにする、一般会計からの繰り入れも認めない、

それをするということですよね。 
【安永国保・健康増進課長】 都道府県化の方向
性が決まりまして、法律が改正されて以降、国

と地方の協議の場というのがずっと設けられて

おりまして、具体的な制度設計を協議する中で、

地方の意見を踏まえて国の方も具体的な考え方

といいますか、そういったものをまとめていき

まして、最終的には国からガイドラインという

のが出たわけです。そのガイドラインの中に、

確かに当初の私の説明では、これまでと変わり

ませんという説明はしてきたのではありますけ

れども、基本的なところは、制度の仕組みとし

ては県が財政の責任主体となるというところと、

市町村はこれまでどおり保険料の賦課・徴収、

それと保険料の決定、そういったことはやって

いくということは現在も変わってはおりません。 
 ただ、なぜ都道府県化するのかという大きな

目的を言ってしまうと、保険制度を将来もずっ

と維持して、国民皆保険制度といったものの堅

持を図っていくという大きなところに立った時

に、都道府県化して、市町村と一体となって県

がやると言った時に、市町村ごとに考え方の違

いで、保険料の負担を低くするためにこちらの

市では保険料を下げて、こちらの市ではそうい

ったものはなくてというところの、先ほど保険

料のところで言いましたけれども、同じ保険者

の中で市町村が違うことによって保険料が違う。

だけど、受けられる医療給付というのは同じと

いうところで、不公平感がどうしてもあるとい

うことはありますので、そういった大きなとこ

ろから考えた時に、先ほど言いましたとおり、

保険料については県内で同じ保険料水準を目指

すということと、一般会計の繰り入れについて

はなくしていきましょうと。ただし、国も言っ

ていますとおり、これまで市町村国保の赤字が
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出ていた、そこの体質改善のところ、構造的な

課題のところについては、財政支援の拡充とい

うことで一定国も考慮はしていっているという

ところもございますので、県としては、先ほど

申し上げたような大きな日程については申し上

げたとおりの方針で進めていきたいと考えてお

ります。 
【堀江委員】 やはり国保の構造的な課題という
ところでは、今、社会保険料に比べても国保料

が高いです。所得に占める割合がすごく高いと

いうことの中では、もともと国保に入っている

方というのは、職がないか、あるいは自営業の

方であるとか、いわゆる会社勤めではない方が

入るわけですから、当然所得が少ないわけです

よ。そういう意味では、私は、もともと国が社

会保障制度という形で見るのであれば、国が出

すべき予算を十分確保するべきだと思っている

んです。それをしない限り、この国保の構造と

いうか、お金がないという部分は、どんなに保

険料を徴収しても、それはもう払えませんから。

長崎県内でも差し押さえがあっているわけでし

ょう。そういう意味では払えないわけだから、

国が出すべきだと思っているんですよ。 
 そこで、だから国が出しているんだという説

明をしているんだと思うんですけど、例えば3
ページ、国保財政の変更点ということで今説明

がありましたね。平成26年度は3,468億円の赤
字ですよと。国保の財政に国としては、新たな

制度としては3,400億円出しますよということ
ですけど、これは毎年確保するんですか。 
【安永国保・健康増進課長】 国が財政支援の拡
充ということで3,400億円お示ししております
が、このうち1,700億円については平成27年度
からもう既に入っておりまして、それは27年度
以降も同額が措置をされるということでござい

ます。それから、残りの1,700億円につきまして
は、平成30年度からの都道府県化と合わせて、
30年度以降もこの額を確保していくというこ
とで、30年度以降は全国で3,400億円というの
は確保されるということで聞いております。 
【堀江委員】 いやいや、平成26年度3,468億円
の赤字じゃないですか。それで、これは平成30
年度以降、全国で3,400億円と。1,700億円は既
に出しましたということは毎年3,400億円お金
が出るということではないんでしょう。 
【安永国保・健康増進課長】 今までの国の負担
に加えて、平成27年度からは1,700億円、それ
から平成30年度以降、加えてまた1,700億円の
合計3,400億円については、30年度以降も同じ
額が継続されるということで聞いております。 
【堀江委員】 それでは、3,400億円が毎年出る
ということですか。要は、1,700億円を先に出し
ましたという話なんだけど、一番わかりやすい

この図で言ったら、赤字が全国で3,468億円あり
ますよと。少なくともその赤字の穴埋めをしな

いといけないじゃないですか。だから、3,400
億円というのは、1,700億円を前に出すか後に出
すかを置いておいても、毎年これは3,400億円出
るんですかということです。 
【安永国保・健康増進課長】 この額については、
平成30年度以降、毎年度、措置をされるという
ことです。 
【堀江委員】 一つは毎年度措置をされるという
そのことがきちんと守られないといけないと思

いますよね。今でも社会保障費の自然増を国は

認めないじゃないですか。国の予算としては削

っていっているでしょう、1,200億円。毎年そう
いう自然増の社会保障費の予算は削っていって

いる中で、本当に国保の財政の3,400億円が確保
できるかというところでは不透明なところもあ
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るなと私自身は思っているところです。 
 この同じ図でもう一点です。市町村は、今、

特別会計があるんですけど、これが今度は長崎

県に納付金を上納しますよね。これは100％納
付ですよね。絶対納付しなければいけない。し

かし、徴収する側、市が徴収する、町が住民か

らお金を回収するんですけれども、これはなか

なかできないですよ、100％。ここの部分はど
う補塡されるんですか。要するに、私は長崎市

ですから、長崎市は長崎県に100％上げるんだ
けれども、長崎市は今でも徴収ができない、差

し押さえすると、そういう状況があるじゃない

ですか。そこの部分はどうなるんですか。 
【安永国保・健康増進課長】 市町に割り振る納
付金の算定の際に、保険料・保険税の収納率も

勘案したところで納付金の方は算定をいたしま

す。 
 それで、納付金の算定に当たっては、先ほど

から何回も言っていますけれども、市町ごとの

標準保険料率というのを定めて、それを提示す

るわけですね。その標準保険料率と同額をそれ

ぞれの市町の方で決定して、それを集めていた

だければ、納付金については全額払えるという

考え方で納付金の方は設定をされております。 
 想定した保険料率と違う保険料率、例えば低

い保険料率にした場合には、想定した収納率よ

りも高い収納率を確保しないといけませんし、

逆の場合はちょっと徴収率が上がらなくても納

付金を払えるという仕組みでございます。 
 納付金を払うために保険料を集める、その保

険料を集めきれなかった時にどうなるかという

ことでございますけれども、先ほども説明をい

たしましたが、4ページの方の財政安定化基金
というところから貸し付けを受けられるという

ことで、こういった仕組みで単年度の赤字の発

生は一定防げるという考え方でこの制度は考え

られております。 
【堀江委員】 要するに、お金を借りて払わない
といかんわけでしょう。お金を借りたら、また

返さないといかんでしょう。そこですよ。だか

ら、市は困るわけです。だって、収入としては

保険料でしょう。極端な話、100払わなければ
いけないと。でも、80しか集まらなかったと。
その20は払えない。どうするかというと、貸し
付けますよと、借金して払うわけですよ、20を。
そこの20は、じゃどこで市はするんですか。返
さなきゃいけないでしょう、この20は。どうす
るの。 
【安永国保・健康増進課長】 私が基金から借り
てと言うのは、最悪の場合そういったことにな

りますよということなんです。実際には、基金

から借りた分についてはその後の3年間で返し
ていただくと、この納付金に加えて納付をして

いただくという仕組みになります。 
【堀江委員】 今だったら、市は、例えば市町村
が集めきれなかったと。集めきれなかったら、

国からそれなりのペナルティーがあったりして、

それで済むわけですよ、極端な話。借りてまで

払わなくていいし、3年間借りたまま、返せな
いですよ、これは。実際に集めきれないんだか

ら。住民が払えないんだから。だから、その策

として一般会計から繰り入れて払える保険料に

してやっているんじゃないですか。そういう対

応も認めませんとなったら、もう払えない自治

体は借りた額がどんどんたまっていく、極端な

言い方ですけど、そういうふうになっていきま

せんか。だから、市にとっては、国保の広域化

は本当に大変ですよ。県が全部やってくれりゃ

いいんだけど、そうじゃない。今までと何も変

わらないのに、また別の業務が増えていく。県
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も大変でしょう。今までやったことのない業務

が増やされるわけでしょう。そしてまた、この

委員会に国保特別会計の資料を出して審議しな

きゃいけないという、国保広域化のメリットが

私的には何も見えないような気がいたします。 
【宅島委員長】 休憩します。 
 

― 午前１０時５９分 休憩 ― 

― 午前１１時 ６分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
【渡辺委員】 今、一覧表をもらいました。この
中で1ページの右側の緑の字にありますように、
決算補塡、一般会計繰入の5市町というのはど
こどこですか、教えてください。 
【安永国保・健康増進課長】 資料1ページの5
市町のところでございますけれども、長崎市、

壱岐市、五島市、南島原市、長与町の5市町で
ございます。 
【渡辺委員】 ①の小規模保険者というのはどこ
ですか。 
【安永国保・健康増進課長】 小値賀町と東彼杵
町でございます。 
【渡辺委員】 続いて、②の3市町というのを教
えてください。 
【安永国保・健康増進課長】 川棚町、波佐見町、
佐々町でございます。 
【渡辺委員】 そうしたら、②のところは3市町
となっているけれども、3町のことですね。市
は入っていないんですね。 
【安永国保・健康増進課長】 失礼いたしました。
3町でございます。訂正をさせていただきたい
と思います。 
【渡辺委員】 そうしたら、④の決算補塡は、こ
の5市町はそれぞれ幾らぐらい今入れているか
というのはつかんでいるんですか。 

【安永国保・健康増進課長】  順番にいきます
けれども、五島市が2億6,294万7,000円でござ
います。壱岐市は1億円ちょうどです。南島原
市が2億5,000万円ちょうどでございます。長崎
市が3,098万4,000円、（発言する者あり）1億
円はいってないですね。長与町が124万円でご
ざいます。合計で約6億5,000万円ということで
ございます。 
【渡辺委員】 そうしたら、今、これだけ補塡し
ている市町の特に大きいのが五島市と南島原市

ですよね。これを入れているから保険料がかな

り安くなっているわけだろう。今度は、平成30
年からこれをなくすわけだろう。そうしたら、

ぐっとはね上がりますね、そういうことだろう。 
【安永国保・健康増進課長】  先ほど説明をい
たしましたが、一般会計繰入を平成30年度から
すぐ解消できるかどうかというところについて

は、市町とも今後協議をしてご意見を聞いてい

かないといけませんので、その辺は2ページの
（2）の右側の方にも書いてありますけれども、
「単年度での赤字の解消が困難な場合は、市町

の実態を踏まえて協議を行っていく」というこ

とです。ただ、解消と削減に向けた取組につい

ては、実効性ある取組をということで、今後、

市町と協議をしていきたいと考えております。 
【渡辺委員】 そうしたら、これは平成30年度
から、市町と今から協議していくわけですね。

そうしたら、「県でまとめていいですよ」とい

う市町と、「いや、冗談じゃないですよ」とい

うところと出てくると思うんだけれども、これ

は県としては平成30年度の実施に向けて協議
を進めていくという方針ですか。 
【宅島委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時１１分 休憩 ― 
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― 午前１１時１２分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 再開します。 
【安永国保・健康増進課長】 補足説明資料の2
ページの下のところ、市町との協議のポイント

ということで2点先ほどもご説明をさせていた
だきましたけれども、いずれも「将来的に」と

いうのが入っておりまして、「将来的に県内統

一の保険料水準を目指す」でありますとか、法

定外一般会計繰入金につきましても、「将来的

に解消・削減を目指す」ということです。 
 ただ、これについては先ほども言いましたと

おり、来年の1月に試算結果というのが出ます
ので、そこに具体的な試算結果が出てきて、そ

れを材料にしながら県と市町の間で協議をして

いくと。その結果でかなり乖離が出た時には、

そこを統一化するにはかなり時間もかかります

けれども、その格差がそうない場合は、例えば

もう平成30年度からやろうかとか、平成31年度
からやろうかという話になるかもしれませんけ

れども、具体的には数字をもとにしながら話を

進めていくということになっています。 
【宅島委員長】 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 ないようですので、以上をもち
まして国保都道府県化の背景について審査を終

了いたしたいと思います。 
 休憩いたします。 
 

― 午前１１時１３分 休憩 ― 

― 午前１１時１４分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【宅島委員長】 ほかに質問がないようですので、

福祉保健部関係の審査結果について整理したい

と思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１５分 休憩 ― 

― 午前１１時１５分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 文教厚生分科会及び文教厚生委員会の委員長

報告、分科会長報告については、いかがいたし

ましょうか。 
〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 それでは、正副委員長において、
整理させていただきます。 
 以上をもちまして、福祉保健部、こども政策

局関係の審査を終了いたします。 
 以上で、本委員会関係の案件の審査は全て終

了いたしました。 
 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１６分 休憩 ― 

― 午前１１時１６分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 次に、閉会中の委員会活動について、協議し

たいので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１７分 休憩 ― 

― 午前１１時１７分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ございませんか。 
〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【宅島委員長】 では、正副委員長において対応
させていただきたいと思います。 
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 最後に、閉会に当たり、各部局長に出席を求

めておりますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１８分 休憩 ― 

― 午前１１時２６分 再開 ― 
 

【宅島委員長】 委員会を再開いたします。 
 それでは、本任期中における定例会の最後の

委員会になりますので、私から閉会のご挨拶を

申し上げます。 
 平成28年長崎県議会の定例会における最後
の委員会でありますので、閉会に当たり一言ご

挨拶を申し述べさせていただきます。 
 本年2月定例会で委員長として選任され、各
定例会、決算審査、現地調査と務めさせていた

だきました。 
 この間、坂本(浩)副委員長をはじめ各委員の
皆様方にはご助言、ご協力を賜り、また、理事

者の皆様方には誠意あるご対応をいただき、お

かげさまをもちまして委員長としての責務を果

たすことができましたことを心より感謝を申し

上げたいと思います。 
 さて、この1年間を振り返ってみますと、ま
ず、総務部関係でございますが、県立大学にお

いては、本年度より新学部新学科が開設され、

情報セキュリティ学科が設置されました。また、

佐世保校建て替えについては、地域に開かれた

魅力あるキャンパスの整備に向けて着実に取り

組まれております。 
 次に、教育委員会関係でございますが、本年

9月、大村市と進めております長崎県立大村市
立一体型図書館及び大村市歴史資料館（仮称）

の実施設計が発表され、建設工事に向けて着々

と準備がなされている状況でございます。 
 福祉保健部、こども政策局におきましては、

去る7月に相模原市の障害者支援施設で発生し

た殺傷事件を受けまして、県内の施設に対して

防犯対策の現状を確認し、今回の補正予算にお

いて防犯カメラ等の予算確保に取り組んできま

した。今後も安全で安心な子育て環境づくりの

ための施策の充実に努めていただきたいと思い

ます。 
 結びに、県勢の今後ますますのご発展並びに

委員の皆様及び理事者の皆様方の一層のご健勝

とご活躍を祈念いたしまして、最後のご挨拶と

させていただきます。 
 本当にありがとうございました。（拍手） 
 次に、理事者を代表して福祉保健部長からご

挨拶を受けることにいたします。 
【沢水福祉保健部長】 理事者を代表いたしまし
て閉会のご挨拶を申し上げます。 
 宅島委員長、坂本(浩)副委員長はじめ委員の
皆様方におかれましては、委員ご就任以来、文

教厚生全般にわたりまして、終始ご審議をいた

だき、貴重なご意見、ご提言を賜りましたこと

に対しまして心より御礼を申し上げます。あり

がとうございました。 
 総務部関係では県立大学生及び私立高校生に

対する県内就職の支援、あるいは県立大学佐世

保港の建て替え、学部学科再編後の特色ある教

育などについて熱心にご議論をいただきました。

今後も県内高等教育の推進及び私立学校振興に

向け、児童生徒、学生の教育環境の改善を図っ

てまいります。 
 次に、教育委員会関係では、子どもたちの学

力向上対策や新県立図書館整備、長崎県立高等

学校教育改革第8次計画実施計画など、教育行
政にかかる課題につきましても、終始熱心にご

審議をいただきました。今後も、第2期長崎県
教育振興基本計画に掲げる「長崎の明日を拓く

人・学校・地域づくり」を目指し、未来を担う
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人材の育成に引き続き努めてまいります。 
 また、こども政策局関係では、婚活などの少

子化対策や保育士の処遇改善をはじめ子どもの

貧困対策、児童相談所の機能強化、母子保健な

ど各種施策につきまして熱心にご議論をいただ

きました。今後も、安心して子どもを産み育て

ることができる社会を実現するため、多様化す

る県民の皆様のニーズと期待に応えられるよう、

諸課題の解決に取り組むとともに、市町や関係

機関と連携しながら、子育て環境の整備や少子

化対策の充実を図ってまいります。 
 最後に、福祉保健部関係につきましては、地

域医療構想をはじめ、国民健康保険事業の都道

府県化、あるいは介護人材の確保など、福祉保

健行政の諸課題につきまして、熱心にご議論を

いただきました。また、ねんりんピック長崎

2016の開催に当たりましては、委員の皆様をは
じめ、多くの方にご支援、ご協力を賜りまして、

改めて心から感謝申し上げる次第でございます。 
 今後も、県民一人ひとりの尊厳が保たれ、と

もに支え合い、誰もが安心して、健やかで生き

がいのある生活を送ることができる地域をつく

るために、県民お一人おひとりを支える医療、

介護、福祉施策の充実に努めてまいります。 
 以上、委員の皆様方から賜りました貴重なご

意見、ご提言を踏まえながら、今後とも本県の

教育、子育て、福祉保健の発展のために全力で

取り組んでまいりたいと考えておりますので、

引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようよろし

くお願いいたします。 
 最後になりますが、委員の皆様がご健勝にて

本県発展のために、今後なお一層ご活躍されま

すことを祈念いたしまして、御礼のご挨拶とさ

せていただきます。 
 本当にありがとうございました。（拍手） 

【宅島委員長】 ありがとうございました。 
 これをもちまして、文教厚生委員会及び予算

決算委員会文教厚生分科会を閉会いたします。 
 大変お疲れさまでした。 
 

― 午前１１時３２分 閉会 ― 
 

 



文教厚生委員会委員長　　宅島　寿一

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 １４２ 号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（関係
分） 原案可決

第 １４７ 号 長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する
条例（関係分） 原案可決

第 １５０ 号 県立高等学校等条例の一部を改正する条例 原案可決

第 １５５ 号 公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

計　　４件（原案可決　４件）

２　請　　願

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 ６ 号 教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきと
どいた教育を求める私学助成請願 不 採 択

第 ７ 号 ゆきとどいた教育を求める請願 不 採 択

計　　　２件（不採択　　　２件）

番　　号 

番　　　号 

記

文 教 厚 生 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成２８年１２月１４日

　　　　議長　　田中　愛国　　様
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